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１１  共共済済会会シシスステテムムににつついいてて  

従事者共済会では、インターネットを活用した「共済会システム」を運用しています。施設・団

体情報の更新や、加入者に関わる様々な届出は「共済会システム」を通して届け出ていただいてい

ます。会計処理等に必要な月々の帳票も、「共済会システム」から出力いただくことができます。  

（（１１））共共済済会会シシスステテムムににおおけけるるセセキキュュリリテティィ対対策策  

「共済会システム」はインターネットを活用したシステムのため、以下のセキュリティ強化策を

施しています。「共済会システム」のＵＲＬはセキュリティの観点から、公開しておりません。毎月

お送りするメール等に掲載しておりますので、ご確認ください。 

施設･団体に関する対策 
ＩＤ／パスワードによるなりすましの防止、ＳＳＬによるデータ

通信の暗号化等 

東社協における対策 
固定ＩＰアドレスによるなりすましの防止（施設･団体に関するセ

キュリティよりも強化）、ＳＳＬによるデータ通信の暗号化等 

サーバー上の対策 

ファイアーウォールによる不正アクセスのブロック、Ｗｅｂに特

化したファイアーウォール（ＷＡＦ）の導入、ネットワークを監

視し不正アクセス検知時に遮断するツール（ＩＰＳ）の導入 

ＢＣＰ対策 

（大規模災害時における事業

継続性の構築） 

クラウドサービスの利用、データバックアップを別基盤に保管等。

クラウドサービスは、24 時間 365 日監視体制、耐震構造等が施さ

れたデータセンターで運用。 

（（２２））留留意意事事項項  

①①共共済済会会シシスステテムムをを使使用用いいたただだくく端端末末環環境境ににつついいてて  
電子申請の利用にあたり、Windows によるご利用を前提としてシステムの動作確認を行っていま

す。動作確認環境は以下のとおりです。ウィルス対策ソフトウェアの導入（スキャン）及び、Windows 

update を実施した上でご利用いただくようお願いします。 

動作確認ＯＳ：Windows10 以降 

 ※2025 年 10 月サポート終了のため、Windows11 の利用を推奨 

動作確認ブラウザ： Microsoft Edge 

②②共共済済会会シシスステテムムのの文文字字使使用用ににつついいてて  
共済会システムは JIS X 0213 規格の文字を使用しています。独自に作成した文字は使用できま

せんのでご了承ください。 

③③そそのの他他のの注注意意事事項項  

＜＜セセッッシショョンンタタイイムムアアウウトトににつついいてて＞＞  

共済会システムはセキュリティ強化のため、セッションタイムアウトを設定しています。 

ログイン後、最後に操作した時点から 60 分経過すると、ログインの継続ができなくなります。その

場合は、再度ログインしてください。なお、セッションタイムアウトすると、それまで作業してい

たデータは保存できませんので、適宜保存して作業してください。 

＜＜ブブララウウザザのの戻戻るるボボタタンン＞＞  

ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。共済会システムの「戻る」「キャンセル」「メイ

ンメニュー」ボタンを使用してください。 
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＜＜同同時時ロロググイインン＞＞  

同じＩＤを用いて共済会システムに同時にログインすることはしないでください。 

＜＜パパススワワーードド不不一一致致エエララーーににつついいてて＞＞  

共済会システムへのログイン時に、パスワードを間違えるエラーを連続 10 回繰り返すとシステム

が一時的にロックしてログインが出来なくなります。その場合は 60 分経過するとロックが解除され

ますので、再度ログインしてください。 

＜＜メメーールルアアドドレレススににつついいてて＞＞  

従事者共済会では、毎月の入力再開時やお知らせをメールで送付しています。そのため、「施設台

帳」「担当者台帳」には、必ず届くメールアドレスを登録してください。都度確認の上、必要な場合

にはメールアドレスを変更してください。 

また、従事者共済会からのメールが迷惑メールに振り分けられてしまう場合には、受信できるよ

う設定してください。 
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（（３３））ＩＩＤＤ・・パパススワワーードドのの管管理理  

「共済会システム」にログインするには、ＩＤ・パスワードが必要です。従事者共済会では、各

法人に１つ、管理者ＩＤ・パスワード（ＩＤ名：システム管理者）を割り当て、法人本部宛てに「共

済会システムＩＤ・パスワード通知書」を郵送しています。以下にご留意ください。 

①ＩＤ名「システム管理者」は実際の担当者名に更新してください。 

②「担当者台帳」にて事務担当者１人につき１つＩＤを作成してください。ＩＤは、３種類の権

限があり、可能な手続きに制限があります。ＩＤごとに権限および手続き可能な施設・団体の

範囲（「担当する施設」の登録）の設定を行ってください。 

※ＩＤの追加・変更・削除は管理者ＩＤのみ可能です。 

③ＩＤとパスワードは、セキュリティ管理のため使い回しすることなく、厳重に管理してくださ

い。事務担当者が交代する場合は、必ず新しいＩＤを作成の上、前任者のＩＤを削除してくだ

さい。 

④パスワードは、半角数字、半角英字、半角記号の全てを含む８文字以上としてください。 

使用可能な記号は、 ！ ＃ ＄ ％ ＆ / _ - + です。 

■ID の種類と手続き権限 

権 限 ①管理者 ID ②担当者 ID ③閲覧 ID 

法人情報の更新 ○ 閲覧のみ 閲覧のみ 

施設・団体情報の更新 ○ ○ 閲覧のみ 

施設・団体の追加 ○ × × 

ID の追加・削除 ○ × × 

担当者情報の更新 ○ × × 

加入者にかかわる届出入力 ○ ○ 
加入者情報の 

閲覧のみ 

請求書等の帳票出力 ○ ○ ○ 
  

＜＜ＩＩＤＤのの追追加加運運用用ののイイメメーージジ＞＞  

運用例①：管理ＩＤで全ての管理・入力・出力を行う場合 

【追加ＩＤ】なし 

法人本部 管理者ＩＤ 

保有施設 保育Ａ 

追加ＩＤ なし 

 

運用例②：施設毎の担当者が担当者ＩＤで管理・入力・出力を行う場合 

【追加ＩＤ】担当者ＩＤ×５ 

法人本部 管理者ＩＤ 

保有施設 特養Ａ 特養Ｂ 保育Ａ 保育Ｂ 保育Ｃ 

追加ＩＤ 担当者ＩＤ 担当者ＩＤ 担当者ＩＤ 担当者ＩＤ 担当者ＩＤ 
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運用例③：拠点毎の担当者が管理者ＩＤで管理・入力を行い、施設毎の担当者は閲覧ＩＤで閲覧・

出力を行う場合 

【追加ＩＤ】管理者ＩＤ×２、閲覧ＩＤ×５ 

法人本部 管理者ＩＤ 

ブランチ 区部 市部 

保有施設 特養Ａ 保育Ａ 特養Ｂ 保育Ｂ 保育Ｃ 

追加ＩＤ 
管理者ＩＤ 管理者ＩＤ 

閲覧ＩＤ 閲覧ＩＤ 閲覧ＩＤ 閲覧ＩＤ 閲覧ＩＤ 

 

＜＜ＩＩＤＤ・・パパススワワーードドのの再再発発行行方方法法ににつついいてて＞＞  

パスワードを忘れてしまった場合は、下記のとおり手続きをしてください。 

なお、管理者ＩＤの使用者は、法人内のＩＤ・パスワード情報について、共済会システムの「担

当者台帳」→「担当者一覧」→「担当者詳細」画面で確認することができます。必要に応じて参照

してください。 
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（（４４））共共済済会会シシスステテムムででででききるるこことと一一覧覧  

＜届出入力＞ 
※共済会システムで申請可能な期間には限りがあります。 

※届出後、書類の郵送が必要な場合もあります。各手続きをご確認ください。 

届出種類 届出名称 ページ 

施
設
・
団
体 

団体契約／ 

法人・施設情報の更新 

施設・団体契約書（新規契約） 19 

施設・団体契約書（契約変更） 18・22 

施設・団体契約書（契約解除） 24 

加
入
者 

加入／転出・転入／異動／

休職／復職／氏名等変更 

加入届 33 

法人間転出届 36 

法人間転入届 40 

法人内異動届 43 

氏名等変更届 45 

休職届 47 

復職届 49 

退会（退職・脱会） 

退会届（掛金納付期間１２か月未満） 51 

退会届（掛金納付期間１２か月以上） 54 

退職共済金の受給 受給申請 59 

標準給与月額改定 標準給与月額変更届 68 

＜届出締切日前の訂正・取消＞ 
※届出入力後～届出締切日（当月 10 日／未来申請の場合は承認月 10 日）まで操作可能です。 

 手順 ページ 

届出の訂正 
「届出履歴」から該当する届出を選択し、訂正して「保存」ボ

タンを押す。 
64 

届出の取消 「届出履歴」から該当する届出を選択し「削除」ボタンを押す。 
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＜帳票の印刷＞ 
※「月次帳票一括ダウンロード【ZIP】」を選択することにより、該当の月の帳票を一括でダウンロー

ドすることも可能です。 

帳票名 発行・更新時期 出力可能期間 ページ 

加入・退会等承認書並びに掛金・貸付金返還金請求

書 

毎月 20 日頃 

２年間 

73 

掛金・貸付金返還金請求明細書 

契約者掛金個人台帳 75 

加入承認書 

届出承認月 

20 日頃 
73 

加入継続承認書 

氏名等変更承認書 

給付内訳兼結果通知書 

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 

契約者掛金の累計額証明書・累計額内訳書 毎年４月１日 ２年間 74 

標準給与月額変更決定通知書 9 月 20 日頃 
9 月 20 日～ 

10 月 10 日まで 
72 
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

２２　　共共済済会会シシスステテムムのの操操作作

■■((11))共共済済会会シシスステテムムへへののロロググイインン

①

②
①①ロロググイインンID・・パパススワワーードドをを入入力力
②②「「ロロググイインン」」ボボタタンンををククリリッックク

基本操作

(1)共済会システムへのログイン

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))パパススワワーードドのの再再設設定定

□ パスワードを忘れた場合、パスワードの再設定ができます。
※

※

ＩＤに登録されているアドレス宛にメールが送信されます。メールアドレスの登録がない場合、
下記方法でのパスワード再設定はできません。
管理者ＩＤは、担当者台帳にてそれぞれのＩＤのパスワードを確認することができます。担当者
ＩＤ・閲覧ＩＤのパスワードがわからなくなった場合は、まず管理者ＩＤにてパスワードをご確
認ください。それでもわからない場合は、従事者共済会に「ＩＤ・パスワード再発行依頼書」を
ＦＡＸしてください。

②

①

①①ロロググイインンIDをを入入力力
②②「「メメーールルをを送送信信」」ボボタタンンををククリリッックク

入力したＩＤに登録されているメール

アドレス宛に、メールが送信されます。

ククリリッックク

(2)パスワードの再設定
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))パパススワワーードドのの再再設設定定

□ パスワードを忘れた場合、パスワードの再設定ができます。
※

※

ＩＤに登録されているアドレス宛にメールが送信されます。メールアドレスの登録がない場合、
下記方法でのパスワード再設定はできません。
管理者ＩＤは、担当者台帳にてそれぞれのＩＤのパスワードを確認することができます。担当者
ＩＤ・閲覧ＩＤのパスワードがわからなくなった場合は、まず管理者ＩＤにてパスワードをご確
認ください。それでもわからない場合は、従事者共済会に「ＩＤ・パスワード再発行依頼書」を
ＦＡＸしてください。

②

①

①①ロロググイインンIDをを入入力力
②②「「メメーールルをを送送信信」」ボボタタンンををククリリッックク

入力したＩＤに登録されているメール

アドレス宛に、メールが送信されます。

ククリリッックク

(2)パスワードの再設定
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

パスワード再設定画面へ遷移します。

パスワード再設定画面へ遷移します。

③③従従事事者者共共済済会会よよりり届届いいたたメメーールル「「件件名名：：共共済済会会シシスステテ
ムムパパススワワーードド変変更更」」ののURLををククリリッックク

④④「「新新ししいいパパススワワーードド」」「「新新ししいいパパススワワーードド（（再再入入力力））」」にに入入力力

※パスワードは、半角数字、半角英字、半角記号の全て

を含む８文字以上としてください。

使用可能な記号は、！ ＃ ＄ ％ ＆ / _ - + です。

⑤⑤「「パパススワワーードド再再設設定定」」ボボタタンンををククリリッックク

④

⑤

③

(2)パスワードの再設定

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))ロロググイインン中中ののＩＩＤＤののパパススワワーードド変変更更

□ 担当者(ログイン中)のパスワードを変更することができます。

パスワードは、半角数字、半角英字、半角

記号の全てを含む８文字以上としてください。

使用可能な記号は、

！ ＃ ＄ ％ ＆ / _ - + です。

ククリリッックク

(3)ログイン中のＩＤのパスワード変更
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))ロロググイインン中中ののＩＩＤＤののパパススワワーードド変変更更

□ 担当者(ログイン中)のパスワードを変更することができます。

パスワードは、半角数字、半角英字、半角

記号の全てを含む８文字以上としてください。

使用可能な記号は、

！ ＃ ＄ ％ ＆ / _ - + です。

ククリリッックク

(3)ログイン中のＩＤのパスワード変更
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((44))メメイインンメメニニュューー画画面面のの紹紹介介

□

法人の登録内容の  加入者情報の確認 請求書等の印刷 標準給与月額の改定
確認・更新  ／退職共済金ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ ・ 掛金・貸付金返還金 更新／チェックリスト

 加入者の各種届出入力 請求書 ・決定通知書の印刷
・ 加入届 ・ 掛金・貸付金返還金 ※改定期間のみ
・ 法人間転入届 明細書

・ 法人間転出届 ・ 加入承認書

施設の登録内容の ・ 法人内異動届 ・ 加入継続承認書

確認・登録 ・ 休職届 ・ 氏名等変更承認書

・ 復職届 ・ 給付内訳書

・ 氏名等変更届 ・ 源泉徴収票

・ 退会届

・ 受給申請

請求情報の確認 累計額証明書・内訳
 入力した各種届出の 書の印刷
 確認・訂正・取消
 ／届出の再印刷

担当者の登録内容の 掛金個人台帳の印刷
確認・登録

★管理者IDのみ使用可   ログイン中の担当者の
  パスワードを変更

管管理理台台帳帳 帳帳票票印印刷刷各各種種申申請請 標標準準給給与与月月額額

管理者ＩＤはすべてのボタンを押すことができます。担当者ＩＤ、閲覧ＩＤでは押せないボタンが
あります。また、「標準給与月額改定」ボタンは改定更新の期間のみ押すことができます。

紙申請での受付となる場合の様式のダウンロードができます。

★

１１ ２２ ５５

３３

１１ ２２

３３

４４ ５５

４４

当月の入力期間が表示されています。

(4)メインメニュー画面の紹介

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((55))ＩＩＤＤのの追追加加

□ 【管理者ＩＤのみ】ログイン可能なＩＤ（担当者）の追加ができます。

「「追追加加」」ボボタタンンををククリリッックク

ククリリッックク

(5)ＩＤの追加
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((55))ＩＩＤＤのの追追加加

□ 【管理者ＩＤのみ】ログイン可能なＩＤ（担当者）の追加ができます。

「「追追加加」」ボボタタンンををククリリッックク

ククリリッックク

(5)ＩＤの追加
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

②

①①担担当当者者情情報報をを入入力力・・権権限限をを選選択択
②②「「担担当当ししなないい施施設設」」にに表表示示さされれてていいるる施施設設ののううちち、、IDのの
担担当当者者がが担担当当すするる施施設設をを選選択択しし、、「「<<」」ボボタタンンををククリリッックク。。

※選択した施設が「担当する施設」に設定されます。

③③「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

④

④④「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
登録されたIDと仮パスワードを担当者に伝えてください。

③

①

(5)ＩＤの追加

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((66))各各ＩＩＤＤ情情報報のの確確認認・・更更新新・・削削除除

□ 【管理者ＩＤのみ】担当者詳細の確認／更新／削除ができます。

ククリリッックク

IDををククリリッックク

(6)各ＩＤ情報の確認・更新・削除
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((66))各各ＩＩＤＤ情情報報のの確確認認・・更更新新・・削削除除

□ 【管理者ＩＤのみ】担当者詳細の確認／更新／削除ができます。

ククリリッックク

IDををククリリッックク

(6)各ＩＤ情報の確認・更新・削除
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

＜＜IDをを削削除除すするる場場合合＞＞

「「削削除除」」ボボタタンンををククリリッックク
※ログイン中のIDは削除できません。

＜＜IDのの情情報報をを更更新新すするる場場合合＞＞

①①更更新新内内容容をを入入力力

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク
①

②

(6)各ＩＤ情報の確認・更新・削除

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((77))手手続続ききででききるる施施設設・・団団体体（（担担当当すするる施施設設））のの追追加加・・削削除除

□ 【管理者ＩＤのみ】担当施設の追加／削除ができます。

IDををククリリッックク

ククリリッックク

(7)手続きできる施設・団体（担当する施設）の追加・削除

15



操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((77))手手続続ききででききるる施施設設・・団団体体（（担担当当すするる施施設設））のの追追加加・・削削除除

□ 【管理者ＩＤのみ】担当施設の追加／削除ができます。

IDををククリリッックク

ククリリッックク

(7)手続きできる施設・団体（担当する施設）の追加・削除
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

②

＜＜【【追追加加】】すするる場場合合＞＞

①①担担当当ししなないい施施設設かからら施施設設をを選選択択
②②「「<<」」ボボタタンンククリリッックク
③③担担当当すするる施施設設にに選選択択ししたた施施設設がが表表示示さされれたたここととをを確確認認
④④「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

④

①③

＜＜【【削削除除】】すするる場場合合＞＞

①①担担当当すするる施施設設かからら施施設設をを選選択択

②②「「>>」」ボボタタンンククリリッックク

③③担担当当ししなないい施施設設にに選選択択ししたた施施設設がが表表示示さされれたたここととをを確確認認

④④「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

(7)手続きできる施設・団体（担当する施設）の追加・削除

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((11))法法人人情情報報のの更更新新

□ 【管理者ＩＤのみ】法人情報の確認・更新ができます。

ククリリッックク

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク
※電子申請のみで更新が完了し、各種届出の法人欄が即時更新されます。
出力される帳票はありません。

変更する場合は「施設・団体
契約書（変更）」の郵送提出

①①入入力力

【【注注意意】】法法人人名名・・法法人人種種別別のの変変更更はは不不可可
（（郵郵送送ででのの書書類類提提出出がが必必要要））

①

②

施設・団体に関する手続き

(1)法人情報の更新
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((11))法法人人情情報報のの更更新新

□ 【管理者ＩＤのみ】法人情報の確認・更新ができます。

ククリリッックク

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク
※電子申請のみで更新が完了し、各種届出の法人欄が即時更新されます。
出力される帳票はありません。

変更する場合は「施設・団体
契約書（変更）」の郵送提出

①①入入力力

【【注注意意】】法法人人名名・・法法人人種種別別のの変変更更はは不不可可
（（郵郵送送ででのの書書類類提提出出がが必必要要））

①

②

施設・団体に関する手続き

(1)法人情報の更新
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))施施設設・・団団体体のの新新規規共共済済契契約約

□ 【管理者ＩＤのみ】法人内で新規契約する施設を追加することができます。

「「追追加加」」ボボタタンンををククリリッックク
※管理者IDのみ可

ククリリッックク

(2)施設・団体の新規共済契約

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

①

①①施施設設情情報報をを入入力力
施設名称（名称カナ）は初回のみ入力可。変更する場合は「施設・団体契約書

（変更）」の郵送提出

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

PDFで「施設・団体契約書」が出力されます。印刷し、法人代表者印を押印後、

毎月の締切日までに従事者共済会へ郵送してください。

※もし保存後に「施設・団体契約書」のPDFが出力されず、印刷できなかった場

合は、先に③をしてください。施設台帳から対象施設を選択できるようになり、施

設詳細画面から「施設・団体契約書」を再印刷することができます。

③③担担当当者者台台帳帳ににてて施施設設をを「「担担当当すするる施施設設」」にに設設定定する（P.13参照）

※管理者ＩＤのみ可

※「担当する施設」に設定しないと対象施設の選択肢に表示されません。

②

(2)施設・団体の新規共済契約
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

①

①①施施設設情情報報をを入入力力
施設名称（名称カナ）は初回のみ入力可。変更する場合は「施設・団体契約書

（変更）」の郵送提出

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

PDFで「施設・団体契約書」が出力されます。印刷し、法人代表者印を押印後、

毎月の締切日までに従事者共済会へ郵送してください。

※もし保存後に「施設・団体契約書」のPDFが出力されず、印刷できなかった場

合は、先に③をしてください。施設台帳から対象施設を選択できるようになり、施

設詳細画面から「施設・団体契約書」を再印刷することができます。

③③担担当当者者台台帳帳ににてて施施設設をを「「担担当当すするる施施設設」」にに設設定定する（P.13参照）

※管理者ＩＤのみ可

※「担当する施設」に設定しないと対象施設の選択肢に表示されません。

②

(2)施設・団体の新規共済契約
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※ 東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途

手続きが必要です。

年 月 日

チヨダホイクエン

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書
電電子子申申請請

0000000000001

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

10001

電　話

法人名

○

法人コード 業種コード 業種名 部会コード

○

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京　花子

法人
属性

03-3253-△△△△

担当者

 理事長　東京　花子

長野　牧子

千代田保育園

オチャノミズフクシカイ

20○○

ﾌﾘｶﾞﾅ

123

123

代表者名
代表者
職名

4567

FAX

所
在
地

4567

所
在
地

お茶の水福祉会

03-3253-△△△△

　千代田区△△

解除理由

名称

FAXTEL

東社協会員番号

03-3253-△△△△

　千代田区△△

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

03-3253-△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

03-3253-△△△△

E-mail

末末解除日

施設番号

契
約
施
設
・
団
体

見 本

新規契約

契約解除

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))施施設設情情報報のの更更新新

□ 【管理者ＩＤおよび担当者ＩＤ】施設情報の確認／更新ができま
す。

施施設設番番号号ををククリリッックク
※管理者ID・担当者IDは確認・更新可
閲覧IDは確認のみ可

ククリリッックク

【【注注意意】】施施設設名名のの変変更更はは不不可可
（（郵郵送送ででのの書書類類提提出出がが必必要要））

(3)施設情報の更新
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※ 東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途

手続きが必要です。

年 月 日

チヨダホイクエン

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書
電電子子申申請請

0000000000001

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

10001

電　話

法人名

○

法人コード 業種コード 業種名 部会コード

○

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京　花子

法人
属性

03-3253-△△△△

担当者

 理事長　東京　花子

長野　牧子

千代田保育園

オチャノミズフクシカイ

20○○

ﾌﾘｶﾞﾅ

123

123

代表者名
代表者
職名

4567

FAX

所
在
地

4567

所
在
地

お茶の水福祉会

03-3253-△△△△

　千代田区△△

解除理由

名称

FAXTEL

東社協会員番号

03-3253-△△△△

　千代田区△△

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

03-3253-△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

03-3253-△△△△

E-mail

末末解除日

施設番号

契
約
施
設
・
団
体

見 本

新規契約

契約解除

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))施施設設情情報報のの更更新新

□ 【管理者ＩＤおよび担当者ＩＤ】施設情報の確認／更新ができま
す。

施施設設番番号号ををククリリッックク
※管理者ID・担当者IDは確認・更新可
閲覧IDは確認のみ可

ククリリッックク

【【注注意意】】施施設設名名のの変変更更はは不不可可
（（郵郵送送ででのの書書類類提提出出がが必必要要））

(3)施設情報の更新
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

①①施施設設情情報報をを入入力力
※名称（名称カナ）を変更する場合は「施設・団体契約書（変
更）」を郵送提出（紙申請）

※金融機関情報（掛金・貸付金）を変更する場合は「預金口座振
替依頼書」を郵送提出

※金融機関情報（退職金振込先）を変更する場合は「退職

共済金送金先指定依頼書」を郵送提出

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

①

②

(3)施設情報の更新

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((44))施施設設・・団団体体のの共共済済契契約約解解除除

□ 【管理者ＩＤおよび担当者ＩＤ】契約解除理由の入力、施設・団体契約書（解除）の出力ができます。

施施設設番番号号ををククリリッックク

ククリリッックク

(4)施設・団体の共済契約解除
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((44))施施設設・・団団体体のの共共済済契契約約解解除除

□ 【管理者ＩＤおよび担当者ＩＤ】契約解除理由の入力、施設・団体契約書（解除）の出力ができます。

施施設設番番号号ををククリリッックク

ククリリッックク

(4)施設・団体の共済契約解除
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

「「契契約約書書（（解解除除））印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク
解除理由を入力後、「印刷」ボタンを押すと施設・団体契約書（解

除）が出力されます。印刷し、解除日を記入の上、法人代表者印を
押印後、毎月の締切日までに従事者共済会に郵送してください。

(4)施設・団体の共済契約解除

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※ 東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途

手続きが必要です。

年 月 日

チヨダホイクエン

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

03-3253-△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

認可保育所

03-3253-△△△△

E-mail

2025 ９ 末末解除日

施設番号

事業廃止のため

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

東社協会員番号

03-3253-△△△△

　千代田区△△

12345

20○○

ﾌﾘｶﾞﾅ

123

123

代表者名
代表者
職名

4567

FAX

所
在
地

4567

所
在
地

お茶の水福祉会

03-3253-△△△△

　千代田区△△

解除理由

名称

東京　花子

法人
属性

03-3253-△△△△

担当者

 理事長　東京　花子

長野　牧子

千代田保育園

オチャノミズフクシカイ

123 418

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書
電電子子申申請請

0000000000001

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

10001

電　話

法人名

○

法人コード 業種コード 業種名 部会コード

0008 保育

○

社会福祉法人　お茶の水福祉会

見 本

新規契約

契約解除

手書きで追記してください。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

25



年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※ 東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途

手続きが必要です。

年 月 日

チヨダホイクエン

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

03-3253-△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

認可保育所

03-3253-△△△△

E-mail

2025 ９ 末末解除日

施設番号

事業廃止のため

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

東社協会員番号

03-3253-△△△△

　千代田区△△

12345

20○○

ﾌﾘｶﾞﾅ

123

123

代表者名
代表者
職名

4567

FAX

所
在
地

4567

所
在
地

お茶の水福祉会

03-3253-△△△△

　千代田区△△

解除理由

名称

東京　花子

法人
属性

03-3253-△△△△

担当者

 理事長　東京　花子

長野　牧子

千代田保育園

オチャノミズフクシカイ

123 418

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書
電電子子申申請請

0000000000001

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

10001

電　話

法人名

○

法人コード 業種コード 業種名 部会コード

0008 保育

○

社会福祉法人　お茶の水福祉会

見 本

新規契約

契約解除

手書きで追記してください。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((55))請請求求情情報報のの確確認認

□ 請求情報の照会／請求書・明細書の印刷ができます。

①

②

①①年年度度・・施施設設名名をを指指定定しし、、「「検検索索」」ボボタタンンををククリリッックク
→ 検索結果が一覧表示されます。
※2019年12月以降の請求状況を確認できます。

②②請請求求年年月月ををククリリッックク

ククリリッックク

(5)請求情報の確認

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③③「「掛掛金金」」かか「「貸貸付付金金」」をを選選択択

掛金または貸付金返還金の請求台帳詳細が表示されます。

④④「「月月次次帳帳票票印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

月次帳票印刷画面に変遷します（P.73）。帳票類を出力・確認してください。

③

④

(5)請求情報の確認
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③③「「掛掛金金」」かか「「貸貸付付金金」」をを選選択択

掛金または貸付金返還金の請求台帳詳細が表示されます。

④④「「月月次次帳帳票票印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

月次帳票印刷画面に変遷します（P.73）。帳票類を出力・確認してください。

③

④

(5)請求情報の確認
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((11))加加入入者者のの検検索索

□

④状態…加入者の状態で検索することができます。

②加入者番号…加入者の加入者番号で検索することができます。加入者番号で検索する場合、「状
　態」で加入者の状態を正しく選択する必要があります。

届出入力画面では、施設名や加入者番号を入力して「検索」ボタンを押すことにより、加入者を検索
することができます。「加入届」「法人間転入届」以外の届出は、まず加入者を検索する必要があり
ます。

①施設名…ログインしているＩＤの「担当している施設」が選択できます。「全施設」を選択する
　と、「担当している施設」の加入者全てを検索します。

③加入者氏名…加入者の姓・名（フリガナ）で検索することができます。姓のみ、名のみ、平仮名・
　カタカナでも検索することができます。

ククリリッックク

①
② ③
④

検検索索条条件件をを設設定定しし、、「「検検索索」」ボボタタンンををククリリッックク。。
→ 検検索索条条件件にに応応じじてて加加入入者者がが表表示示さされれまますす。。

加入者に関する手続き

(1)加入者の検索

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

例）法人内の休職者の復職のタイミングが重なり、複数名分の復職届を出したい。
　⇒　（法人内の全施設が「担当する施設」になっているＩＤでログインした上で）

　　

「法人間転出届」が届け出られ、「法人間転入届」がまだ届け出られていない手続き中の
加入者が表示されます。

加入状態の加入者が表示されます。

状態

「休職届」の届出により、休職（掛金請求の停止）している加入者が表示されます。

退職

検索結果

転出済

休職

異動済
「法人内異動届」により、①で選択できる施設以外の施設へ異動した加入者が表示されま
す。

転出予定

加入者、退会者すべての方が表示されます。

退会者のうち、退職共済金の給付に必要な「受給申請」がまだ届け出られていない退会者
が表示されます。

脱会

全て

退会者のうち、「退会届」の区分で「脱会」を選択した方が表示されます。

退職
（給付無）

加入

退会者のうち、退職共済金が給付済の退会者が表示されます。

「法人間転出届」「法人間転入届」により、法人間転出をした加入者が表示されます。

退職
（給付済）

法人間転出
中

休職者が複数名表示されるので、復職する加入者の加入者番号の左横に☑を入れ、「復職届」の
ボタンをクリックする。最大５名まで同時に復職届を入力することができます。

「施設名」を「全施設」にして、「状態」は「休職」にし、「検索」ボタンをクリックする。

退会者のうち、1年未満での退会など、退職共済金の給付がない （受給申請不要）の退会
者が表示されます。

これまで「退会届」を届け出た退会者が表示されます。

退職
（未請求）

「法人間転出届」「法人間転入届」が未来申請で届け出られ、届出の承認を待つ加入者が
表示されます。

(1)加入者の検索
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

例）法人内の休職者の復職のタイミングが重なり、複数名分の復職届を出したい。
　⇒　（法人内の全施設が「担当する施設」になっているＩＤでログインした上で）

　　

「法人間転出届」が届け出られ、「法人間転入届」がまだ届け出られていない手続き中の
加入者が表示されます。

加入状態の加入者が表示されます。

状態

「休職届」の届出により、休職（掛金請求の停止）している加入者が表示されます。

退職

検索結果

転出済

休職

異動済
「法人内異動届」により、①で選択できる施設以外の施設へ異動した加入者が表示されま
す。

転出予定

加入者、退会者すべての方が表示されます。

退会者のうち、退職共済金の給付に必要な「受給申請」がまだ届け出られていない退会者
が表示されます。

脱会

全て

退会者のうち、「退会届」の区分で「脱会」を選択した方が表示されます。

退職
（給付無）

加入

退会者のうち、退職共済金が給付済の退会者が表示されます。

「法人間転出届」「法人間転入届」により、法人間転出をした加入者が表示されます。

退職
（給付済）

法人間転出
中

休職者が複数名表示されるので、復職する加入者の加入者番号の左横に☑を入れ、「復職届」の
ボタンをクリックする。最大５名まで同時に復職届を入力することができます。

「施設名」を「全施設」にして、「状態」は「休職」にし、「検索」ボタンをクリックする。

退会者のうち、1年未満での退会など、退職共済金の給付がない （受給申請不要）の退会
者が表示されます。

これまで「退会届」を届け出た退会者が表示されます。

退職
（未請求）

「法人間転出届」「法人間転入届」が未来申請で届け出られ、届出の承認を待つ加入者が
表示されます。

(1)加入者の検索
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))加加入入者者詳詳細細のの確確認認・・退退職職共共済済金金額額のの試試算算

□ 加入者情報を確認することができます。
□ 加入者詳細画面にて、退職共済金額を試算することもできます。

①

②

②②加加入入者者番番号号ををククリリッックク
加入者詳細画面へ遷移します。

ククリリッックク

①①加加入入者者のの検検索索
加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

未来申請の場合は「○○予定」と表示されます。

(2)加入者詳細の確認・退職共済金額の試算

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③

③③「「退退職職共共済済金金シシミミュュレレーーシショョンン」」ををククリリッックク
退職共済金支給計算画面へ遷移します。

④④退退職職予予定定日日をを入入力力

⑤

⑤⑤「「再再計計算算」」ボボタタンンををククリリッックク
退職予定日に指定された年月を基準に、退職共済金シミュ

レーション再計算結果が表示されます。
試算では、その時点の標準給与月額が退会想定日まで継続

するものとします。

★★⑤⑤のの計計算算結結果果をを「「退退職職共共済済金金支支給給計計算算書書」」ととししてて出出力力すするるここととががででききまますす。。

★

④

(2)加入者詳細の確認・退職共済金額の試算
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③

③③「「退退職職共共済済金金シシミミュュレレーーシショョンン」」ををククリリッックク
退職共済金支給計算画面へ遷移します。

④④退退職職予予定定日日をを入入力力

⑤

⑤⑤「「再再計計算算」」ボボタタンンををククリリッックク
退職予定日に指定された年月を基準に、退職共済金シミュ

レーション再計算結果が表示されます。
試算では、その時点の標準給与月額が退会想定日まで継続

するものとします。

★★⑤⑤のの計計算算結結果果をを「「退退職職共共済済金金支支給給計計算算書書」」ととししてて出出力力すするるここととががででききまますす。。

★

④

(2)加入者詳細の確認・退職共済金額の試算
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))加加入入届届

□ 事前に加入対象者に「重要事項説明書」を交付・説明し、従事者共済会への加入について同意を得て
ください。

ククリリッックク

「「加加入入届届」」ボボタタンンををククリリッックク

(3)加入届

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及はできません。

①①届届出出内内容容をを入入力力

(1)施設名…ログインしているＩＤの「担当する施設」が表示されます。

(2)加入日…次月、当月、前月、前々月から選択が可能です。それ以上の遡及はできません。

(3)算定基礎額…算定基礎額を入力すると、標準給与月額が自動で計算され、表示されます。

算定基礎額の考え方は「従事者共済会事務の手引き（2026年発行）」をご参照ください。

(4)加入者同意欄…加入者の同意を得た証明としてチェックを入れてください。

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、赤字でエラーメッセージが表示されます。修正し、再度②「保存」ボ

タンをクリックしてください。「保存しますか？」とメッセージが表示されます。

③③②②にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

②

①

③

④

④④「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

加入申込書（PDF）が出力されま

す。印刷し、加入者の署名をいただ

き、施設・団体で保管してください。

(3)加入届

33



操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及はできません。

①①届届出出内内容容をを入入力力

(1)施設名…ログインしているＩＤの「担当する施設」が表示されます。

(2)加入日…次月、当月、前月、前々月から選択が可能です。それ以上の遡及はできません。

(3)算定基礎額…算定基礎額を入力すると、標準給与月額が自動で計算され、表示されます。

算定基礎額の考え方は「従事者共済会事務の手引き（2026年発行）」をご参照ください。

(4)加入者同意欄…加入者の同意を得た証明としてチェックを入れてください。

②②「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、赤字でエラーメッセージが表示されます。修正し、再度②「保存」ボ

タンをクリックしてください。「保存しますか？」とメッセージが表示されます。

③③②②にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

②

①

③

④

④④「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

加入申込書（PDF）が出力されま

す。印刷し、加入者の署名をいただ

き、施設・団体で保管してください。

(3)加入届
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

＜問合せ先＞

担当者

電　話

年 月 日 年 月 日

年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【注意事項】
1 01

2
03
04

3 05
06
07
08

10 その他

施設･団体名称

8 5 4 9

９ 8

１

１９９９ 178,000

5

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額等
の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に利用
させていただくことがあります。

電電子子申申請請

社会福祉法人　お茶の水福祉会

09998

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

03-3235-△△△△

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

○

東京保育園

○

就職年月日
 （西暦） ２０２０９

３

９

職種

      埼玉　奈々

ﾌﾘｶﾞﾅ　サイタマ　ナナ

加入者番号

算定基礎額

加入者氏名
（自署）

0

ﾌﾘｶﾞﾅ

性別

円
180,000

円

標準給与月額

女

２０２０

長野　牧子

20○○

施設番号

１

理事長　東京　花子

加入の同意をした証として、加入者同意欄に油性の黒ボールペン等で加入者に
署名してもらってください。

09

職種コード
施設長（理事長、常務理事、副施設長等）
指導員、介護支援専門員（支援員、相談員
等）
保育士
介護職、ヘルパー（ケアワーカー）
医師
看護師（准看護師、保健師）
調理関係(調理員、栄養士）

02

事務員（事務長）
医療技術員（理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師）

加入者が従事者共済会を退会もしくは他法人へ転出・転入するまで、施設・団
体で本書を保管してください。電子申請しているため、本書の従事者共済会へ
の提出は不要です。
加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡し
ください。

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((44))法法人人間間転転出出届届

□ 事前に法人間（転出元・転入先）で法人間転出・転入の合意が必要です。転出元施設・団体は転
入先に連絡し、加入者が「転出・転入ができる条件」に該当し、転入先でも継続して加入するこ
とができるか確認してください。

①

①①加加入入者者のの検検索索
加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。

届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申

請する場合、最大５名まで選択できます。

③③「「法法人人間間転転出出届届」」ボボタタンンををククリリッックク
②

③

ククリリッックク

(4)法人間転出届
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

＜問合せ先＞

担当者

電　話

年 月 日 年 月 日

年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【注意事項】
1 01

2
03
04

3 05
06
07
08

10 その他

施設･団体名称

8 5 4 9

９ 8

１

１９９９ 178,000

5

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額等
の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に利用
させていただくことがあります。

電電子子申申請請

社会福祉法人　お茶の水福祉会

09998

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

03-3235-△△△△

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

○

東京保育園

○

就職年月日
 （西暦） ２０２０９

３

９

職種

      埼玉　奈々

ﾌﾘｶﾞﾅ　サイタマ　ナナ

加入者番号

算定基礎額

加入者氏名
（自署）

0

ﾌﾘｶﾞﾅ

性別

円
180,000

円

標準給与月額

女

２０２０

長野　牧子

20○○

施設番号

１

理事長　東京　花子

加入の同意をした証として、加入者同意欄に油性の黒ボールペン等で加入者に
署名してもらってください。

09

職種コード
施設長（理事長、常務理事、副施設長等）
指導員、介護支援専門員（支援員、相談員
等）
保育士
介護職、ヘルパー（ケアワーカー）
医師
看護師（准看護師、保健師）
調理関係(調理員、栄養士）

02

事務員（事務長）
医療技術員（理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師）

加入者が従事者共済会を退会もしくは他法人へ転出・転入するまで、施設・団
体で本書を保管してください。電子申請しているため、本書の従事者共済会へ
の提出は不要です。
加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡し
ください。

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((44))法法人人間間転転出出届届

□ 事前に法人間（転出元・転入先）で法人間転出・転入の合意が必要です。転出元施設・団体は転
入先に連絡し、加入者が「転出・転入ができる条件」に該当し、転入先でも継続して加入するこ
とができるか確認してください。

①

①①加加入入者者のの検検索索
加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。

届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申

請する場合、最大５名まで選択できます。

③③「「法法人人間間転転出出届届」」ボボタタンンををククリリッックク
②

③

ククリリッックク

(4)法人間転出届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月迄迄です。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
「法人間転出・転入申込書」を作成し、転入先施設・団体へ郵送し

てください。転入先施設・団体が必要事項を記入し、従事者共済会
に提出します（長期遡及はお受けできない場合があります）。

⑥

⑤

⑧⑧「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

「パスワード等通知書（ＰＤＦ）」が出力されます。印刷し、速やかに転入先施設へ郵送してください。また、今後

の手続きの流れについて等、説明資料が出力されますので加入者に渡してください。

※法人間転入届には入力期限があります。

⑧

【【注注意意】】出出力力さされれるる「「パパススワワーードド等等通通知知書書」」
はは転転入入先先施施設設・・団団体体にに郵郵送送がが必必要要

⑦

⑤⑤内内容容をを入入力力

(1)転出日…転出日を選択してください。次

月、当月、前月、前々月から選択が可能で

す。転出日を選択すると転入日が自動で表

示されます。

⑥⑥「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
登録内容に不備があると、エラーメッセー
ジが表示されます。修正し、再度⑥「保存」
ボタンをクリックしてください。

④

(4)法人間転出届

年 月 日

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

サイタマ　ナナ

埼玉　奈々

年 月 年 月 日

年 月 日 （土日祝にあたる場合は翌営業日）

【転出元施設・団体ご担当者さま】
1

2

3

1

2

3

4

5

加入者番号 854590

転出元施設→転入先施設送付用

  法法人人間間転転出出・・転転入入にに伴伴ううパパススワワーードド等等通通知知書書

下記加入者の法人間転出届を行いました。従事者共済会から発行された転入手続き用のパスワード等は下記の通りです。

施設番号

09998 長野　牧子

東京保育園 ○○-○○○○-○○○○

法人間転入届
入力用パスワード

(ｴｰ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ｲﾁ･ﾆ･ｻﾝ･!･$)

Abc123!$

フリガナ

貸付有無 無
転出時の
職種コード 3

氏　名

8 11

法人間転入届
届出期限 2023 10 10

転出日 2023 7 末 転入予定日 2023

法人間転出・転入手続きにあたって

　本通知書は「法人間転入届」にあたり必要な情報となりますので、すすみみややかかにに転転入入先先施施設設にに送送付付ししててくくだだささいい（（「「法法人人間間転転入入
届届」」ににはは入入力力期期限限ががあありりまますす））。。

　転出・転入の手続きは、転入先施設で「法人間転入届」が届け出されることで完了します。「法人間転入届」の届出前
に転出・転入が不成立となった場合は、「法人間転出届」を取り消し、転出元施設で「解除届」や「受給申請」を行うこ
とになります。そのため、契約者掛金累計額の資産の取り崩し等の会計処理は手続き完了後に行ってください。

　貸付金制度を利用中の加入者の場合は、「貸付有無」欄に有と記載されます。従事者共済会では、貸付金返還金請求の
遡及処理（精算等）はできません。転出日翌月の10日までに転入先での手続きも含め終えられるよう、遅滞なくすすめて
ください。また、転入先施設に貸付金返還に関わる業務の引き継ぎを行ってください。

【転入先施設・団体ご担当者さま】
　「共済会システム」より「法人間転入届」を届け出てください。届出の際、上記「加入者番号」「パスワード」の入力
が求められます。

　転出・転入の手続きにあたっては、加入期間が途切れないことが条件となるため、上記「転入予定日」を変更すること
はできません。

 「「法法人人間間転転入入届届」」ににはは入入力力期期限限ががあありりまますす。。上記「法人間転入届届出期限」までに届け出がないと、法人間転出届が無効とな
り転出元施設での退会手続きに切り替えるなど、加入期間を継続できない場合がありますのでご注意ください。

　転入に伴い本俸月額（給与月額）に変更があっても、標準給与月額（掛金月額）は標準給与月額改定時（毎年10月）ま
で変更することはできません。

　貸付金制度を利用中の加入者の場合、転出元施設から貸付金返還に関わる業務の引継ぎを受けていただくとともに、加
入者から「従事者共済会貸付金返還に関わる依頼書」の提出を受けてください。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202312>
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年 月 日

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

サイタマ　ナナ

埼玉　奈々

年 月 年 月 日

年 月 日 （土日祝にあたる場合は翌営業日）

【転出元施設・団体ご担当者さま】
1

2

3

1

2

3

4

5

加入者番号 854590

転出元施設→転入先施設送付用

  法法人人間間転転出出・・転転入入にに伴伴ううパパススワワーードド等等通通知知書書

下記加入者の法人間転出届を行いました。従事者共済会から発行された転入手続き用のパスワード等は下記の通りです。

施設番号

09998 長野　牧子

東京保育園 ○○-○○○○-○○○○

法人間転入届
入力用パスワード

(ｴｰ･ﾋﾞｰ･ｼｰ･ｲﾁ･ﾆ･ｻﾝ･!･$)

Abc123!$

フリガナ

貸付有無 無
転出時の
職種コード 3

氏　名

8 11

法人間転入届
届出期限 2023 10 10

転出日 2023 7 末 転入予定日 2023

法人間転出・転入手続きにあたって

　本通知書は「法人間転入届」にあたり必要な情報となりますので、すすみみややかかにに転転入入先先施施設設にに送送付付ししててくくだだささいい（（「「法法人人間間転転入入
届届」」ににはは入入力力期期限限ががあありりまますす））。。

　転出・転入の手続きは、転入先施設で「法人間転入届」が届け出されることで完了します。「法人間転入届」の届出前
に転出・転入が不成立となった場合は、「法人間転出届」を取り消し、転出元施設で「解除届」や「受給申請」を行うこ
とになります。そのため、契約者掛金累計額の資産の取り崩し等の会計処理は手続き完了後に行ってください。

　貸付金制度を利用中の加入者の場合は、「貸付有無」欄に有と記載されます。従事者共済会では、貸付金返還金請求の
遡及処理（精算等）はできません。転出日翌月の10日までに転入先での手続きも含め終えられるよう、遅滞なくすすめて
ください。また、転入先施設に貸付金返還に関わる業務の引き継ぎを行ってください。

【転入先施設・団体ご担当者さま】
　「共済会システム」より「法人間転入届」を届け出てください。届出の際、上記「加入者番号」「パスワード」の入力
が求められます。

　転出・転入の手続きにあたっては、加入期間が途切れないことが条件となるため、上記「転入予定日」を変更すること
はできません。

 「「法法人人間間転転入入届届」」ににはは入入力力期期限限ががあありりまますす。。上記「法人間転入届届出期限」までに届け出がないと、法人間転出届が無効とな
り転出元施設での退会手続きに切り替えるなど、加入期間を継続できない場合がありますのでご注意ください。

　転入に伴い本俸月額（給与月額）に変更があっても、標準給与月額（掛金月額）は標準給与月額改定時（毎年10月）ま
で変更することはできません。

　貸付金制度を利用中の加入者の場合、転出元施設から貸付金返還に関わる業務の引継ぎを受けていただくとともに、加
入者から「従事者共済会貸付金返還に関わる依頼書」の提出を受けてください。
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〔法人間転出される方へお渡しください〕      

他法人へ転職される方へ 

１ 従事者共済会の加入期間を継続させるための「法人間転出・転入」の手続きにあたっては、以下

の条件を満たす必要があります。転職先（以下、「転入先施設・団体」）にあらかじめご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 上記の条件を満たし、加入の継続（法人間転出・転入）を希望する場合は、転出元および転入先

施設・団体の事務担当者間で必要な手続きをすすめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①標準給与月額 
転職に伴い給与月額に変更があっても、標準給与月額及び掛金額は、標

準給与月額改定更新時（毎年 10 月）まで変更することはできません。 

②加入者番号 
加入者番号は従事者共済会を退会するまで同じ番号です。転職によって

変更になることはありません。 

③貸付金制度利用中 

の場合 

「従事者共済会貸付金返還に関わる依頼書」をご自身で作成し、転入先

施設・団体宛てに提出してください。転職に伴う貸付金の返還計画は変

更できません。転出元から転入先に「貸付個人台帳（返還計画表）」の引

継ぎを行います。 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【【留留意意事事項項】】  

 「「法法人人間間転転入入届届」」ににはは届届出出期期限限ががあありりまますす（（通通知知書書ののととおおりり））。。ここのの期期限限をを過過ぎぎたた場場合合ににはは、、

法法人人間間転転出出・・転転入入はは成成立立せせずず、、転転出出元元ででのの退退会会手手続続ききにに切切りり替替ええるるここととににななりりまますす。。特に貸

付金制度を利用中の場合、届出期限が短くなっていますのでご注意ください。 

＜転出元施設・団体＞ 

 

 

 

 

①「法人間転出届」の入力 

 

① 転入先施設・団体が従事者共済会の契約施設・団体であること。 

② 転入先施設・団体においてご自身が退職金制度の対象職員であること。 

③ 従事者共済会の加入期間が途切れないこと。 

   → 転入先施設・団体において、パスワード等通知書の「転入予定日」で 

「法人間転入届」を行い、転入月から掛金納付を行うことが必要です。 

●従事者共済会と契約していない施設・団体に転職する場合は、退会となります。１２か

月以上の掛金納付がある場合は、退職共済金の受給手続きをとってください。 

●従事者共済会は継続できなくても、福祉医療機構の退職手当共済制度は継続できる場合

もありますので、必ず転入先施設・団体の事務担当者にご確認ください。 

法人間転出・転入の条件 

②パスワード等通知書の送付 

＜転入先施設・団体＞ 

 

 

 

 

③「法人間転入届」の入力 

手続きの流れ 

継続にあたって確認いただきたいこと 

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((55))法法人人間間転転入入届届

□事前に転入予定者に従事者共済会加入の継続について同意を得てください。
□【注意】転出元施設・団体から郵送される「パスワード等通知書」の入力期限内に届け出てください。

ククリリッックク

「「法法人人間間転転入入届届」」ボボタタンンををククリリッックク

②

①

①①加加入入者者番番号号・・パパススワワーードドをを入入力力
転出元施設から届いた「パス

ワード等通知書」に記載されてい
る転入者の加入者番号、パス
ワードを入力してください。

②②「「照照会会」」ボボタタンンををククリリッックク

(5)法人間転入届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((55))法法人人間間転転入入届届

□事前に転入予定者に従事者共済会加入の継続について同意を得てください。
□【注意】転出元施設・団体から郵送される「パスワード等通知書」の入力期限内に届け出てください。

ククリリッックク

「「法法人人間間転転入入届届」」ボボタタンンををククリリッックク

②

①

①①加加入入者者番番号号・・パパススワワーードドをを入入力力
転出元施設から届いた「パス

ワード等通知書」に記載されてい
る転入者の加入者番号、パス
ワードを入力してください。

②②「「照照会会」」ボボタタンンををククリリッックク

(5)法人間転入届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③

④

⑤

⑥
⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
法人間転入申込書（PDF）が出力
されます。印刷し、加入者の署
名をいただき、施設・団体で保管
してください。

③③内内容容をを入入力力
対象者の情報が呼び出されたら転入施設名を選択、職種が変わる
場合は職種を変更してください。加入期間が途切れないことが条件
のため、転入日は変更できません。また、加入者の同意を得た証と
して加入者同意欄にチェックを入れてください。

④④「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑤⑤④④にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

(5)法人間転入届

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を申請します。

年 月 日

年 月 年 月 日

円

※（　）内はみなし給与として課税済み

加加入入者者同同意意欄欄

【【注注意意事事項項】】
1 01

2
03
04

3 05
06
07
08

10

電電子子申申請請

施設長（理事長、常務理事、副施設長等）

介護職、ヘルパー（ケアワーカー）

医療技術員（理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師）

調理関係(調理員、栄養士）
事務員（事務長）

東京保育園

ﾌﾘｶﾞﾅ

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申
請手続きは、法人に委任します。

社会福祉法人　新宿福祉会

○

貸付
有無

転出元
施設・団体

無

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転入入申申込込書書

488,520
(244,260)

転 出 日

854590

掛金月額 11,960

11

○20○○

9998

加 入 日

5432

円

その他

医師
看護師（准看護師、保健師）

職種コード

09

保育士

加入継続の同意をした証として、加入者同意欄に油性の黒ボールペン等
で加入者に署名してもらってください。
加入者が従事者共済会を退会もしくは他法人へ転出・転入するまで、施
設・団体で本書を保管してください。電子申請しているため、本書の従
事者共済会への提出は不要です。

転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力
し、加入者にお渡しください。

加入者氏名
（自署）

指導員、介護支援専門員（支援員、相談員
等）

社会福祉法人　新宿福祉会

加入者氏名

△△保育園

円）

3

職種

埼玉　奈々

02

９

８転 入 日

法人名

2023 ７

2020

2023

　（みなし給与
加入時から転入日前までの掛金累計額

（うち契約者掛金分）

理事長　共済　太郎

転入先
施設・団体

施設番号-施設・団体名

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

加入者番号

11

日
3311

施設番号-施設・団体名

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を申請します。

年 月 日

年 月 年 月 日

円

※（　）内はみなし給与として課税済み

加加入入者者同同意意欄欄

【【注注意意事事項項】】
1 01

2
03
04

3 05
06
07
08

10

電電子子申申請請

施設長（理事長、常務理事、副施設長等）

介護職、ヘルパー（ケアワーカー）

医療技術員（理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師）

調理関係(調理員、栄養士）
事務員（事務長）

東京保育園

ﾌﾘｶﾞﾅ

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申
請手続きは、法人に委任します。

社会福祉法人　新宿福祉会

○

貸付
有無

転出元
施設・団体

無

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転入入申申込込書書

488,520
(244,260)

転 出 日

854590

掛金月額 11,960

11

○20○○

9998

加 入 日

5432

円

その他

医師
看護師（准看護師、保健師）

職種コード

09

保育士

加入継続の同意をした証として、加入者同意欄に油性の黒ボールペン等
で加入者に署名してもらってください。
加入者が従事者共済会を退会もしくは他法人へ転出・転入するまで、施
設・団体で本書を保管してください。電子申請しているため、本書の従
事者共済会への提出は不要です。

転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力
し、加入者にお渡しください。

加入者氏名
（自署）

指導員、介護支援専門員（支援員、相談員
等）

社会福祉法人　新宿福祉会

加入者氏名

△△保育園

円）

3

職種

埼玉　奈々

02

９

８転 入 日

法人名

2023 ７

2020

2023

　（みなし給与
加入時から転入日前までの掛金累計額

（うち契約者掛金分）

理事長　共済　太郎

転入先
施設・団体

施設番号-施設・団体名

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

加入者番号

11

日
3311

施設番号-施設・団体名

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((66))法法人人内内異異動動届届

①

①①加加入入者者のの検検索索

加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。
届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請する
場合、最大５名まで選択できます。

③③「「法法人人内内異異動動届届」」ボボタタンンををククリリッックク

②

③

ククリリッックク

(6)法人内異動届

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月迄迄です。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
「法人内異動申込書」を作成し、従事者共済会へ郵送してください。
（長期遡及はお受けできない場合があります。）

⑤

④

⑥

④④内内容容をを入入力力

(1)転出日…次月、当月、前月、前々月から選択が可能です。転出日を選択すると転入日が自動で表示され

ます。

(2)転入先施設名…転入先の施設名を選択してください。

(3)職種…異動に伴い、職種が変わる場合は変更してください。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。

(6)法人内異動届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月迄迄です。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
「法人内異動申込書」を作成し、従事者共済会へ郵送してください。
（長期遡及はお受けできない場合があります。）

⑤

④

⑥

④④内内容容をを入入力力

(1)転出日…次月、当月、前月、前々月から選択が可能です。転出日を選択すると転入日が自動で表示され

ます。

(2)転入先施設名…転入先の施設名を選択してください。

(3)職種…異動に伴い、職種が変わる場合は変更してください。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。

(6)法人内異動届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((77))氏氏名名等等変変更更届届

①

①①加加入入者者をを検検索索

加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。

届出を申請する加入者を選択する。同じ届出

を申請する場合、最大５名まで選択できます。

③③「「氏氏名名等等変変更更届届」」ボボタタンンををククリリッックク

②

③

ククリリッックク

(7)氏名等変更届

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④変変更更内内容容をを入入力力

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッ

セージが表示されます。修正し、再度

⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑤

④

⑥

(7)氏名等変更届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④変変更更内内容容をを入入力力

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッ

セージが表示されます。修正し、再度

⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑤

④

⑥

(7)氏名等変更届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((88))休休職職届届

□ 休職届により、掛金請求が停止します。

①

①①加加入入者者のの検検索索
加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ををチチェェッックク（（選選択択））

届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請す

る場合、最大５名まで選択できます。

③③「「休休職職届届」」ボボタタンンををククリリッックク

状態が「加入」の加入者のみ休職届の申請ができます。

③

ククリリッックク

②

(8)休職届

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
休職届（紙申請）を作成し、従事者共済会へ郵送してください（長期遡
及はお受けできない場合があります）。

④④内内容容をを入入力力
休職日は次月、当月、前月、前々月から選択できます。休職日から掛金の請求はされません。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑤

④

⑥

(8)休職届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
休職届（紙申請）を作成し、従事者共済会へ郵送してください（長期遡
及はお受けできない場合があります）。

④④内内容容をを入入力力
休職日は次月、当月、前月、前々月から選択できます。休職日から掛金の請求はされません。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑤

④

⑥

(8)休職届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((99))復復職職届届

□ 復職届により、掛金請求が再開します。

①

①①加加入入者者のの検検索索
加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。
※「休職」にチェックを入れて検索すると、「休職」状態の方
が表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。

届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請する

場合、最大５名まで選択できます。

③③「「復復職職届届」」ボボタタンンををククリリッックク

状態が「休職」の加入者のみ復職届の申請ができます。

②

③

ククリリッックク

(9)復職届

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④内内容容をを入入力力
復職日は次月、当月、前月、前々月から選択ができ

ます。復職日から掛金の請求が発生します。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示さ

れます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。

⑤

④

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
復職届（紙申請）を作成し、従事者共済会へ郵送してください。
（長期遡及はお受けできない場合があります。）

⑥

(9)復職届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④内内容容をを入入力力
復職日は次月、当月、前月、前々月から選択ができ

ます。復職日から掛金の請求が発生します。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示さ

れます。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。

⑤

④

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。
復職届（紙申請）を作成し、従事者共済会へ郵送してください。
（長期遡及はお受けできない場合があります。）

⑥

(9)復職届
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1100))退退会会届届（（掛掛金金納納付付期期間間１１２２かか月月未未満満））

□ 退会届により、掛金請求が停止します。
□

□ 【注意】脱会の方の場合は提出締め切りのある書類が出力されます。

退会届入力後、氏名を変更することはできません。退会届入力前に「氏名等変更届」を届け出てく
ださい。

ククリリッックク

①

①①加加入入者者をを検検索索

施設名や加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。
届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請する場合、

最大５名まで選択できます。

③③「「退退会会届届」」ををククリリッックク

②

③

(10)退会届（掛金納付期間１２か月未満）

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④内内容容をを入入力力
退会日は次月、当月、前月、前々月から選択できます。退
会月まで掛金の請求が発生します。脱会の遡及手続きはで
きません。退会区分は「１、退職」「２、脱会」のどちらかを選
択してください。
１、退職：普通退職、解雇、雇用形態の変更、死亡退職 等
２、脱会：退職せずに、従事者共済会のみ退会する場合

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。

修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑥⑥⑤⑤にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

④

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。退会申請書を作
成し、従事者共済会へ郵送してください（長期間の遡及は掛金を返せ
ない場合があります）。ただし、脱会の遡及手続きはできません。

⑤

区
分
「
退
職
」
の
場
合

⑥

⑦

⑦

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
「脱会申請書（PDF）」が出力されます。印刷
し、加入者の署名・捺印をいただき、法人代
表者印を押印の上、提出締め切り日（必着）
までに郵送でご提出ください。

区
分
「
脱
会
」
の
場
合

(10)退会届（掛金納付期間１２か月未満）
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④内内容容をを入入力力
退会日は次月、当月、前月、前々月から選択できます。退
会月まで掛金の請求が発生します。脱会の遡及手続きはで
きません。退会区分は「１、退職」「２、脱会」のどちらかを選
択してください。
１、退職：普通退職、解雇、雇用形態の変更、死亡退職 等
２、脱会：退職せずに、従事者共済会のみ退会する場合

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されます。

修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑥⑥⑤⑤にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

④

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。退会申請書を作
成し、従事者共済会へ郵送してください（長期間の遡及は掛金を返せ
ない場合があります）。ただし、脱会の遡及手続きはできません。

⑤

区
分
「
退
職
」
の
場
合

⑥

⑦

⑦

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
「脱会申請書（PDF）」が出力されます。印刷
し、加入者の署名・捺印をいただき、法人代
表者印を押印の上、提出締め切り日（必着）
までに郵送でご提出ください。

区
分
「
脱
会
」
の
場
合

(10)退会届（掛金納付期間１２か月未満）
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

３

加入者氏名

退会者氏名
（自署）

2020

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末１０ 854590 神奈川　奈々

加入者番号

共済会提出締切 １１月１０日（必着）

9998

理事長

　○○

長野　牧子

法人名

東京　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京保育園 03-3235-△△△△

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

電電子子申申請請

(印)

退会者印

脱会理由
 

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

無

20○○

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1111))退退会会届届（（掛掛金金納納付付期期間間１１２２かか月月以以上上））

□ 退会届により、掛金請求が停止します。
□

□ 【注意】脱会、貸付事業利用中の方の場合は提出締め切りのある書類が出力されます。

退会届入力後、氏名を変更することはできません。退会届入力前に「氏名等変更届」を届け出てく
ださい。

ククリリッックク

①

①①加加入入者者をを検検索索

施設名や加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。
届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請する場合、

最大５名まで選択できます。

③③「「退退会会届届」」ををククリリッックク

②

③

(11)退会届（掛金納付期間１２か月以上）
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

３

加入者氏名

退会者氏名
（自署）

2020

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末１０ 854590 神奈川　奈々

加入者番号

共済会提出締切 １１月１０日（必着）

9998

理事長

　○○

長野　牧子

法人名

東京　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京保育園 03-3235-△△△△

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

電電子子申申請請

(印)

退会者印

脱会理由
 

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

無

20○○

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1111))退退会会届届（（掛掛金金納納付付期期間間１１２２かか月月以以上上））

□ 退会届により、掛金請求が停止します。
□

□ 【注意】脱会、貸付事業利用中の方の場合は提出締め切りのある書類が出力されます。

退会届入力後、氏名を変更することはできません。退会届入力前に「氏名等変更届」を届け出てく
ださい。

ククリリッックク

①

①①加加入入者者をを検検索索

施設名や加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。
届出を申請する加入者を選択する。同じ届出を申請する場合、

最大５名まで選択できます。

③③「「退退会会届届」」ををククリリッックク

②

③

(11)退会届（掛金納付期間１２か月以上）
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④④内内容容をを入入力力
退会日は次月、当月、前月、前々月から選択できます。退

会月まで掛金の請求が発生します。脱会の遡及手続きはで
きません。退会区分は「１、退職」「２、脱会」のどちらかを選
択してください。
１、退職：普通退職、解雇、雇用形態の変更、死亡退職 等
２、脱会：退職せずに、従事者共済会のみ退会する場合

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表示されま

す。修正し、再度⑤「保存」ボタンをクリックしてください。

⑥⑥⑤⑤にによよりり表表示示さされれたたメメッッセセーージジのの「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

④

手続きの遅れ等による届出は、締締切切日日(毎毎月月10 日日)をを基基準準にに
最最大大２２かか月月ままででです。
それ以上の遡及手続きは電子申請ではできません。退会申請書を作
成し、従事者共済会へ郵送してください（長期間の遡及は掛金を返せ
ない場合があります）。ただし、脱会の遡及手続きはできません。

⑤

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
「脱会申請書」・「受給申請書（PDF）」が出力されます。

印刷し、退会者から記入・署名・捺印をいただき、法人
代表者印を押印の上、提出締め切り日（必着）までに
郵送でご提出ください。

⑦

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
「受給申請書（PDF）」が出力さ

れます。印刷し、退会者から記
入・署名をいただき、スキャンし
てPDFにしてください。その後、
共済会システムから受給申請し
てください。

区
分
「
退
職
」
の
場
合

貸
付
事
業
利
用
中

⑦

⑦⑦「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク
「貸付残額の控除について（退職時）」・「受給申請書

（PDF）」が出力されます。印刷し、退会者から記入・署
名・捺印をいただき、法人代表者印を押印の上、提出
締め切り日（必着）までに郵送でご提出ください。

⑦

区分「脱会」の場合

⑥

区
分
「
退
職
」
の
場
合

(11)退会届（掛金納付期間１２か月以上）

一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒〒

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受給
者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

理事長 （印）東京　花子

神奈川　奈々

加入者氏名 退会年月日

2020
年

10
月末日

担当者
アドレス

東京保育園

施設番号

09998 長野　牧子

20○○ ○ ○

※郵送提出の場合のみ押印

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

↑

口座名義
（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

03-3253-△△△△

加入者番号

854590

金融機関名

口座区分

金融機関
コード

口座番号
（右づめ）

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号

（旧姓 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

（続柄

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

見 本

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202602〉
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一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒〒

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受給
者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

理事長 （印）東京　花子

神奈川　奈々

加入者氏名 退会年月日

2020
年

10
月末日

担当者
アドレス

東京保育園

施設番号

09998 長野　牧子

20○○ ○ ○

※郵送提出の場合のみ押印

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

↑

口座名義
（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

03-3253-△△△△

加入者番号

854590

金融機関名

口座区分

金融機関
コード

口座番号
（右づめ）

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号

（旧姓 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

（続柄

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

見 本

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202602〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

３

加入者氏名

退会者氏名
（自署）

2020

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末１０ 854590 神奈川　奈々

加入者番号

共済会提出締切 １１月１０日（必着）

9998

理事長

　○○

長野　牧子

法人名

東京　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京保育園 03-3235-△△△△

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

電電子子申申請請

(印)

退会者印

脱会理由
 

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

無

20○○

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

３

加入者氏名

退会者氏名
（自署）

2020

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末１０ 854590 神奈川　奈々

加入者番号

共済会提出締切 １１月１０日（必着）

9998

理事長

　○○

長野　牧子

法人名

東京　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

東京保育園 03-3235-△△△△

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

電電子子申申請請

(印)

退会者印

脱会理由
 

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

無

20○○

見 本

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

従事者共済会貸付金 貸付残額の控除について（退職時） 

20○○年 ○ 月 ○ 日 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長 宛 

 
法人名 社会福祉法人 お茶の水福祉会  

 
理事長 東京 花子         印 

 
 
退会を予定する加入者からの委任を受け、加入者の貸付金の残額は、退職共済金より控除し未返還金

に充当することを申請します。 
 

記 
 

１ 施設番号－施設名       9998 東京保育園            

２ 加入者番号          854590                 

３ 氏   名          神奈川 奈々               

４ 貸 付 日             2020 年  １  月  １  日 

５ 貸 付 額          500,000              円  

６ 退 会 日             2020 年 １０  月  末  日 

７ 退職共済金額         10 月末時点での退職共済金額        円  

８ 貸 付 残 額          10 月末時点での貸付残額       円  

９ 差し引き送金額（7－8）    送金予定額             円  
 

 
 共済会提出締切 
 
  11 月 10 日（必着） 
 
 
 
＊本書は、貸付金の返済中に東京都社会福祉協議会従事者共済会を退会する場合で、貸付残額を

退職共済金で相殺することを希望する場合に必要な書類です。 
＊加入者が希望する場合は、貸付残額を自己資金で一括返済することも可能です。その場合は、

本書の提出は不要です。手続きを別途ご案内いたしますので、共済会にお問い合わせください。 
 

＜東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509＞ 

借受人（自署） 
  
住所                     

 
 

氏名                 印   

電子申請 
見 本 
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1122))退退職職共共済済金金のの受受給給申申請請

□

□ 事前に退会者に署名・記入いただいた受給申請書をスキャンしてPDFにしてください。

【注意】死亡退職、脱会、貸付事業利用中の方の場合は以下の受給申請手続きはできません。必要書
　類をそろえて、法人代表者印を押印の上、郵送での提出が必要です。また、脱会、貸付事業利用中
　の方の場合は提出期限があります。

①

②

③

①①加加入入者者をを検検索索

施設名や加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

※状態「退職（未請求）」にチェックを入れて検索すると、受給申請し

ていない加入者が表示されます。

②②対対象象者者ににチチェェッックク（（選選択択））をを入入れれるる。。

届出を申請する退会者を選択する。同じ届出を申請する場合、最大

５名まで選択できます。

③③「「受受給給申申請請」」ををククリリッックク
貸付事業を利用しておらず、状態が「退職」かつ受給が未請求の加

入者（死亡退職は除く）のみ受給申請ができます。

ククリリッックク

(12)退職共済金の受給申請

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

⑫

⑪

④ ⑤

④④内内容容をを入入力力 ※必須入力
銀行コード（４桁）、支店コード（３桁）、預金科目（普通・当

座・貯蓄・その他）から選択、口座番号（７桁）を入力。口座
名義は退会者のカナ氏名が自動表示されます。あらかじめ
退職共済金の振込口座を「施設口座」に指定されている場
合は施設口座が表示されます。
氏名等変更届により、姓を変更した方は旧姓も入力するこ

とができます。

⑥⑥フファァイイルル名名のの確確認認
⑦⑦「「アアッッププロローードド」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥
⑦

⑨

⑨⑨「「ププレレビビュューー」」ボボタタンンををククリリッックク
受給申請書のPDFデータが表示されたら、間違いがないか、

空欄がないか改めて確認してください。

※※アアッッププロローードドししたた受受給給申申請請書書がが間間違違っってていいたた場場合合
「PDFを差し替える」ボタンをクリックすると、アップロード前の

状態に戻ります。正しい受給申請書のPDFをアップロードしてく
ださい。

⑩

PDFののアアッッププロローードドがが完完了了すするるとと、、「「アアッッ
ププロローードド完完了了」」とと表表示示さされれまますす。。

⑤⑤「「フファァイイルルのの選選択択」」ボボタタンンををククリリッックク
加入者から記入・署名をいただいた受給申請書

のPDFデータを選択してください。
※複数名の受給申請を行う場合、⑤～⑨の作業
は続けて1人ずつ行ってください。

⑧

(12)退職共済金の受給申請
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

⑫

⑪

④ ⑤

④④内内容容をを入入力力 ※必須入力
銀行コード（４桁）、支店コード（３桁）、預金科目（普通・当

座・貯蓄・その他）から選択、口座番号（７桁）を入力。口座
名義は退会者のカナ氏名が自動表示されます。あらかじめ
退職共済金の振込口座を「施設口座」に指定されている場
合は施設口座が表示されます。
氏名等変更届により、姓を変更した方は旧姓も入力するこ

とができます。

⑥⑥フファァイイルル名名のの確確認認
⑦⑦「「アアッッププロローードド」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥
⑦

⑨

⑨⑨「「ププレレビビュューー」」ボボタタンンををククリリッックク
受給申請書のPDFデータが表示されたら、間違いがないか、

空欄がないか改めて確認してください。

※※アアッッププロローードドししたた受受給給申申請請書書がが間間違違っってていいたた場場合合
「PDFを差し替える」ボタンをクリックすると、アップロード前の

状態に戻ります。正しい受給申請書のPDFをアップロードしてく
ださい。

⑩

PDFののアアッッププロローードドがが完完了了すするるとと、、「「アアッッ
ププロローードド完完了了」」とと表表示示さされれまますす。。

⑤⑤「「フファァイイルルのの選選択択」」ボボタタンンををククリリッックク
加入者から記入・署名をいただいた受給申請書

のPDFデータを選択してください。
※複数名の受給申請を行う場合、⑤～⑨の作業
は続けて1人ずつ行ってください。

⑧

(12)退職共済金の受給申請
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■届届出出履履歴歴かかららのの受受給給申申請請書書ののアアッッププロローードド

□

□ 事前に修正した受給申請書をスキャンしてPDFにしてください。

従事者共済会から受給申請書（PDF）の差し替えを依頼された場合や2025年9月10日までに受給申請
を入力し、従事者共済会に受給申請書を郵送していない場合は、届出履歴から差し替え・アップ
ロードができます。

①①加加入入者者をを検検索索
施設名や加入者番号等を入力し、「検索」ボタンをクリック
→ 検索結果が一覧表示されます。

※届出種類「受給申請」にチェックを入れて検索すると、受給
申請した退会者が表示されます。

ククリリッックク

①

届出履歴からの受給申請書のアップロード

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

＜受給申請状況＞

■従事者共済会から受給申請書の差し替えを依頼された場合

退職共済金の給付が確定しており、給付日が表示されます。

受給申請書
差し替え待ち

受給申請書
提出待ち

申請中　

審査中

確定済

受給申請の申請は完了していますが、まだ退職共済金の給付は決定してい
ません。入力内容の訂正、PDFの差し替えが可能です。

従事者共済会で受給申請書の確認を行っています。入力内容の訂正や
PDFの差し替えはできません。

受給申請書の内容に誤りがあり、受給申請書の差し替えが必要です。

2025年9月10日までに受給申請をした方で、まだ受給申請書のPDFのアッ
プロードがされていません。

②

②②「「受受給給申申請請」」ををククリリッックク

③

③③「「PDFをを差差しし替替ええるる」」ボボタタンンををククリリッックク
以降は、「退職共済金の受給申

請」と同じ手順でPDFをアップロード・
保存してください。

届出履歴からの受給申請書のアップロード
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

＜受給申請状況＞

■従事者共済会から受給申請書の差し替えを依頼された場合

退職共済金の給付が確定しており、給付日が表示されます。

受給申請書
差し替え待ち

受給申請書
提出待ち

申請中　

審査中

確定済

受給申請の申請は完了していますが、まだ退職共済金の給付は決定してい
ません。入力内容の訂正、PDFの差し替えが可能です。

従事者共済会で受給申請書の確認を行っています。入力内容の訂正や
PDFの差し替えはできません。

受給申請書の内容に誤りがあり、受給申請書の差し替えが必要です。

2025年9月10日までに受給申請をした方で、まだ受給申請書のPDFのアッ
プロードがされていません。

②

②②「「受受給給申申請請」」ををククリリッックク

③

③③「「PDFをを差差しし替替ええるる」」ボボタタンンををククリリッックク
以降は、「退職共済金の受給申

請」と同じ手順でPDFをアップロード・
保存してください。

届出履歴からの受給申請書のアップロード
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■手続き変更前（2025年9月10日まで）に受給申請を入力し、従事者
共済会に受給申請書を郵送していない場合

②

②②「「受受給給申申請請」」ををククリリッックク

③③フファァイイルルのの選選択択
以降は、「退職共済金の受給申請」

と同じ手順でPDFをアップロード・保存
してください。

③

届出履歴からの受給申請書のアップロード

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■(13)届出の確認・訂正・取消

□締切日（毎月10日）を過ぎた届出は電子申請での取消・訂正はできません。
　締切日を過ぎた場合の取消・訂正方法は従事者共済会事務の手引きをご参照ください。

① ①過去の届出を検索
【例】

a.加入者の届出の取消・訂正をしたい。 → 加入者番号を入力、届出種
類「全て」に を入れて検索する。

b.今月の届出全てを確認したい。 → 届出種類「全て」に 、処理年月
（申請手続きをした月（年月）を入力して検索する。

②届出種類をクリック

届出詳細画面が表示されます。

クリック

②

(13)届出の確認・訂正・取消

□✓
□✓
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■(13)届出の確認・訂正・取消

□締切日（毎月10日）を過ぎた届出は電子申請での取消・訂正はできません。
　締切日を過ぎた場合の取消・訂正方法は従事者共済会事務の手引きをご参照ください。

① ①過去の届出を検索
【例】

a.加入者の届出の取消・訂正をしたい。 → 加入者番号を入力、届出種
類「全て」に を入れて検索する。

b.今月の届出全てを確認したい。 → 届出種類「全て」に 、処理年月
（申請手続きをした月（年月）を入力して検索する。

②届出種類をクリック

届出詳細画面が表示されます。

クリック

②

(13)届出の確認・訂正・取消

□✓
□✓
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④

⑥

⑤ ⑤

⑥

③

【【訂訂正正のの場場合合】】
③訂正内容を入力
④「保存」ボタンをクリック。
※加入届訂正後の「加入申込書」、退会届訂正後の
「受給申請書」「脱会申請書」は訂正が反映された
帳票（PDF）が出力されます。

④

【【取取消消のの場場合合】】
④「削除」ボタンをクリック

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラー

メッセージが表示されます。修正し、

再度⑤「保存」ボタンをクリックしてく

ださい。

⑤⑤「「保保存存」」ボボタタンンををククリリッックク

⑥⑥「「OK」」ボボタタンンををククリリッックク

登録内容に不備があると、エラー

メッセージが表示されます。修正し、

再度⑤「保存」ボタンをクリックしてく

ださい。

(13)届出の確認・訂正・取消

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1144))届届出出後後、、保保管管やや郵郵送送がが必必要要なな書書類類のの再再印印刷刷

①

①①過過去去のの届届出出をを検検索索

加入者番号や届出種類を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②届届出出種種類類ををククリリッックク

届出詳細画面が表示されます。

ククリリッックク

②

(14)届出後、保管や郵送が必要な書類の再印刷
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1144))届届出出後後、、保保管管やや郵郵送送がが必必要要なな書書類類のの再再印印刷刷

①

①①過過去去のの届届出出をを検検索索

加入者番号や届出種類を入力し、「検索」ボタンをクリック

→ 検索結果が一覧表示されます。

②②届届出出種種類類ををククリリッックク

届出詳細画面が表示されます。

ククリリッックク

②

(14)届出後、保管や郵送が必要な書類の再印刷
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

③③「「再再印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

【再印刷できる書類】

「加入申込書」（施設保管）

「法人間転入申込書」（施設保管）

「脱会申請書」（郵送での提出が必要）

「受給申請書」（共済会システムからアップロード／死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方はその他書類

と合わせて郵送での提出が必要）

「貸付残額の控除について（退職時）」（郵送での提出が必要）

が再印刷できます。

※郵送で提出する書類には、法人代表者印を押印してください。

③

(14)届出後、保管や郵送が必要な書類の再印刷

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1155))標標準準給給与与月月額額のの改改定定更更新新

□ 標準給与月額改定の更新／更新内容の確認がで
きます。

②

①

①①「「標標準準給給与与月月額額改改定定更更新新」」ボボタタンンををククリリッックク

②②「「実実行行」」ボボタタンンををククリリッックク
標準給与月額改定更新画面へ遷移します。

ククリリッックク

【【注注意意】】「「標標準準給給与与月月額額改改定定」」ボボタタンン
はは、、改改定定更更新新のの期期間間ののみみ押押下下可可能能

(15)標準給与月額の改定更新
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1155))標標準準給給与与月月額額のの改改定定更更新新

□ 標準給与月額改定の更新／更新内容の確認がで
きます。

②

①

①①「「標標準準給給与与月月額額改改定定更更新新」」ボボタタンンををククリリッックク

②②「「実実行行」」ボボタタンンををククリリッックク
標準給与月額改定更新画面へ遷移します。

ククリリッックク

【【注注意意】】「「標標準準給給与与月月額額改改定定」」ボボタタンン
はは、、改改定定更更新新のの期期間間ののみみ押押下下可可能能

(15)標準給与月額の改定更新
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

④

③

③③施施設設をを選選択択しし、、「「検検索索」」ボボタタンンををククリリッックク
→ 検索結果が一覧表示されます。

※必須入力

毎年1回10月から適用される、標準給与月額の改
定及び掛金額の決定を行うため、88月月11日日時時点点のの全全
加加入入者者のの、算定基礎額の届出が必要となります。

★A

★B

④④算算定定基基礎礎額額をを入入力力
下記１、２、３いずれかの方法で入力できます。
入力後、該当する等級と標準給与月額が表示されます。
入力方法１：手入力
入力方法２：★A CSVファイルの取り込み
1)右記の通りCSVデータを作成。
・項目タイトルなし／数値は「標準」／加入者番号順（昇順）
・左から施設番号・加入者番号・算定基礎額
※複数施設分のデータ可。更新画面の加入者分のみ算定
基礎額が取り込まれる。

2)ファイルの選択で該当ファイルを選択
3）「CSVデータを読み込む」ボタンをクリック
4）算定基礎額欄に数字が入力される
※1つでもエラーがあると他の方のデータも取り込まれない場合があります。
更新画面上部に表示されるCSVデータのエラー内容を修正し、ファイルを更新してから再度2）3）
を実施してください。

入力方法３：★B 前年度額を適用
1)「前年度額を適用」ボタンをクリック
2）算定基礎額欄に前年度の算定基礎額が入力される。

9998 853659 328500
9998 853660 328500
9998 853661 275000
10000 853668 328500
10000 853669 275000

(15)標準給与月額の改定更新

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

⑤保存対象者のチェック（選択）を確認

されていない行は保存されませんので注意し

てください。

⑥「保存」ボタンをクリック

されている行のみ保存されます。

⑦「OK」ボタンをクリック

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表

示されます。修正し、再度⑥「保存」ボタンをクリッ

クしてください。

⑧「OK」ボタンをクリック

⑦

⑤

⑥

⑧

(15)標準給与月額の改定更新

□✓

□✓
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

⑤保存対象者のチェック（選択）を確認

されていない行は保存されませんので注意し

てください。

⑥「保存」ボタンをクリック

されている行のみ保存されます。

⑦「OK」ボタンをクリック

登録内容に不備があると、エラーメッセージが表

示されます。修正し、再度⑥「保存」ボタンをクリッ

クしてください。

⑧「OK」ボタンをクリック

⑦

⑤

⑥

⑧

(15)標準給与月額の改定更新

□✓

□✓
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

⑩

⑪

⑨⑨対対象象施施設設をを選選択択
⑩⑩出出力力帳帳票票をを選選択択
⑪⑪「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク
帳票が出力されます。入力した内容に

誤りがないか、未入力者はいないかご確
認ください。

⑨

(15)標準給与月額の改定更新

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1166))標標準準給給与与月月額額改改定定関関連連のの帳帳票票のの印印刷刷

□ 標準給与月額改定関連の帳票の照会／ダウ
ンロードができます。

①

③

②

対象施設を選択

※「全担当施設」を選択した場合、

ダウンロードに時間がかかる場

合があります。

①①対対象象施施設設をを選選択択
②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

ククリリッックク

【【注注意意】】「「標標準準給給与与月月額額変変更更決決定定通通知知書書」」のの印印刷刷可可能能期期
間間はは９９月月20日日頃頃～～11月月10日日ののみみ
（（10月月11日日～～10日日20日日頃頃のの入入力力不不可可期期間間はは出出力力不不可可））

(16)標準給与月額改定関連の帳票の印刷

71



操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((1166))標標準準給給与与月月額額改改定定関関連連のの帳帳票票のの印印刷刷

□ 標準給与月額改定関連の帳票の照会／ダウ
ンロードができます。

①

③

②

対象施設を選択

※「全担当施設」を選択した場合、

ダウンロードに時間がかかる場

合があります。

①①対対象象施施設設をを選選択択
②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

ククリリッックク

【【注注意意】】「「標標準準給給与与月月額額変変更更決決定定通通知知書書」」のの印印刷刷可可能能期期
間間はは９９月月20日日頃頃～～11月月10日日ののみみ
（（10月月11日日～～10日日20日日頃頃のの入入力力不不可可期期間間はは出出力力不不可可））

(16)標準給与月額改定関連の帳票の印刷
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((11))請請求求書書等等のの帳帳票票のの印印刷刷

□ 請求関連情報・給付関連情報や各種承認書の確認／ダウンロードができます。

①

③

②

①①対対象象年年月月、、施施設設をを選選択択
対象施設を「全担当施設」にすると、そのＩＤが担当す
る施設すべての帳票が出力できます。

※「全担当施設」を選択した場合、ダウンロードに時間

がかかる場合があります。

②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

ククリリッックク

帳票の印刷

(1)請求書等の帳票の印刷

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))累累計計額額証証明明書書のの印印刷刷

□ 累計額証明書・内訳書の確認／ダウンロードができます。

①

③

②

ククリリッックク

①①対対象象年年度度、、施施設設をを選選択択
対象施設を「全担当施設」にすると、そのＩＤが担当
する施設すべての帳票が出力できます。
※「全担当施設」を選択した場合、ダウンロードに
時間がかかる場合があります。

②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

(2)累計額証明書の印刷
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((22))累累計計額額証証明明書書のの印印刷刷

□ 累計額証明書・内訳書の確認／ダウンロードができます。

①

③

②

ククリリッックク

①①対対象象年年度度、、施施設設をを選選択択
対象施設を「全担当施設」にすると、そのＩＤが担当
する施設すべての帳票が出力できます。
※「全担当施設」を選択した場合、ダウンロードに
時間がかかる場合があります。

②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

(2)累計額証明書の印刷
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■((33))掛掛金金個個人人台台帳帳のの印印刷刷

□ 掛金個人台帳の確認／ダウンロードができます。

①

③

②

ククリリッックク

①①対対象象年年度度、、施施設設をを選選択択
対象施設を「全担当施設」にすると、そのＩＤが担当
する施設すべての帳票が出力できます。
※「全担当施設」を選択した場合、ダウンロードに
時間がかかる場合があります。

②②出出力力帳帳票票をを選選択択

③③「「印印刷刷」」ボボタタンンををククリリッックク

(3)掛金個人台帳の印刷

操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■帳帳票票類類のの印印刷刷ががででききななかかっったた時時にに確確認認すするるこことと

□ 出力帳票が表示されず、印刷できない時にご確認ください。

通常、新しいタブページが起動し、帳票プレビューが表示されます。

タブが立ち上がらない時は、以下の表示がないかご確認ください。

この表示が出ている場合は、この
マークをクリックしてください。

「https://tcsw-kyousai.jpからの
ポップアップとリダイレクトを常に
許可する」を選択し、「完了」をク
リックしてください。

その後、再印刷してください。

帳票類の印刷ができなかった時に確認すること
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操作マニュアル（施設向け）

従事者共済会システム

■■帳帳票票類類のの印印刷刷ががででききななかかっったた時時にに確確認認すするるこことと

□ 出力帳票が表示されず、印刷できない時にご確認ください。

通常、新しいタブページが起動し、帳票プレビューが表示されます。

タブが立ち上がらない時は、以下の表示がないかご確認ください。

この表示が出ている場合は、この
マークをクリックしてください。

「https://tcsw-kyousai.jpからの
ポップアップとリダイレクトを常に
許可する」を選択し、「完了」をク
リックしてください。

その後、再印刷してください。

帳票類の印刷ができなかった時に確認すること
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＜＜主主なな届届出出のの作作成成方方法法＞＞  

郵送で提出が必要な書類は、従事者共済会ホームページ「各種届出様式」に掲載されています。ダ

ウンロードしてご利用ください。いずれの書類も法人代表者印の押印が必要です。 

①①  提提出出部部数数  
 郵送にて書類を提出する場合は、原本（１部）を提出してください（預金口座振替依頼書を除く）。

提出の際は、必ずコピーを取り、施設・団体で保管してください。 

②②  署署名名とと押押印印  
郵送にて提出が必要な届出や書類については様式の定めに沿って必ず法人代表者印を押印してく

ださい。また、加入者本人の確認が必要で「加入者記入欄」「受給者同意欄」等が設けられている書

類については、手続き内容を説明の上、油性の黒のボールペン等を使って必ず本人から記入・署名

をいただいてください。あわせて、「脱会申請書」については、退職共済金の給付額が大きく異なる

といった不利益があることから、加入者本人の押印をお願いします。 

③③  送送付付状状のの同同封封  
提出の際は、必ず専用の送付状（「届出書類等送付状」）を添付してください。封入物と送付状の

記入内容が一致しているか、必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

＜送付状＞ 

届出 

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

◎ 届出書類等送付状 
・各届出の提出時に添付してください。 

・封入物と送付状の記入内容が一致しているかご確認ください。 

＜施設・団体に関する届出＞ 

届出 

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

団
体
登
録 

施設・団体契約書 

（契約変更） 

・法人名・法人種別・施設名の変更がある場合にご利用ください。そ

の他の事項は共済会システムにて変更することができます（郵送不

要）。 

（新規契約・契約解除） 

・施設・事業所ごとに、共済会システムから届出入力をすると、入力

した内容が記載された「施設・団体契約書」が出力されますので、

印刷の上、ご利用ください。 

預金口座振替依頼書 

・施設・団体の新規契約をする場合や振替口座を変更する場合にご利

用ください（法人代表者の交代に伴う口座名義の変更については、

ゆうちょ銀行を除き、不要）。 

事務取扱者委任状 
・法人代表者印が遠隔地に保管されている等の理由により、施設・団

体等の責任者による届出を希望される場合にご利用ください。 

退職共済金送金先指定 ・法人独自の退職金と合算することに加え、すべての退会者について

【【送送付付先先】】    東東京京都都社社会会福福祉祉協協議議会会  福福祉祉振振興興部部  共共済済担担当当  

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台１－８－11 東京ＹＷＣＡ会館３階 

※お茶の水事務所です。飯田橋事務所（新宿区）ではありませんのでご注意ください。 

誤って飯田橋事務所に送付された場合、当月の手続きに間に合わないことがあります。 
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依頼書 施設・団体の口座への振り込みを希望する場合にご利用ください。 

共済会システムＩＤ・パ

スワード再発行依頼書 

・法人内の管理者ＩＤのＩＤ・パスワードがわからなくなった時にご

利用ください。担当者ＩＤ・閲覧ＩＤのＩＤ・パスワードは、共済

会システム「担当者台帳」で確認できます（管理者ＩＤのみ）。 

再発行依頼書 
・共済会システムの出力可能期間を過ぎた帳票の再発行を希望する場

合にご利用ください。長期間の場合、対応できない場合があります。 

＜加入者に関する届出の訂正・取消＞ 

※届出締切日後の訂正・取消をしたい場合にご利用ください。 
対応できない場合がありますので、ご利用前にお問い合わせください。 

届出

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

訂正

取消 

訂正願 ・届出締切日後の届出の訂正時にご利用ください。 

取消願 
・届出締切日後の届出の取消時にご利用ください。 

 ※加入届、法人間転入届の取消はできません。 

標準給与月額訂正願 
・標準給与月額決定通知書にて誤りに気がついた時にご活用くださ

い。 ※特定の期間のみ利用可 

※遡及での手続きや何らかの理由により共済会システムで届け出ができない場合にご利用ください。 

 長期での遡及等、対応できない場合がありますので、ご利用前にお問い合わせください。 

届出

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

加
入
・
在
会
中 

加入申込書 

・エラーメッセージが表示されるなどにより、共済会システムで加入

届が届け出できない場合にご利用ください。 

・２か月以上の遡及加入はできません。 

法人間転出・転入申込書 

・２か月以上前に遡及したい場合にご利用ください。長期の遡及は不

可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。 

・転出元で作成し、転入先へ送付します。転入先は必要事項を記入・

押印し、加入者から署名をいただいてください。その上で、２部コ

ピーし、原本を従事者共済会へ、コピー１部を転出元へ送付してく

ださい。残りのコピー１部は転入先にて保管してください。 

法人内異動申込書 

・２か月以上前に遡及したい場合にご利用ください。長期の遡及は不

可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。 

・必要に応じて、転入先にコピーをお渡しください。 

氏名等変更届 

・退会届入力まであれば共済会システムで遡及期間等の制限なく届け

出できます。共済会システムにて届け出てください。加入者の氏名、

職種、性別、就職年月日が変更できます。 

・生年月日は変更できません。生年月日を訂正したい場合は、「訂正

願」をご利用ください。 

休職届 
・２か月以上前に遡及したい場合にご利用ください。長期の遡及は不

可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。 

復職届 
・２か月以上前に遡及したい場合にご利用ください。長期の遡及は不

可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。 
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届出

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

退
会 

退会申請書 
・２か月以上前に遡及したい場合にご利用ください。長期の遡及は不

可能な場合がありますので事前にお問い合わせください。 

脱会申請書 

・何らかの事情により共済会システムから出力できない場合にご利用

ください。ご利用の際には、必ず事前にご連絡ください。 

・脱会は遡及手続きできません。また、提出締め切りがあります。 

※共済会システムから「退会届（区分：脱会）」を届け出ると、入力

した内容が反映された「脱会申請書」が出力されます。原則、出力

された様式をご利用ください。 

受
給 

退職共済金受給申請書 

・掛金納入期間 12 か月以上の方で、退会届の入力忘れ等により共済

会システムから出力できない場合にご利用ください。 

・退会者から記入・署名をいただき、退会日から５年以内であれば共

済会システムから届け出できます（※死亡退職・脱会・貸付事業利

用中の方を除く）。 

死亡退職者の扶養状況

確認書 
・死亡退職の場合に必要な書類です。 

・退職者の状況に応じて必要な書類が変わります。事前にお問い合わ

せください。 委任状 

外国人従事者の退職に

伴う早期送金依頼書 

・退職後すぐに帰国するなどの理由により、毎月の送金日よりも早く

退職共済金を受け取る必要がある場合に提出が必要な書類です。 

・対応できる範囲に限りがあります。事前にお問い合わせください。 

標
準
給

与
月
額 

標準給与月額変更届 

・手続きの遅れにより、改定更新画面に８月１日現在の加入者が表示

されない場合にご利用ください。手続きが遅れていた届出も別途必

要となります。 

＜貸付事業＞ 
貸付事業申し込みを希望する加入者にお渡しください。 

届出

種類 
様式名 作成・提出する上での注意 

貸
付
事
業 

貸付金借受申込書 
・貸付希望者が作成した書類に記入漏れがないか、ご確認ください。 

・同意欄に施設長・給与担当者の記入・押印が必要です。 

金銭消費貸借契約証書 ・貸付希望者が作成した書類に記入漏れがないか、ご確認ください。 

貸付金返還に関わる依

頼書 
・従事者共済会への提出は不要です。施設・団体で保管してください。 

貸付残額の控除につい

て（貸付時） 
・貸付事業を利用中の方で、再度貸付事業を申し込む時に必要な届出

です。 

貸付残額の控除につい

て（退職時） 

・貸付事業を利用中の方が退職する時、残額を退職共済金で相殺する

ために必要な届です。 

・共済会システムから「退会届」の届出入力をすると、入力した内容

が反映された「貸付残額の控除について（退職時）」が出力されます。

退会者から記入・署名をいただき、受給申請書と合わせて法人代表

者印を押印の上、提出締め切りまでにご提出ください。 

緊急貸付申込書 
・傷病入院、葬祭、災害等のうち緊急を要し、至急に貸付金送金を希

望する場合に必要な届です。 

 

法 人 名 ：

施設・団体名 ：

担 当 者 名 ：

電 話 番 号 ：

◆下表のとおり、東社協従事者共済会の届出書類等を送付いたします。

送付物
にﾁｪｯｸ

枚数

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

※ 本送付状は従事者共済会に関する書類についてのものです。

業務委託終了により、東京都内に所在する福祉医療機構の届出については、福祉医療機構に直接送付いただくようになりました。

<東京都社会福祉協議会　従事者共済会　202509>

法人間転出・転入申込書

氏名等変更届

事務取扱者委任状

 〔施設契約・登録変更・契約解除関連〕

退職共済金送金先指定依頼書

(従事者共済会関係の)上記以外

ID・パスワード再発行依頼書

標準給与月額訂正願（特定の期間のみ利用可）

訂正願

復職届

 〔職員の退職(退会・退職共済金受給)時の届出〕

休職届 

 〔届出の訂正・取消〕

取消願

加入申込書

標準給与月額変更届

 〔職員の加入時・加入中の届出〕

法人内異動申込書

死亡退職者の扶養状況確認書

 《東社協 従事者共済会の届出書類》

施設・団体契約書

預金口座振替依頼書

退会申請書

退職共済金受給申請書

貸付残額の控除について（退職時）

脱会申請書

委任状（死亡退職者の退職共済金請求・受け取り）

貸付金借受申込書

金銭消費貸借契約証書

貸付残額の控除について(貸付時)

印鑑登録証明書

 〔貸付事業関連〕

枚

貸付金の使途を証明する見積書/領収書等

従 事 者 共 済 会 届 出 書 類 等 送 付 状
(送付日) 年 月 日(送付先) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1－8－11

東京YWCA会館3階

社会福祉法人
東京都社会福祉協議会 共済担当 宛

79



法 人 名 ：

施設・団体名 ：

担 当 者 名 ：

電 話 番 号 ：

◆下表のとおり、東社協従事者共済会の届出書類等を送付いたします。

送付物
にﾁｪｯｸ

枚数

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

※ 本送付状は従事者共済会に関する書類についてのものです。

業務委託終了により、東京都内に所在する福祉医療機構の届出については、福祉医療機構に直接送付いただくようになりました。

<東京都社会福祉協議会　従事者共済会　202509>

法人間転出・転入申込書

氏名等変更届

事務取扱者委任状

 〔施設契約・登録変更・契約解除関連〕

退職共済金送金先指定依頼書

(従事者共済会関係の)上記以外

ID・パスワード再発行依頼書

標準給与月額訂正願（特定の期間のみ利用可）

訂正願

復職届

 〔職員の退職(退会・退職共済金受給)時の届出〕

休職届 

 〔届出の訂正・取消〕

取消願

加入申込書

標準給与月額変更届

 〔職員の加入時・加入中の届出〕

法人内異動申込書

死亡退職者の扶養状況確認書

 《東社協 従事者共済会の届出書類》

施設・団体契約書

預金口座振替依頼書

退会申請書

退職共済金受給申請書

貸付残額の控除について（退職時）

脱会申請書

委任状（死亡退職者の退職共済金請求・受け取り）

貸付金借受申込書

金銭消費貸借契約証書

貸付残額の控除について(貸付時)

印鑑登録証明書

 〔貸付事業関連〕

枚

貸付金の使途を証明する見積書/領収書等

従 事 者 共 済 会 届 出 書 類 等 送 付 状
(送付日) 年 月 日(送付先) 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台1－8－11

東京YWCA会館3階

社会福祉法人
東京都社会福祉協議会 共済担当 宛
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途
　手続きが必要です。

年 月 日

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書

担当者

電　話

法人名

法人代表者

法人コード 東社協会員番号 業種コード 業種名 部会コード

代表者名
代表者
職名

FAX

所
在
地

法人
属性

ﾌﾘｶﾞﾅ

所
在
地

下記に記載した項目について、変更を申請します。
※変更する項目のみ記載のこと

末末解除日

施設番号

解除理由

名称

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

E-mail

契約解除

新規契約

契約変更

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途
　手続きが必要です。

年 月 日

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

05678

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書

担当者

電　話

法人名

法人代表者

〇

法人コード 東社協会員番号 業種コード 業種名 部会コード

〇

理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

20〇〇

代表者名
代表者
職名

FAX

所
在
地

法人
属性

ﾌﾘｶﾞﾅ

所
在
地

下記に記載した項目について、変更を申請します。
※変更する項目のみ記載のこと

末末解除日

施設番号

解除理由

名称

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

　　　神田駿河台保育園

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

佐藤 　○○子

０３－３２３５－△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カンダスルガダイホイクエン

E-mail

契約解除

新規契約

必必ずずチチェェッッククををすするるこことと

記 入 例

契約変更

施施設設番番号号とと変変更更項項目目ののみみ記記入入すするる。。

例例：：施施設設名名のの変変更更のの場場合合はは、、施施設設番番号号、、

施施設設名名をを記記入入。。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途
　手続きが必要です。

年 月 日

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書

担当者

電　話

法人名

法人代表者

法人コード 東社協会員番号 業種コード 業種名 部会コード

代表者名
代表者
職名

FAX

所
在
地

法人
属性

ﾌﾘｶﾞﾅ

所
在
地

下記に記載した項目について、変更を申請します。
※変更する項目のみ記載のこと

末末解除日

施設番号

解除理由

名称

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ

E-mail

契約解除

新規契約

契約変更

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

従事者共済会規程及び資金管理細則に基づく運用を承諾し
下記のとおり施設・団体の契約を申し込みます。

(印）

＜問合せ先＞

※東京都社会福祉協議会を退会する場合は、別途
　手続きが必要です。

年 月 日

〒 －

　 社会福祉法人

特定非営利活動法人

その他

〒 －

理事長 会長 代表理事

代表取締役 その他（ )

【注意事項】

１ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を必ず毎月10日までに提出してください。

２ 従事者共済会で本書（原本）を確認後、契約が成立します。

３ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※「契約施設・団体」「法人」に必要事項を記入し、
　「預金口座振替依頼書」を添付すること

05678

従従事事者者共共済済会会  施施設設・・団団体体契契約約書書

担当者

電　話

法人名

法人代表者

〇

法人コード 東社協会員番号 業種コード 業種名 部会コード

〇

理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

20〇〇

代表者名
代表者
職名

FAX

所
在
地

法人
属性

ﾌﾘｶﾞﾅ

所
在
地

下記に記載した項目について、変更を申請します。
※変更する項目のみ記載のこと

末末解除日

施設番号

解除理由

名称

契
約
施
設
・
団
体

FAXTEL

　　　神田駿河台保育園

法
　
　
人

TEL

名称

（　　 　　　　　　　　　）

佐藤 　○○子

０３－３２３５－△△△△

部会名

ﾌﾘｶﾞﾅ 　カンダスルガダイホイクエン

E-mail

契約解除

新規契約

必必ずずチチェェッッククををすするるこことと

記 入 例

契約変更

施施設設番番号号とと変変更更項項目目ののみみ記記入入すするる。。

例例：：施施設設名名のの変変更更のの場場合合はは、、施施設設番番号号、、

施施設設名名をを記記入入。。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>
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提出目的

年 月 日

銀行

金庫 御中

組合

下記の収納企業から請求された金額を下記名義の預金口座から、預金口座振替によって支払うこととしたいので、
預金口座振替規定を確約の上依頼します。

施設･団体名称
(印)

↓（左づめで記入し、濁点、半濁点は１字分に扱ってください、個人名義の場合、姓と名の間は１字空けてください）

※ゆうちょ銀行以外の金融機関ご利用の場合
銀行 支店
金庫
組合

※ゆうちょ銀行ご利用の場合

※

(不備返却事由)
1.預金取引なし
2.記載事項相違

店名、預金種目、
口座番号、口座名義

3.印鑑相違

4.その他

(委託者使用欄)

０ ８ ０ ３ ３

(金融機関へのお願い)
1. この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

から送付され、記載内容に不備がありましたら、不備返却事由に○印をつけて右記へご送付く

ださい。

2. この口座振替依頼書2枚を預金者が直接貴行へ持参した場合は、１枚を貴行用としてお使いいた

だき、もう１枚（コピー）には振替手続完了印を押印のうえ、預金者にご返却ください。

＊ゆうちょ銀行払込は除く

〒101‐8637
東京都千代田区神田淡路町2-101
　　　　　　　　ワテラスタワー
三菱UFJファクター㈱（ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ）
TEL　０３（３２５１）８０９１

金
融
機
関
使
用
欄

委託者番号

委　　託　　者　　名 福）東京都社会福祉協議会
料金等の
種類

共済掛金等

検
印

(振替手続完了印)

法人名

印
鑑
照
合

受
付
印

収納企業名 三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

フリガナ

預金者名

 法人代表者

３３
払込先
加入者

払込先
口座番 ００００１１４４００－－９９－－６６５５４４５５５５３３

預金種目
(どちらか
一方に☑)

普　通

当　座

口　座　番　号
(数字のみを右づめでご記入ください)

(印)

００

［連絡先］

27日(銀行休業日の場合は翌営業日)

※2部すべてに朱肉にて押印のこと

振替日
(払込日)

種目コード
契約種別
コード

１１

三三菱菱ＵＵＦＦＪＪフファァククタターー株株式式会会社社

金融機関
お届出印

記号(6桁目がある場合は※欄にご記入ください) 番　　号　(右づめでご記入ください)

支店番号

００

　

自動払込利用申込書
預 金 口 座 振 替 依 頼 書

電 話

担当者

預
　
金
　
口
　
座

６６

銀行番号

施設番号

コード

１１６６

おお
手手
許許
のの
通通
帳帳
にに
よよ
りり
太太
枠枠
内内
にに
正正
確確
にに
ごご
記記
入入
くく
だだ
ささ
いい

金融機関使用印をお使いください

－預金口座振替規定― ※ゆうちょ銀行を除く
1. 銀行(金庫・農協)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を

預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定

にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で

きる範囲内の金額を含む。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても

さしつかえありません。

3. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま

長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、

銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には

迷惑をかけません。

※ ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

提出目的

年 月 日

銀行

金庫 御中

組合

下記の収納企業から請求された金額を下記名義の預金口座から、預金口座振替によって支払うこととしたいので、
預金口座振替規定を確約の上依頼します。

施設･団体名称
(印)

↓（左づめで記入し、濁点、半濁点は１字分に扱ってください、個人名義の場合、姓と名の間は１字空けてください）

※ゆうちょ銀行以外の金融機関ご利用の場合
銀行 支店
金庫
組合

※ゆうちょ銀行ご利用の場合

※

(不備返却事由)
1.預金取引なし
2.記載事項相違

店名、預金種目、
口座番号、口座名義

3.印鑑相違

4.その他

(委託者使用欄)

０ ８ ０ ３ ３

(金融機関へのお願い)
1. この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

から送付され、記載内容に不備がありましたら、不備返却事由に○印をつけて右記へご送付く

ださい。

2. この口座振替依頼書2枚を預金者が直接貴行へ持参した場合は、１枚を貴行用としてお使いいた

だき、もう１枚（コピー）には振替手続完了印を押印のうえ、預金者にご返却ください。

＊ゆうちょ銀行払込は除く

〒101‐8637
東京都千代田区神田淡路町2-101
　　　　　　　　ワテラスタワー
三菱UFJファクター㈱（ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ）
TEL　０３（３２５１）８０９１

金
融
機
関
使
用
欄

委託者番号

委　　託　　者　　名 福）東京都社会福祉協議会
料金等の
種類

共済掛金等

検
印

(振替手続完了印)

　　　社会福祉法人　お茶の水福祉会

法人名

印
鑑
照
合

受
付
印

収納企業名 三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

フリガナ

預金者名

法人代表者名

３３

０ ０
１

払込先
加入者

払込先
口座番 ００００１１４４００－－９９－－６６５５４４５５５５３３

３

預金種目
(どちらか
一方に☑)

１
普　通

当　座

口　座　番　号
(数字のみを右づめでご記入ください)

２０

(印)

２

００

［連絡先］

27日(銀行休業日の場合は翌営業日)

※2部すべてに朱肉にて押印のこと

振替日
(払込日)

フ ク ） オ チ

種目コード
契約種別
コード

カ イ

１

シ

１

ミ フヤ ノ

１１

三三菱菱ＵＵＦＦＪＪフファァククタターー株株式式会会社社

〇〇〇 △△

クス ゛

社会福祉法人　お茶の水福祉会
金融機関
お届出印

０ ０

記号(6桁目がある場合は※欄にご記入ください) 番　　号　(右づめでご記入ください)

支店番号

００

新規登録（２部作成）

０

自動払込利用申込書
預 金 口 座 振 替 依 頼 書

電 話 ０３－３２３５－△△△△

　　　理事長　山田　花子

担当者 佐藤　〇〇子〇〇保育園

預
　
金
　
口
　
座

６６

銀行番号

施設番号

コード

１１６６

おお
手手
許許
のの
通通
帳帳
にに
よよ
りり
太太
枠枠
内内
にに
正正
確確
にに
ごご
記記
入入
くく
だだ
ささ
いい

金融機関使用印をお使いください

－預金口座振替規定― ※ゆうちょ銀行を除く
1. 銀行(金庫・農協)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を

預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定

にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で

きる範囲内の金額を含む。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても

さしつかえありません。

3. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま

長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、

銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には

迷惑をかけません。

※ ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

印

銀銀行行印印

・・必必ずず、、「「新新規規登登録録」」「「口口座座変変更更」」ののいいずずれれかかをを記記入入。。

・・２２部部作作成成ののううええ、、２２部部とともも金金融融機機関関にに提提出出。。金金融融機機関関ににてて完完了了印印をを押押さされれたたももののがが１１部部

返返却却さされれるる。。返返却却さされれたたももののののココピピーーをを共共済済会会にに提提出出。。

・・ゆゆううちちょょ銀銀行行やや金金融融機機関関へへのの提提出出がが難難ししいい場場合合はは、、金金融融機機関関のの完完了了印印ななししでで原原本本

２２部部をを共共済済会会にに提提出出ででもも可可。。手手続続きき完完了了にに２２～～３３かか月月ほほどどかかかかりりまますす。。

・・代代表表者者名名のの変変更更ののみみでで、、団団体体名名・・口口座座番番号号にに変変更更ががななけけれればば提提出出不不要要。。

記 入 例

預預金金者者名名はは通通帳帳にに印印字字ののああるる名名義義通通りりにに記記載載。。フフリリガガナナがが長長くくてて
記記載載ししききれれなないい場場合合、、手手書書ききでで余余白白部部分分にに記記載載ししててくくだだささいい。。
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提出目的

年 月 日

銀行

金庫 御中

組合

下記の収納企業から請求された金額を下記名義の預金口座から、預金口座振替によって支払うこととしたいので、
預金口座振替規定を確約の上依頼します。

施設･団体名称
(印)

↓（左づめで記入し、濁点、半濁点は１字分に扱ってください、個人名義の場合、姓と名の間は１字空けてください）

※ゆうちょ銀行以外の金融機関ご利用の場合
銀行 支店
金庫
組合

※ゆうちょ銀行ご利用の場合

※

(不備返却事由)
1.預金取引なし
2.記載事項相違

店名、預金種目、
口座番号、口座名義

3.印鑑相違

4.その他

(委託者使用欄)

０ ８ ０ ３ ３

(金融機関へのお願い)
1. この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書が三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

から送付され、記載内容に不備がありましたら、不備返却事由に○印をつけて右記へご送付く

ださい。

2. この口座振替依頼書2枚を預金者が直接貴行へ持参した場合は、１枚を貴行用としてお使いいた

だき、もう１枚（コピー）には振替手続完了印を押印のうえ、預金者にご返却ください。

＊ゆうちょ銀行払込は除く

〒101‐8637
東京都千代田区神田淡路町2-101
　　　　　　　　ワテラスタワー
三菱UFJファクター㈱（ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ）
TEL　０３（３２５１）８０９１

金
融
機
関
使
用
欄

委託者番号

委　　託　　者　　名 福）東京都社会福祉協議会
料金等の
種類

共済掛金等

検
印

(振替手続完了印)

　　　社会福祉法人　お茶の水福祉会

法人名

印
鑑
照
合

受
付
印

収納企業名 三菱ＵＦＪファクター株式会社（収納代行会社）

フリガナ

預金者名

法人代表者名

３３

０ ０
１

払込先
加入者

払込先
口座番 ００００１１４４００－－９９－－６６５５４４５５５５３３

３

預金種目
(どちらか
一方に☑)

１
普　通

当　座

口　座　番　号
(数字のみを右づめでご記入ください)

２０

(印)

２

００

［連絡先］

27日(銀行休業日の場合は翌営業日)

※2部すべてに朱肉にて押印のこと

振替日
(払込日)

フ ク ） オ チ

種目コード
契約種別
コード

カ イ

１

シ

１

ミ フヤ ノ

１１

三三菱菱ＵＵＦＦＪＪフファァククタターー株株式式会会社社

〇〇〇 △△

クス ゛

社会福祉法人　お茶の水福祉会
金融機関
お届出印

０ ０

記号(6桁目がある場合は※欄にご記入ください) 番　　号　(右づめでご記入ください)

支店番号

００

新規登録（２部作成）

０

自動払込利用申込書
預 金 口 座 振 替 依 頼 書

電 話 ０３－３２３５－△△△△

　　　理事長　山田　花子

担当者 佐藤　〇〇子〇〇保育園

預
　
金
　
口
　
座

６６

銀行番号

施設番号

コード

１１６６

おお
手手
許許
のの
通通
帳帳
にに
よよ
りり
太太
枠枠
内内
にに
正正
確確
にに
ごご
記記
入入
くく
だだ
ささ
いい

金融機関使用印をお使いください

－預金口座振替規定― ※ゆうちょ銀行を除く
1. 銀行(金庫・農協)に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を

預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定または当座勘定規定

にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しはしません。

2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用で

きる範囲内の金額を含む。）をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても

さしつかえありません。

3. この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま

長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、とくに申出をしない限り、

銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。

4. この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には

迷惑をかけません。

※ ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

印

銀銀行行印印

・・必必ずず、、「「新新規規登登録録」」「「口口座座変変更更」」ののいいずずれれかかをを記記入入。。

・・２２部部作作成成ののううええ、、２２部部とともも金金融融機機関関にに提提出出。。金金融融機機関関ににてて完完了了印印をを押押さされれたたももののがが１１部部

返返却却さされれるる。。返返却却さされれたたももののののココピピーーをを共共済済会会にに提提出出。。

・・ゆゆううちちょょ銀銀行行やや金金融融機機関関へへのの提提出出がが難難ししいい場場合合はは、、金金融融機機関関のの完完了了印印ななししでで原原本本

２２部部をを共共済済会会にに提提出出ででもも可可。。手手続続きき完完了了にに２２～～３３かか月月ほほどどかかかかりりまますす。。

・・代代表表者者名名のの変変更更ののみみでで、、団団体体名名・・口口座座番番号号にに変変更更ががななけけれればば提提出出不不要要。。

記 入 例

預預金金者者名名はは通通帳帳にに印印字字ののああるる名名義義通通りりにに記記載載。。フフリリガガナナがが長長くくてて
記記載載ししききれれなないい場場合合、、手手書書ききでで余余白白部部分分にに記記載載ししててくくだだささいい。。
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

該当項目に☑を入れてください。

(印)

下記により、従事者共済会の代表者事務取扱権限を委任します。

１ 権限を委任する施設・団体

２ 委任理由

３ 受任者

〔役職〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔氏名〕

４ 委任申請日

（西暦） 年 月 日

1 同一法人内で該当する施設・団体が複数ある場合は、施設番号ごとに提出してください。
2 事務取扱者委任状の有効期限はありません。受任者に交代がある場合は、再度提出してください。

 住　所

 法人名

 法人代表者

(印)

法人本部が遠隔地である等の理由により、事務手続きに時間がかかるため

その他

新規委任

受任者の交代

委任解除

従従事事者者共共済済会会  事事務務取取扱扱者者委委任任状状

施設番号 施設・団体名

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

＜問合せ先＞

※いずれかに☑すること

退職共済金送金指定依頼書を取下げます。

(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行

信用金庫

組　　合

普通 当座 貯蓄

1 同一法人内で該当する施設・団体が複数ある場合は、施設番号ごとに提出してください。

2

フリガナ

＊下記振込口座の情報は、それぞれの「退職共済金受給申請書」にもご記入ください。・退職共済金送金先

当法人で独自の退職金があり、合算して支払うため、当法人からのすべての退職者について、退職
共済金送金先を下記のとおり指定いたします。

口座名義

支店コード

口座区分 口座番号

金融機関
コード

法人名

法人代表者 （印）

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金送送金金先先指指定定依依頼頼書書

電　話

退職共済金送金先指定依頼書は、施設・団体契約を解除されるまで有効です。法人の退職金制度の変更に
よる取消や送金先口座等の変更を行う場合は再度提出してください。

施設番号

施設･団体名称

金融機関名 支店名

本　店

支　店

出張所

担当者
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

該当項目に☑を入れてください。

(印)

下記により、従事者共済会の代表者事務取扱権限を委任します。

１ 権限を委任する施設・団体

２ 委任理由

３ 受任者

〔役職〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔氏名〕

４ 委任申請日

（西暦） 年 月 日

1 同一法人内で該当する施設・団体が複数ある場合は、施設番号ごとに提出してください。
2 事務取扱者委任状の有効期限はありません。受任者に交代がある場合は、再度提出してください。

 住　所

 法人名

 法人代表者

(印)

法人本部が遠隔地である等の理由により、事務手続きに時間がかかるため

その他

新規委任

受任者の交代

委任解除

従従事事者者共共済済会会  事事務務取取扱扱者者委委任任状状

施設番号 施設・団体名

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

＜問合せ先＞

※いずれかに☑すること

退職共済金送金指定依頼書を取下げます。

(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行

信用金庫

組　　合

普通 当座 貯蓄

1 同一法人内で該当する施設・団体が複数ある場合は、施設番号ごとに提出してください。

2

フリガナ

＊下記振込口座の情報は、それぞれの「退職共済金受給申請書」にもご記入ください。・退職共済金送金先

当法人で独自の退職金があり、合算して支払うため、当法人からのすべての退職者について、退職
共済金送金先を下記のとおり指定いたします。

口座名義

支店コード

口座区分 口座番号

金融機関
コード

法人名

法人代表者 （印）

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金送送金金先先指指定定依依頼頼書書

電　話

退職共済金送金先指定依頼書は、施設・団体契約を解除されるまで有効です。法人の退職金制度の変更に
よる取消や送金先口座等の変更を行う場合は再度提出してください。

施設番号

施設･団体名称

金融機関名 支店名

本　店

支　店

出張所

担当者
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

１　送付希望方法（いずれかに〇をしてください）

① 郵送を希望します

② ＦＡＸ送付を希望します

２　送付希望先（いずれかに〇をし、②の場合は施設情報を記載してください）

① 法人本部への送付を希望します

② 下記の施設・団体への送付を希望します

３　ＩＤ情報
再発行を依頼するＩＤについて、把握している情報を記入してください。
不明な箇所は空欄としてください。

４　備考

【記入の仕方】

1

2

従従事事者者共共済済会会　　共共済済会会シシスステテムム  ＩＩＤＤ・・パパススワワーードド再再発発行行依依頼頼書書

法人名

従事者共済会からＩＤ・パスワードを送付する宛先は、法人本部、もしくは従事者共済会と契約している施
設・団体とします。

ＩＤ ＩＤ権限（〇をつける）

①管理者ＩＤ
②担当者ＩＤ
③閲覧ＩＤ

必要事項を記入し、法人代表者印を押印し、従事者共済会へＦＡＸ（０３－５２８３－６９９７）してくださ
い。本書の郵送は不要です。

施設番号

システム登録の担当者名

施設・団体名称

法人代表者

担当者名

電話番号

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　宛

１１　　再再発発行行書書類類名名（（該該当当書書類類にに〇〇ををつつけけててくくだだささいい））

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨

２２　　該該当当事事業業所所・・加加入入者者情情報報（（加加入入者者番番号号・・氏氏名名はは必必要要にに応応じじてて複複数数記記載載可可））

① ②

③

④

⑤

３３　　備備考考

【【注注意意事事項項】】

1 必要事項を記入し、従事者共済会まで郵送またはＦＡＸ（０３-５２８３-６９９７）にて送付してください。

2

3

4

従事者共済会からの送付は原則として郵送です。

掛金・貸付金返還金請求書

法人名

代表者

掛金・貸付金返還金請求明細書

担当者名

従従事事者者共共済済会会　　再再発発行行依依頼頼書書

電話番号

対象年月 （　　　　年　　　月分）

加入者名　

加入者番号　

共済会システムでの発行期間を過ぎたため、帳票の印刷・郵送を希望します。

大幅に期間を遡っての帳票印刷は、対応できかねる場合があります。ご了承ください。

なお、請求書等の帳票は、共済会システムから２年間出力することができます。出力できる期間について
は、共済会システムから出力してください。

加入承認書 氏名等変更承認書

給付内訳兼結果通知書加入継続承認書

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

契約者の累計額証明書・累計額内訳書

標準給与月額変更決定通知書

施設番号　 施設名　

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202512>
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

１　送付希望方法（いずれかに〇をしてください）

① 郵送を希望します

② ＦＡＸ送付を希望します

２　送付希望先（いずれかに〇をし、②の場合は施設情報を記載してください）

① 法人本部への送付を希望します

② 下記の施設・団体への送付を希望します

３　ＩＤ情報
再発行を依頼するＩＤについて、把握している情報を記入してください。
不明な箇所は空欄としてください。

４　備考

【記入の仕方】

1

2

従従事事者者共共済済会会　　共共済済会会シシスステテムム  ＩＩＤＤ・・パパススワワーードド再再発発行行依依頼頼書書

法人名

従事者共済会からＩＤ・パスワードを送付する宛先は、法人本部、もしくは従事者共済会と契約している施
設・団体とします。

ＩＤ ＩＤ権限（〇をつける）

①管理者ＩＤ
②担当者ＩＤ
③閲覧ＩＤ

必要事項を記入し、法人代表者印を押印し、従事者共済会へＦＡＸ（０３－５２８３－６９９７）してくださ
い。本書の郵送は不要です。

施設番号

システム登録の担当者名

施設・団体名称

法人代表者

担当者名

電話番号

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509>

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　宛

１１　　再再発発行行書書類類名名（（該該当当書書類類にに〇〇ををつつけけててくくだだささいい））

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨

２２　　該該当当事事業業所所・・加加入入者者情情報報（（加加入入者者番番号号・・氏氏名名はは必必要要にに応応じじてて複複数数記記載載可可））

① ②

③

④

⑤

３３　　備備考考

【【注注意意事事項項】】

1 必要事項を記入し、従事者共済会まで郵送またはＦＡＸ（０３-５２８３-６９９７）にて送付してください。

2

3

4

従事者共済会からの送付は原則として郵送です。

掛金・貸付金返還金請求書

法人名

代表者

掛金・貸付金返還金請求明細書

担当者名

従従事事者者共共済済会会　　再再発発行行依依頼頼書書

電話番号

対象年月 （　　　　年　　　月分）

加入者名　

加入者番号　

共済会システムでの発行期間を過ぎたため、帳票の印刷・郵送を希望します。

大幅に期間を遡っての帳票印刷は、対応できかねる場合があります。ご了承ください。

なお、請求書等の帳票は、共済会システムから２年間出力することができます。出力できる期間について
は、共済会システムから出力してください。

加入承認書 氏名等変更承認書

給付内訳兼結果通知書加入継続承認書

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

契約者の累計額証明書・累計額内訳書

標準給与月額変更決定通知書

施設番号　 施設名　

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202512>
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【注意事項】
１ 承認後の届出を訂正する様式です。本書は紙申請での受付となります。
２

３ 訂正内容を具体的に記入してください。
４

５

６ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※加入届の算定基礎額は訂正期間が２か月間のため、届出承認月によっては、
　上記対応ができかねる場合があります。事前にご相談ください。

訂正届出コード

訂正届出
コード

訂正事項 誤 正

その他

２

１

休職届

５

４

６

３

加入届

退会届

７

法人内異動届

復職届

法人間転入届

従従事事者者共共済済会会　　訂訂正正願願

法人名   

施設番号

法人代表者

　下記のとおり、届出の訂正をお願いいたします。なお、この訂正については加入者も了承済みです。

加入者番号 加入者氏名

掛金に関わる訂正（算定基礎額、加入月等）の受付は、届け出た月の締切日を基準
に２か月以内です。加入日が７月・８月・９月１日の加入届の算定基礎額を訂正し
た場合、１０月以降の標準給与月額も訂正されます。

法人代表者印を押印し、本書（原本）のみ提出してください。訂正する届出の添付
は不要です。

加入者の氏名、職種、性別、就職年月日は共済会システムから「氏名等変更届」に
より訂正することができます。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【作成にあたってのご注意】
１ 承認後の届出を取消する様式です。本書は紙申請での受付となります。
２

３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会　　取取消消願願

取消理由

法人名   

施設番号

加入者氏名

法人代表者

　下記のとおり、届出の取消をお願いいたします。なお、この取消については加入者も了承済みです。

５

４

その他

休職届

退会届

法人内異動届

加入者番号

２

取消届出コード

取消届出
コード

復職届

６

３

１ 法人間転出届（転職）
※法人間転出・転入　不成立時法人代表者印を押印し、本書（原本）のみ提出してください。取消する届

出の添付は不要です。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会202509〉
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【注意事項】
１ 承認後の届出を訂正する様式です。本書は紙申請での受付となります。
２

３ 訂正内容を具体的に記入してください。
４

５

６ 提出の際は、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

※加入届の算定基礎額は訂正期間が２か月間のため、届出承認月によっては、
　上記対応ができかねる場合があります。事前にご相談ください。

訂正届出コード

訂正届出
コード

訂正事項 誤 正

その他

２

１

休職届

５

４

６

３

加入届

退会届

７

法人内異動届

復職届

法人間転入届

従従事事者者共共済済会会　　訂訂正正願願

法人名   

施設番号

法人代表者

　下記のとおり、届出の訂正をお願いいたします。なお、この訂正については加入者も了承済みです。

加入者番号 加入者氏名

掛金に関わる訂正（算定基礎額、加入月等）の受付は、届け出た月の締切日を基準
に２か月以内です。加入日が７月・８月・９月１日の加入届の算定基礎額を訂正し
た場合、１０月以降の標準給与月額も訂正されます。

法人代表者印を押印し、本書（原本）のみ提出してください。訂正する届出の添付
は不要です。

加入者の氏名、職種、性別、就職年月日は共済会システムから「氏名等変更届」に
より訂正することができます。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【作成にあたってのご注意】
１ 承認後の届出を取消する様式です。本書は紙申請での受付となります。
２

３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会　　取取消消願願

取消理由

法人名   

施設番号

加入者氏名

法人代表者

　下記のとおり、届出の取消をお願いいたします。なお、この取消については加入者も了承済みです。

５

４

その他

休職届

退会届

法人内異動届

加入者番号

２

取消届出コード

取消届出
コード

復職届

６

３

１ 法人間転出届（転職）
※法人間転出・転入　不成立時法人代表者印を押印し、本書（原本）のみ提出してください。取消する届

出の添付は不要です。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会202509〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日

算定基礎額（給与月額）

年 月 日
円

※諸手当を含めない基本給を記入してください

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 施設・団体の担当者が、加入者情報（上段）を記入してください。
３

４ 加入者が加入の同意をした証として、加入者同意欄に署名をしてもらってください。 03
５ 04

05 医師
６ 06

07
７ 08

10

百万 十万 万

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

  

施設番号

施設長(理事長、常務理事、副施
設長等)
指導員、介護支援専門員(支援
員、相談員等)

01

02

保育士

職種コード

十 一

☆東社協記入欄
(加入者番号)

加入者氏名
（自署）

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

ﾌﾘｶﾞﾅ

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額
等の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に
利用させていただくことがあります。

性別
百

職種コード

１１

千

就職年月日
 （西暦）

就職年月日は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載されます。正しく記入し
てください。

施設・団体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入する
までとします。

加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡しくださ
い。

その他

09

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

看護師(准看護師、保健師)
調理関係(調理員、栄養士)
事務員(事務長)
医療技術員(理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、臨床検査技師)

本書を作成後、法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で
保管してください。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日

算定基礎額（給与月額）

年 月 日
円

※諸手当を含めない基本給を記入してください

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 施設・団体の担当者が、加入者情報（上段）を記入してください。
３

４ 加入者が加入の同意をした証として、加入者同意欄に署名をしてもらってください。 03
５ 04

05 医師
６ 06

07
７ 08

10

施設・団体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入する
までとします。

加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡しくださ
い。 医療技術員(理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、臨床検査技師)

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

就職年月日は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載されます。正しく記入し
てください。

本書を作成後、法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で
保管してください。

百万

2 0

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

  社会福祉法人　お茶の水福祉会

05678

理事長　山田　花子

０３－３２３５－△△△△

○

　○○保育園

○

佐藤　○○子

20○○

施設番号

職種コード

0 0

☆東社協記入欄
(加入者番号)

加入者氏名
（自署）

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

１９７９

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額
等の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に
利用させていただくことがあります。

９ ２ 0

ﾌﾘｶﾞﾅ

施設長(理事長、常務理事、副施
設長等)
指導員、介護支援専門員(支援
員、相談員等)

01

02

保育士

職種コード

3女

４ １１

0

４ １５

性別

就職年月日
 （西暦） 20△△20△△

その他

09

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

看護師(准看護師、保健師)
調理関係(調理員、栄養士)
事務員(事務長)

諸諸手手当当をを含含めめなないい給給与与月月額額

（（基基本本給給））をを記記入入。。

印

記 入 例

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日

算定基礎額（給与月額）

年 月 日
円

※諸手当を含めない基本給を記入してください

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 施設・団体の担当者が、加入者情報（上段）を記入してください。
３

４ 加入者が加入の同意をした証として、加入者同意欄に署名をしてもらってください。 03
５ 04

05 医師
６ 06

07
７ 08

10

百万 十万 万

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

  

施設番号

施設長(理事長、常務理事、副施
設長等)
指導員、介護支援専門員(支援
員、相談員等)

01

02

保育士

職種コード

十 一

☆東社協記入欄
(加入者番号)

加入者氏名
（自署）

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

ﾌﾘｶﾞﾅ

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額
等の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に
利用させていただくことがあります。

性別
百

職種コード

１１

千

就職年月日
 （西暦）

就職年月日は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載されます。正しく記入し
てください。

施設・団体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入する
までとします。

加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡しくださ
い。

その他

09

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

看護師(准看護師、保健師)
調理関係(調理員、栄養士)
事務員(事務長)
医療技術員(理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、臨床検査技師)

本書を作成後、法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で
保管してください。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

加入希望者からの委任を受け、下記職員の 法人名
東京都社会福祉協議会従事者共済会への加入を申請します。

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日

算定基礎額（給与月額）

年 月 日
円

※諸手当を含めない基本給を記入してください

※太枠内は加入者本人が記入すること

加加入入者者同同意意欄欄

＜個人情報の取り扱いについて＞
加入者及び施設･団体から、加入申込時並びに加入後にいただく個人情報は、以下の目的のために利用させていただきます。
＊ 加入者データの登録処理
＊ 改姓等による氏名変更、休職･復職、契約施設･団体間での転出･転入があった場合の加入者データの修正･変更事務
＊ 標準給与月額の変更手続き
＊ 退職共済金の計算や、給付に必要とされる事務処理
＊ (加入者が貸付事業を利用される場合)貸付決定に際しての判断や必要な事務処理

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 施設・団体の担当者が、加入者情報（上段）を記入してください。
３

４ 加入者が加入の同意をした証として、加入者同意欄に署名をしてもらってください。 03
５ 04

05 医師
６ 06

07
７ 08

10

施設・団体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入する
までとします。

加入手続き完了後、共済会システムより加入承認書を出力し、加入者にお渡しくださ
い。 医療技術員(理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、臨床検査技師)

加入日
(西暦)

生年月日
(西暦)

就職年月日は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」に記載されます。正しく記入し
てください。

本書を作成後、法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で
保管してください。

百万

2 0

従従事事者者共共済済会会　　加加入入申申込込書書

  社会福祉法人　お茶の水福祉会

05678

理事長　山田　花子

０３－３２３５－△△△△

○

　○○保育園

○

佐藤　○○子

20○○

施設番号

職種コード

0 0

☆東社協記入欄
(加入者番号)

加入者氏名
（自署）

私は従事者共済会「重要事項説明書」の説明または交付を受け、従事者共済会規程について承諾しましたので、
加入を申し込みます。申請手続きは、法人に委任します。

１９７９

なお、従事者共済会から、施設等に対して、事務処理上必要となる各種届出に関する承認内容、退職共済金の給付額、貸付金額
等の情報を提供いたします。また、個人が特定できない統計情報については、東京都社会福祉協議会における経営支援業務等に
利用させていただくことがあります。

９ ２ 0

ﾌﾘｶﾞﾅ

施設長(理事長、常務理事、副施
設長等)
指導員、介護支援専門員(支援
員、相談員等)

01

02

保育士

職種コード

3女

４ １１

0

４ １５

性別

就職年月日
 （西暦） 20△△20△△

その他

09

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

看護師(准看護師、保健師)
調理関係(調理員、栄養士)
事務員(事務長)

諸諸手手当当をを含含めめなないい給給与与月月額額

（（基基本本給給））をを記記入入。。

印

記 入 例

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

　 (印)
※細枠内は転出元施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

　 (印)
※太枠内は転入先施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

※細枠内は転出元施設が記入 ※太枠内は転入先施設が記入

年 月 日 年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること
加入者同意欄

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。 01
２ 02

03
３ 04

05
06
07
08

４

５ 10

調理関係(調理員、栄養士)

事務員(事務長)

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師)

その他

職種コード

09

「転出元施設・団体」が加入者情報を記入し、法人代表者印を押印の上、「転入先施設・
団体」へ送付してください。

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書
（原本）が転入先施設・団体から従事者共済会に提出されている必要があります。

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申請手
続きは、法人に委任します。

加入者氏名
（自署）

法人間転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力し、加入者に
お渡しください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

「転入先施設・団体」は、必要事項を記入し、加入者が加入継続の同意をした証として、
加入者同意欄に署名をしてもらってください。その上で、法人代表者印を押印し、本書を
２部コピーしてください。本書（原本）を提出し、コピーを保管してください。施設・団
体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入するまでとしま
す。さらに、転出元施設・団体にもコピー１部を送付してください。

施設長(理事長、常務理事、副施設長等)

指導員、介護支援専門員(支援員、相談員等)

保育士

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

医師

看護師(准看護師、保健師)

　加入者からの委任を受け、下記職員の東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を連名で申請します。

転出日
(西暦)

職種
コード

１１末末

加入者氏名
職種

コード
加入者番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

法人代表者

法人名

法人代表者

施設番号

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転出出・・転転入入申申込込書書

法人名

貸付
有無

転入日
(西暦)

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

　 (印)
※細枠内は転出元施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

　 (印)
※太枠内は転入先施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

※細枠内は転出元施設が記入 ※太枠内は転入先施設が記入

年 月 日 年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること
加入者同意欄

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。 01
２ 02

03
３ 04

05
06
07
08

４

５ 10

調理関係(調理員、栄養士)

事務員(事務長)

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師)

その他

職種コード

09

「転出元施設・団体」が加入者情報を記入し、法人代表者印を押印の上、「転入先施設・
団体」へ送付してください。

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書
（原本）が転入先施設・団体から従事者共済会に提出されている必要があります。

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申請手
続きは、法人に委任します。

加入者氏名
（自署）

法人間転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力し、加入者に
お渡しください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

「転入先施設・団体」は、必要事項を記入し、加入者が加入継続の同意をした証として、
加入者同意欄に署名をしてもらってください。その上で、法人代表者印を押印し、本書を
２部コピーしてください。本書（原本）を提出し、コピーを保管してください。施設・団
体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入するまでとしま
す。さらに、転出元施設・団体にもコピー１部を送付してください。

施設長(理事長、常務理事、副施設長等)

指導員、介護支援専門員(支援員、相談員等)

保育士

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

医師

看護師(准看護師、保健師)

　加入者からの委任を受け、下記職員の東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を連名で申請します。

転出日
(西暦)

職種
コード

３

１１４末末

蓮田　奈々

加入者氏名
職種

コード

１

２０△△ ３

123456

加入者番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

法人代表者

　△△保育園

法人名 社会福祉法人　新宿福祉会

法人代表者

理事長　山田　花子

理事長　共済　太郎

施設番号

０５４３２ 共済　花子

０３－１１１１－△△△△

施設番号

05678 佐藤　○○子

０３－３２３５－××××　○○保育園

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転出出・・転転入入申申込込書書

○ ○

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

20○○

無

ハスダ　ナナ

貸付
有無

２０△△転入日
(西暦)

記 入 例

転転入入先先施施設設ににおおいいてて「「標標準準給給与与月月額額」」「「掛掛金金額額」」のの確確認認がが必必要要なな場場合合はは、、

従従事事者者共共済済会会ままででおお問問合合せせくくだだささいい。。

転転入入先先施施設設でで職職種種がが変変わわるる

場場合合ははごご記記入入くくだだささいい。。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

　 (印)
※細枠内は転出元施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

　 (印)
※太枠内は転入先施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

※細枠内は転出元施設が記入 ※太枠内は転入先施設が記入

年 月 日 年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること
加入者同意欄

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。 01
２ 02

03
３ 04

05
06
07
08

４

５ 10

調理関係(調理員、栄養士)

事務員(事務長)

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師)

その他

職種コード

09

「転出元施設・団体」が加入者情報を記入し、法人代表者印を押印の上、「転入先施設・
団体」へ送付してください。

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書
（原本）が転入先施設・団体から従事者共済会に提出されている必要があります。

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申請手
続きは、法人に委任します。

加入者氏名
（自署）

法人間転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力し、加入者に
お渡しください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

「転入先施設・団体」は、必要事項を記入し、加入者が加入継続の同意をした証として、
加入者同意欄に署名をしてもらってください。その上で、法人代表者印を押印し、本書を
２部コピーしてください。本書（原本）を提出し、コピーを保管してください。施設・団
体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入するまでとしま
す。さらに、転出元施設・団体にもコピー１部を送付してください。

施設長(理事長、常務理事、副施設長等)

指導員、介護支援専門員(支援員、相談員等)

保育士

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

医師

看護師(准看護師、保健師)

　加入者からの委任を受け、下記職員の東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を連名で申請します。

転出日
(西暦)

職種
コード

１１末末

加入者氏名
職種

コード
加入者番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

法人代表者

法人名

法人代表者

施設番号

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転出出・・転転入入申申込込書書

法人名

貸付
有無

転入日
(西暦)

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

　 (印)
※細枠内は転出元施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

　 (印)
※太枠内は転入先施設が記入

＜問合せ先＞

担当者
施設･団体名称

電　話

※細枠内は転出元施設が記入 ※太枠内は転入先施設が記入

年 月 日 年 月 日

※太枠内は加入者本人が記入すること
加入者同意欄

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。 01
２ 02

03
３ 04

05
06
07
08

４

５ 10

調理関係(調理員、栄養士)

事務員(事務長)

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師)

その他

職種コード

09

「転出元施設・団体」が加入者情報を記入し、法人代表者印を押印の上、「転入先施設・
団体」へ送付してください。

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書
（原本）が転入先施設・団体から従事者共済会に提出されている必要があります。

私は加入時に従事者共済会規程を承諾して加入しており、このたび転出・転入による加入継続を申し込みます。申請手
続きは、法人に委任します。

加入者氏名
（自署）

法人間転出・転入手続き完了後、共済会システムより加入継続承認書を出力し、加入者に
お渡しください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

「転入先施設・団体」は、必要事項を記入し、加入者が加入継続の同意をした証として、
加入者同意欄に署名をしてもらってください。その上で、法人代表者印を押印し、本書を
２部コピーしてください。本書（原本）を提出し、コピーを保管してください。施設・団
体での保管は、加入者が従事者共済会を退会、または他法人へ転出・転入するまでとしま
す。さらに、転出元施設・団体にもコピー１部を送付してください。

施設長(理事長、常務理事、副施設長等)

指導員、介護支援専門員(支援員、相談員等)

保育士

介護職、ヘルパー(ケアワーカー)

医師

看護師(准看護師、保健師)

　加入者からの委任を受け、下記職員の東京都社会福祉協議会従事者共済会の加入継続を連名で申請します。

転出日
(西暦)

職種
コード

３

１１４末末

蓮田　奈々

加入者氏名
職種

コード

１

２０△△ ３

123456

加入者番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

法人代表者

　△△保育園

法人名 社会福祉法人　新宿福祉会

法人代表者

理事長　山田　花子

理事長　共済　太郎

施設番号

０５４３２ 共済　花子

０３－１１１１－△△△△

施設番号

05678 佐藤　○○子

０３－３２３５－××××　○○保育園

従従事事者者共共済済会会　　法法人人間間転転出出・・転転入入申申込込書書

○ ○

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

20○○

無

ハスダ　ナナ

貸付
有無

２０△△転入日
(西暦)

記 入 例

転転入入先先施施設設ににおおいいてて「「標標準準給給与与月月額額」」「「掛掛金金額額」」のの確確認認がが必必要要なな場場合合はは、、

従従事事者者共共済済会会ままででおお問問合合せせくくだだささいい。。

転転入入先先施施設設でで職職種種がが変変わわるる

場場合合ははごご記記入入くくだだささいい。。
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日
　

【注意事項】
１
２

３
４
５ 貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書（原

本）が従事者共済会に提出されている必要があります。間に合わない場合、貸付金返還金は転
出元施設・団体に請求されますので、法人内でご調整ください。

法人内異動に伴い、職種に変更があった場合のみ、職種コードをご記入ください。

油性の黒ボールペン等で記入してください。

法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを転出元施設で保管してください。

転出日
(西暦)

加入者氏名 貸付有無 転入施設番号加入者番号

法人名

法人代表者

　

従従事事者者共共済済会会　　法法人人内内異異動動申申込込書書

０９
医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

１０ その他

０７
調理関係

(調理員、栄養士)

事務員(事務長)０８

０２
指導員、介護支援専門員

(支援員、相談員等)

０６
看護師
(准看護師、保健師)

０３

０４
介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

０５ 医師

保育士

施設番号

下記職員の法人内異動を申請します。

１１末末
転入日
(西暦)

転入施設・団体名称 職種コード

職種コード

０１
施設長
(理事長、常務理事、副施設長等)本書は転出元施設・団体が作成してください。届出内容に不備等があった場合、従事者共済会

は転出元施設・団体に確認します。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日
　

【注意事項】
１
２

３
４
５

職種コード

０１

△△保育園

△△保育園

△△保育園１２３４５ 03

施設長
(理事長、常務理事、副施設長等)本書は転出元施設・団体が作成してください。届出内容に不備等があった場合、従事者共済会

は転出元施設・団体に確認します。

転入施設・団体名称 職種コード

４

03

03

下記職員の法人内異動を申請します。

20△△３ １１末末
転入日
(西暦)

施設番号

05678

０３－３２３５－△△△△  ○○保育園

佐藤　○○子

０２
指導員、介護支援専門員

(支援員、相談員等)

０６
看護師
(准看護師、保健師)

０３

０４
介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

０５ 医師

保育士

０９
医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

１０ その他

０７
調理関係

(調理員、栄養士)

事務員(事務長)０８

従従事事者者共共済済会会　　法法人人内内異異動動申申込込書書

○ ○20○○

法人名  社会福祉法人　お茶の水福祉会

法人代表者理事長　山田　花子
　

転出日
(西暦) 20△△

１２３８００

加入者氏名

蓮田　奈々

柏　優子

古屋　雅子

貸付有無

無

転入施設番号加入者番号

無

無

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書（原
本）が従事者共済会に提出されている必要があります。間に合わない場合、貸付金返還金は転
出元施設・団体に請求されますので、法人内でご調整ください。

１２３４５６

１２３５００

１２３４５

１２３４５

法人内異動に伴い、職種に変更があった場合のみ、職種コードをご記入ください。

油性の黒ボールペン等で記入してください。

法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを転出元施設で保管してください。

印

記 入 例
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日
　

【注意事項】
１
２

３
４
５ 貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書（原

本）が従事者共済会に提出されている必要があります。間に合わない場合、貸付金返還金は転
出元施設・団体に請求されますので、法人内でご調整ください。

法人内異動に伴い、職種に変更があった場合のみ、職種コードをご記入ください。

油性の黒ボールペン等で記入してください。

法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを転出元施設で保管してください。

転出日
(西暦)

加入者氏名 貸付有無 転入施設番号加入者番号

法人名

法人代表者

　

従従事事者者共共済済会会　　法法人人内内異異動動申申込込書書

０９
医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

１０ その他

０７
調理関係

(調理員、栄養士)

事務員(事務長)０８

０２
指導員、介護支援専門員

(支援員、相談員等)

０６
看護師
(准看護師、保健師)

０３

０４
介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

０５ 医師

保育士

施設番号

下記職員の法人内異動を申請します。

１１末末
転入日
(西暦)

転入施設・団体名称 職種コード

職種コード

０１
施設長
(理事長、常務理事、副施設長等)本書は転出元施設・団体が作成してください。届出内容に不備等があった場合、従事者共済会

は転出元施設・団体に確認します。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日 年 月 日
　

【注意事項】
１
２

３
４
５

職種コード

０１

△△保育園

△△保育園

△△保育園１２３４５ 03

施設長
(理事長、常務理事、副施設長等)本書は転出元施設・団体が作成してください。届出内容に不備等があった場合、従事者共済会

は転出元施設・団体に確認します。

転入施設・団体名称 職種コード

４

03

03

下記職員の法人内異動を申請します。

20△△３ １１末末
転入日
(西暦)

施設番号

05678

０３－３２３５－△△△△  ○○保育園

佐藤　○○子

０２
指導員、介護支援専門員

(支援員、相談員等)

０６
看護師
(准看護師、保健師)

０３

０４
介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

０５ 医師

保育士

０９
医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

１０ その他

０７
調理関係

(調理員、栄養士)

事務員(事務長)０８

従従事事者者共共済済会会　　法法人人内内異異動動申申込込書書

○ ○20○○

法人名  社会福祉法人　お茶の水福祉会

法人代表者理事長　山田　花子
　

転出日
(西暦) 20△△

１２３８００

加入者氏名

蓮田　奈々

柏　優子

古屋　雅子

貸付有無

無

転入施設番号加入者番号

無

無

貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。転入月10日までに本書（原
本）が従事者共済会に提出されている必要があります。間に合わない場合、貸付金返還金は転
出元施設・団体に請求されますので、法人内でご調整ください。

１２３４５６

１２３５００

１２３４５

１２３４５

法人内異動に伴い、職種に変更があった場合のみ、職種コードをご記入ください。

油性の黒ボールペン等で記入してください。

法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出し、コピーを転出元施設で保管してください。

印

記 入 例
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

法人名

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

電　話

【注意事項】
１ 氏名、職種、性別の変更や就職年月日の訂正や変更が生じた場合に提出してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

看護師

(准看護師、保健師)

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　氏氏名名等等変変更更届届

　以下のとおり、職員の氏名等の変更を届け出ます。

加入者番号 加入者氏名 変更後の氏名
職種

コード

施設･団体名称

ﾌﾘｶﾞﾅ

調理関係
(調理員、栄養士)

氏名、職種以外の変更

職種コード

０６

０７

０４

０５

施設長

(理事長、常務理事、副施設長等)
指導員、介護支援専門員
(支援員、相談員等)

保育士

介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

医師

０１

０２

０３ ０８

０９

１０

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師)

事務員(事務長)

その他

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

法人名

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

電　話

【注意事項】
１ 氏名、職種、性別の変更や就職年月日の訂正や変更が生じた場合に提出してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

看護師

(准看護師、保健師)

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

○

05678

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　氏氏名名等等変変更更届届

理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

○20○○

１２３４５６ 蓮田　奈々

佐藤　○○子

０３－３２３５－△△△△

　以下のとおり、職員の氏名等の変更を届け出ます。

加入者番号 加入者氏名 変更後の氏名

坂本　奈々

職種
コード

03

  ○○保育園

施設･団体名称

ﾌﾘｶﾞﾅ サカモト　ナナ

調理関係
(調理員、栄養士)

氏名、職種以外の変更

職種コード

０６

０７

０４

０５

施設長

(理事長、常務理事、副施設長等)
指導員、介護支援専門員
(支援員、相談員等)

保育士

介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

医師

０１

０２

０３ ０８

０９

１０

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師)

事務員(事務長)

その他

印

記入例
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

法人名

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

電　話

【注意事項】
１ 氏名、職種、性別の変更や就職年月日の訂正や変更が生じた場合に提出してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

看護師

(准看護師、保健師)

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　氏氏名名等等変変更更届届

　以下のとおり、職員の氏名等の変更を届け出ます。

加入者番号 加入者氏名 変更後の氏名
職種

コード

施設･団体名称

ﾌﾘｶﾞﾅ

調理関係
(調理員、栄養士)

氏名、職種以外の変更

職種コード

０６

０７

０４

０５

施設長

(理事長、常務理事、副施設長等)
指導員、介護支援専門員
(支援員、相談員等)

保育士

介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

医師

０１

０２

０３ ０８

０９

１０

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師)

事務員(事務長)

その他

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

法人名

法人代表者 (印)

＜問合せ先＞

担当者

電　話

【注意事項】
１ 氏名、職種、性別の変更や就職年月日の訂正や変更が生じた場合に提出してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

看護師

(准看護師、保健師)

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

○

05678

施設番号

従従事事者者共共済済会会　　氏氏名名等等変変更更届届

理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

○20○○

１２３４５６ 蓮田　奈々

佐藤　○○子

０３－３２３５－△△△△

　以下のとおり、職員の氏名等の変更を届け出ます。

加入者番号 加入者氏名 変更後の氏名

坂本　奈々

職種
コード

03

  ○○保育園

施設･団体名称

ﾌﾘｶﾞﾅ サカモト　ナナ

調理関係
(調理員、栄養士)

氏名、職種以外の変更

職種コード

０６

０７

０４

０５

施設長

(理事長、常務理事、副施設長等)
指導員、介護支援専門員
(支援員、相談員等)

保育士

介護職
ヘルパー(ケアワーカー)

医師

０１

０２

０３ ０８

０９

１０

医療技術員(理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士、臨床検査技師)

事務員(事務長)

その他

印

記入例
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

（いずれかを選択）

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 休職月から掛金の請求を停止し休職期間は退職共済金の算定期間から除かれます。
３ 休職者が貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。休職中であっても返済は継続します。

４ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

　下記のとおり、職員の休職を届け出ます。

1 2 3介護休業 病　気

加入者氏名

理
　
由

施設番号

その他

加入者番号

4

貸付
有無

産休・育休

従従事事者者共共済済会会　　休休職職届届

１１
休職開始日

(西暦)

法人代表者

法人名

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

【注意事項】
１ 復職に伴い、職種を変更する場合のみ、職種コードをご記入ください。
２ 復職月から掛金の請求が再開します。
３

従従事事者者共共済済会会　　復復職職届届

１１

法人名   

法人代表者

　下記のとおり、職員の復職を届け出ます。

施設番号

復職開始日
(西暦)

０１

(支援員、相談員等)

保育士

加入者番号 加入者氏名

職種コード

職 種
コード

法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを
施設・団体で保管してください。   

０８ 事務員(事務長)

０５

０４

(准看護師、保健師)

調理関係

施設長

看護師

０３

(理事長、常務理事、副施設長等)

０２
指導員、介護支援専門員

１０ その他

医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

介護職

ヘルパー(ケアワーカー)

０９

(調理員、栄養士)

医師

０６

０７

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

（いずれかを選択）

【注意事項】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 休職月から掛金の請求を停止し休職期間は退職共済金の算定期間から除かれます。
３ 休職者が貸付を受けている場合は、「貸付有無」欄に有とご記入ください。休職中であっても返済は継続します。

４ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

　下記のとおり、職員の休職を届け出ます。

1 2 3介護休業 病　気

加入者氏名

理
　
由

施設番号

その他

加入者番号

4

貸付
有無

産休・育休

従従事事者者共共済済会会　　休休職職届届

１１
休職開始日

(西暦)

法人代表者

法人名

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

【注意事項】
１ 復職に伴い、職種を変更する場合のみ、職種コードをご記入ください。
２ 復職月から掛金の請求が再開します。
３

従従事事者者共共済済会会　　復復職職届届

１１

法人名   

法人代表者

　下記のとおり、職員の復職を届け出ます。

施設番号

復職開始日
(西暦)

０１

(支援員、相談員等)

保育士

加入者番号 加入者氏名

職種コード

職 種
コード

法人代表者印を押印し、本書（原本）を従事者共済会に提出し、コピーを
施設・団体で保管してください。   

０８ 事務員(事務長)

０５

０４

(准看護師、保健師)

調理関係

施設長

看護師

０３

(理事長、常務理事、副施設長等)

０２
指導員、介護支援専門員

１０ その他

医療技術員
(理学療法士、作業療法士等)

介護職

ヘルパー(ケアワーカー)

０９

(調理員、栄養士)

医師

０６

０７

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202601〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

＊ ｢退職｣とは、普通退職のほか、死亡

退職、雇用形態の変更、解雇等を含
みます。

年 月 日
＊ ｢脱会｣とは、上記に当てはまらな

い退会のことで、脱会申請書の添付
が必要です。

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 退会区分「退職」「脱会」では大きな違いがあります。詳細は手引き等をご確認ください。

退会区分：退職

退会区分：脱会

３
４

転　　職
転　　居

月

月

月

月

出産・育児

退職後、従事者共済会と契約している施設へ転職される場合、加入期間が途切れなければ、加入期間
を通算することができます。その場合は、従事者共済会退会の手続きではなく、法人間転出・転入
（転職）の手続きをとってください。

１
２
３
４掛金納入期間が１２か月以上ある場合は、退職共済金が給付されます。本書（原本）とともに「退職

共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

遡及の提出はできません。退会月翌月10日までに「脱会申請書」を提出してください。掛金納入期間
が１２か月以上ある場合は、加入者負担分の掛金累計額のみ給付されます。本書（原本）とともに
「脱会申請書」「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要
です。

本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

定年退職
死　　亡

そ の 他

退会理由

月

加入者氏名

５
６
７
８
９

施設・団体都合
病　　気
結　　婚

退会理由

末末

　(どちらかを選択）

脱会退職退会日
(西暦)

加入者番号
フリガナ

最終掛金納入月

退
会
区
分

従従事事者者共共済済会会　　退退会会申申請請書書

法人名

施設番号

法人代表者

　東京都社会福祉協議会従事者共済会規程を承諾の上、下記のとおり、加入者の共済加入からの退会を申請します。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

＊ ｢退職｣とは、普通退職のほか、死亡

退職、雇用形態の変更、解雇等を含
みます。

年 月 日
＊ ｢脱会｣とは、上記に当てはまらな

い退会のことで、脱会申請書の添付
が必要です。

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 退会区分「退職」「脱会」では大きな違いがあります。詳細は手引き等をご確認ください。

退会区分：退職

退会区分：脱会

３
４

○○

従従事事者者共共済済会会　　退退会会申申請請書書

佐藤　○○子

法人名

05678

施設番号

法人代表者 理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

20○○

　東京都社会福祉協議会従事者共済会規程を承諾の上、下記のとおり、加入者の共済加入からの退会を申請します。

20△△

退会理由

　○○保育園

末末

　(どちらかを選択）

脱会退職退会日
(西暦)

加入者番号
フリガナ

０３-３２３５-△△△△

最終掛金納入月

３ 退
会
区
分

３８
月

加入者氏名

５
６
７
８
９

施設・団体都合
病　　気
結　　婚

定年退職
死　　亡

そ の 他

退会理由

退職後、従事者共済会と契約している施設へ転職される場合、加入期間が途切れなければ、加入期間
を通算することができます。その場合は、従事者共済会退会の手続きではなく、法人間転出・転入
（転職）の手続きをとってください。

１
２
３
４掛金納入期間が１２か月以上ある場合は、退職共済金が給付されます。本書（原本）とともに「退職

共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

遡及の提出はできません。退会月翌月10日までに「脱会申請書」を提出してください。掛金納入期間
が１２か月以上ある場合は、加入者負担分の掛金累計額のみ給付されます。本書（原本）とともに
「脱会申請書」「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要
です。

本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

123500
カシワ　ユウコ

柏　優子

転　　職
転　　居

月

月

月

月

出産・育児

印

記 入 例

＠＠月月途途中中のの退退職職のの場場合合、、退退職職前前月月、、退退

職職当当月月かからら選選択択ででききまますす。。

休休職職中中ののまままま退退会会すするる場場合合、、最最終終掛掛金金

納納入入月月はは、、休休職職前前のの最最後後のの掛掛金金納納入入月月

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

＊ ｢退職｣とは、普通退職のほか、死亡

退職、雇用形態の変更、解雇等を含
みます。

年 月 日
＊ ｢脱会｣とは、上記に当てはまらな

い退会のことで、脱会申請書の添付
が必要です。

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 退会区分「退職」「脱会」では大きな違いがあります。詳細は手引き等をご確認ください。

退会区分：退職

退会区分：脱会

３
４

転　　職
転　　居

月

月

月

月

出産・育児

退職後、従事者共済会と契約している施設へ転職される場合、加入期間が途切れなければ、加入期間
を通算することができます。その場合は、従事者共済会退会の手続きではなく、法人間転出・転入
（転職）の手続きをとってください。

１
２
３
４掛金納入期間が１２か月以上ある場合は、退職共済金が給付されます。本書（原本）とともに「退職

共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

遡及の提出はできません。退会月翌月10日までに「脱会申請書」を提出してください。掛金納入期間
が１２か月以上ある場合は、加入者負担分の掛金累計額のみ給付されます。本書（原本）とともに
「脱会申請書」「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要
です。

本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

定年退職
死　　亡

そ の 他

退会理由

月

加入者氏名

５
６
７
８
９

施設・団体都合
病　　気
結　　婚

退会理由

末末

　(どちらかを選択）

脱会退職退会日
(西暦)

加入者番号
フリガナ

最終掛金納入月

退
会
区
分

従従事事者者共共済済会会　　退退会会申申請請書書

法人名

施設番号

法人代表者

　東京都社会福祉協議会従事者共済会規程を承諾の上、下記のとおり、加入者の共済加入からの退会を申請します。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

＊ ｢退職｣とは、普通退職のほか、死亡

退職、雇用形態の変更、解雇等を含
みます。

年 月 日
＊ ｢脱会｣とは、上記に当てはまらな

い退会のことで、脱会申請書の添付
が必要です。

【【注注意意事事項項】】
１ 油性の黒ボールペン等で記入してください。
２ 退会区分「退職」「脱会」では大きな違いがあります。詳細は手引き等をご確認ください。

退会区分：退職

退会区分：脱会

３
４

○○

従従事事者者共共済済会会　　退退会会申申請請書書

佐藤　○○子

法人名

05678

施設番号

法人代表者 理事長　山田　花子

社会福祉法人　お茶の水福祉会

20○○

　東京都社会福祉協議会従事者共済会規程を承諾の上、下記のとおり、加入者の共済加入からの退会を申請します。

20△△

退会理由

　○○保育園

末末

　(どちらかを選択）

脱会退職退会日
(西暦)

加入者番号
フリガナ

０３-３２３５-△△△△

最終掛金納入月

３ 退
会
区
分

３８
月

加入者氏名

５
６
７
８
９

施設・団体都合
病　　気
結　　婚

定年退職
死　　亡

そ の 他

退会理由

退職後、従事者共済会と契約している施設へ転職される場合、加入期間が途切れなければ、加入期間
を通算することができます。その場合は、従事者共済会退会の手続きではなく、法人間転出・転入
（転職）の手続きをとってください。

１
２
３
４掛金納入期間が１２か月以上ある場合は、退職共済金が給付されます。本書（原本）とともに「退職

共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

遡及の提出はできません。退会月翌月10日までに「脱会申請書」を提出してください。掛金納入期間
が１２か月以上ある場合は、加入者負担分の掛金累計額のみ給付されます。本書（原本）とともに
「脱会申請書」「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要
です。

本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

123500
カシワ　ユウコ

柏　優子

転　　職
転　　居

月

月

月

月

出産・育児

印

記 入 例

＠＠月月途途中中のの退退職職のの場場合合、、退退職職前前月月、、退退

職職当当月月かからら選選択択ででききまますす。。

休休職職中中ののまままま退退会会すするる場場合合、、最最終終掛掛金金

納納入入月月はは、、休休職職前前のの最最後後のの掛掛金金納納入入月月
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

必ず退会日翌月10日までの提出が必要です。

３

加入者氏名

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

法人代表者

法人名

加入者番号

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

(印)

退会者印

脱会理由
 

退会者氏名
（自署）

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

必ず退会日翌月10日までの提出が必要です。

３

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

20○○

05678

法人代表者

○○

佐藤　○○子

法人名

理事長　山田　花子

０３-３２３５-△△△△

加入者番号

社会福祉法人　お茶の水福祉会

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

(印)

退会者印

　　柏　優子

脱会理由  　１年未満での退職が決まったため

退会者氏名
（自署）

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末

電　話

加入者氏名

　○○保育園

３ 123500 柏　優子無20△△

印

柏柏

記 入 例

脱脱会会はは遡遡及及手手続続ききははででききまませせんん。。

※共済会システムから退会届入力後、出力

された「脱会申請書」をご利用ください。

退会届の入力ができないなどにより、こち

らの様式をご利用の際には、必ず事前に事

務局にご連絡ください。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

103



年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称
電　話

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

必ず退会日翌月10日までの提出が必要です。

３

加入者氏名

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

法人代表者

法人名

加入者番号

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

(印)

退会者印

脱会理由
 

退会者氏名
（自署）

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

年 月 日

※太枠内は退会者本人が記入すること

【【注注意意事事項項】】

１ 退会者記入欄に退会者本人から脱会理由の記入、署名・捺印をしてもらってください。

２ 法人代表者印を押印後、本書（原本）を提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

必ず退会日翌月10日までの提出が必要です。

３

従従事事者者共共済済会会　　脱脱会会申申請請書書

　下記加入者の東京都社会福祉協議会従事者共済会からの脱会を承認し、申請します。

施設番号

貸付
有無

20○○

05678

法人代表者

○○

佐藤　○○子

法人名

理事長　山田　花子

０３-３２３５-△△△△

加入者番号

社会福祉法人　お茶の水福祉会

掛金納入期間が12か月以上ある場合、加入者負担分の掛金累計額のみ給付いたしますので、本書（原本）とともに法
人代表者印を押印した「退職共済金受給申請書」をご提出ください。

(印)

退会者印

　　柏　優子

脱会理由  　１年未満での退職が決まったため

退会者氏名
（自署）

＊「1年未満での退職が決まった」等、具体的にご記入ください。

退退会会者者記記入入欄欄

　私は、従事者共済会規程第18条（退職共済金）・第23条（退職共済金の額）の内容を理解し、下記のとおり脱会を申し込みます。

脱会月
(西暦) 末末

電　話

加入者氏名

　○○保育園

３ 123500 柏　優子無20△△

印

柏柏

記 入 例

脱脱会会はは遡遡及及手手続続ききははででききまませせんん。。

※共済会システムから退会届入力後、出力

された「脱会申請書」をご利用ください。

退会届の入力ができないなどにより、こち

らの様式をご利用の際には、必ず事前に事

務局にご連絡ください。
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一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒〒

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受給
者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

法人代表者 （印）

加入者氏名 退会年月日

年 月末日

担当者
アドレス

施設番号

※郵送提出の場合のみ押印

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名

↑

口座名義
（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

加入者番号

金融機関名

口座区分

金融機関
コード

口座番号
（右づめ）

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号

（旧姓 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

（続柄

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202601〉

一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒 -

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

施設番号

05678

加入者氏名 退会年月日加入者番号

20△△
年

3
月末日

佐藤　○○子

０３-３２３５-△△△△

20○○ ○ ○

※郵送提出の場合のみ押印

法人代表者 理事長　山田　花子

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

↑

カシワ　ユウコ
口座名義

（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

0 43 52

123500

金融機関名

口座区分

1

○○○

金融機関
コード

柏　優子

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号 090(1234)△△△△

（旧姓 桜田 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

123 1234

千代田区神田駿河台△-△-△△

（続柄

3

△△××

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受
給者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

6

21 2 3 4

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

口座番号
（右づめ） 1

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

柏　優子

記 入 例

印

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202601〉
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一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒〒

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受給
者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

法人代表者 （印）

加入者氏名 退会年月日

年 月末日

担当者
アドレス

施設番号

※郵送提出の場合のみ押印

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名

↑

口座名義
（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

加入者番号

金融機関名

口座区分

金融機関
コード

口座番号
（右づめ）

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号

（旧姓 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

（続柄

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202601〉

一部受給者（※）以外は、共済会システム受給申請で本書（PDF）をアップロード・保存【郵送・押印不要】
（※）死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方は、本書に法人代表者印を押印し、従事者共済会に郵送

年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

下記のとおり、退職共済金の受給を申請し、受給者に送金することを依頼します。
また、退職所得の受給に関する申告書を受給者より受領しました。

＜問合せ先＞

担当者

電話

※金融機関口座が空欄の場合は必ず記入すること
(いずれかを☑) (いずれかを☑)

銀　　行
信用金庫
組　　合

普通 当座 貯蓄

※太枠内は受給者本人が記入すること

　私は、上記のとおり従事者共済会を退会したので、上記口座への退職共済金の受給申請をいたします。

〒 -

　※遺族・相続人請求の場合のみ受取人氏名（自署）、住所、電話番号を上段に記入の上、押印ください。

【【注注意意事事項項】】
１ 施設・団体口座への振り込みが必要な場合は、あらかじめ「退職共済金送金先指定依頼書」の提出が必要です。
２

３ 外国人従事者など、口座名義がローマ字の場合は口座名義（ローマ字）にも記入してください。

４ 受給者本人記入内容については施設・団体においてもご確認ください。

５

６

７ 受給申請後、共済会システムより給付内訳兼結果通知書・源泉徴収票・特別徴収票を出力し、受給者にお渡しください。

施設番号

05678

加入者氏名 退会年月日加入者番号

20△△
年

3
月末日

佐藤　○○子

０３-３２３５-△△△△

20○○ ○ ○

※郵送提出の場合のみ押印

法人代表者 理事長　山田　花子

従従事事者者共共済済会会　　退退職職共共済済金金受受給給申申請請書書

法人名 社会福祉法人　お茶の水福祉会

↑

カシワ　ユウコ
口座名義

（カタカナ）

本　店
支　店
出張所

支店名

支店コード

0 43 52

123500

金融機関名

口座区分

1

○○○

金融機関
コード

柏　優子

死亡退職・脱会・貸付事業利用中の方の場合は、法人代表者印押印の上、その他必要書類とともに本書（原本）を従事者共済
会に提出し、コピーを施設・団体で保管してください。

受受給給者者同同意意欄欄

電話番号 090(1234)△△△△

（旧姓 桜田 ）

申請時の住所

受給者氏名
（自署）

　退職共済金の請求手続きは法人に委任します。また、退職所得の受給に関する申告書は、法人に提出済みです。

123 1234

千代田区神田駿河台△-△-△△

（続柄

3

△△××

受給者署名後、担当者が共済会システムにて受給申請を入力・保存する時にこの書類のPDFをアップロードしてください。受
給者が退職共済金を受給するまで、施設・団体で本書を保管してください。本書の従事者共済会への提出は不要です。

受給の同意をした証として、受給者本人から受給者同意欄に受給者氏名・住所・連絡先について、油性の黒のボールペン等で
署名してもらってください。

）

受取人印

（印）

6

21 2 3 4

口座名義
（ローマ字）

受取人氏名
（自署）

口座番号
（右づめ） 1

※外国人従事者など、口座名義がカタカナ表記でない場合はご記入ください。

柏　優子

記 入 例

印

<東京都社会福祉協議会 従事者共済会202601〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

故 氏の死亡当時（ 年 月 日）、次の項目に該当する者は下記のと
 おりです。

（該当する事項の□のいずれかに☑）

 いる

 いない

 いる

 いない

 いる

 いない

 不明

【注意事項】
１ 配偶者（事実上の婚姻関係であったものを含む）がいない時に記入してください。
２ 上から順番に、今回の申請者が該当する欄まで漏れなく記入してください。
３ この用紙に記入のない人が申請することはできません。

死亡退職者の扶養状況確認書

施設･団体名

(印)施設･団体長

区　　　　　　　　分

生
計
維
持
関
係
あ
り

生
計
維
持
関
係
な
し

子･父母･孫･祖父母または兄弟姉妹で
死亡退職者の収入によって生計を維
持していた者

上記以外で、死亡退職者の収入に
よって生計を維持していた者

所得税の扶養
控除対象

医療保険
の扶養

続　柄氏　　　名

無 有 無

有

無 有 無

有 無 有 無

有

有

無 有 無

無有 無 有

有 無 有 無

有 無 有 無

有 無 有

有 無 有

無

有 無 有 無

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

死亡退職者と生計維持の関係に無い
子・父母・孫・祖父母または兄弟姉
妹

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

受 任 者

 請求および受け取りに関する権限を委任します。

年 月 日

委 任 者

※委任者が自署してください

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

住　所

氏　名
(印)

委任日

委　　　　任　　　　状

住　所

氏　名

私は、都合により上記の者を代理人と定め、従事者共済会規程に基づく退職共済金の

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202309〉
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

故 氏の死亡当時（ 年 月 日）、次の項目に該当する者は下記のと
 おりです。

（該当する事項の□のいずれかに☑）

 いる

 いない

 いる

 いない

 いる

 いない

 不明

【注意事項】
１ 配偶者（事実上の婚姻関係であったものを含む）がいない時に記入してください。
２ 上から順番に、今回の申請者が該当する欄まで漏れなく記入してください。
３ この用紙に記入のない人が申請することはできません。

死亡退職者の扶養状況確認書

施設･団体名

(印)施設･団体長

区　　　　　　　　分

生
計
維
持
関
係
あ
り

生
計
維
持
関
係
な
し

子･父母･孫･祖父母または兄弟姉妹で
死亡退職者の収入によって生計を維
持していた者

上記以外で、死亡退職者の収入に
よって生計を維持していた者

所得税の扶養
控除対象

医療保険
の扶養

続　柄氏　　　名

無 有 無

有

無 有 無

有 無 有 無

有

有

無 有 無

無有 無 有

有 無 有 無

有 無 有 無

有 無 有

有 無 有

無

有 無 有 無

無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

有 無

死亡退職者と生計維持の関係に無い
子・父母・孫・祖父母または兄弟姉
妹

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

受 任 者

 請求および受け取りに関する権限を委任します。

年 月 日

委 任 者

※委任者が自署してください

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

住　所

氏　名
(印)

委任日

委　　　　任　　　　状

住　所

氏　名

私は、都合により上記の者を代理人と定め、従事者共済会規程に基づく退職共済金の

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202309〉
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

年 月 日

【注意事項】
１ あらかじめ従事者共済会にご相談ください。
２
３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

加入者番号

退会年月日

帰国予定日

加入者氏名

末

従従事事者者共共済済会会　　外外国国人人従従事事者者のの退退職職にに伴伴うう早早期期送送金金依依頼頼書書

法人名   

施設番号

法人代表者

　下記のとおり、外国人従事者が退職に伴いすみやかに帰国するため、退職共済金を早期に送金するよう依
頼します。

送金予定日

東社協使用欄

　年　　　月　　　日

本書（原本）とともに「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉
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年 月 日
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

(印)

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

年 月 日

年 月 日

【注意事項】
１ あらかじめ従事者共済会にご相談ください。
２
３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

加入者番号

退会年月日

帰国予定日

加入者氏名

末

従従事事者者共共済済会会　　外外国国人人従従事事者者のの退退職職にに伴伴うう早早期期送送金金依依頼頼書書

法人名   

施設番号

法人代表者

　下記のとおり、外国人従事者が退職に伴いすみやかに帰国するため、退職共済金を早期に送金するよう依
頼します。

送金予定日

東社協使用欄

　年　　　月　　　日

本書（原本）とともに「退職共済金受給申請書」を提出してください。いずれも法人代表者印の押印が必要です。

〈東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509〉

枚目  ／ 枚中

社会福祉法人  東京都社会福祉協議会  会長  様

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

＜問合せ先＞

担当者

電話

法人名

法人代表者                          　　　　　 (印)

フ  リ  ガ  ナ
加  入  者  氏  名

【注意事項】
１ 手続きの遅れにより、改定更新画面に8月1日現在の加入者が表示されない場合にご利用ください。
２ この様式とともに「遡及届出」欄の該当する届出を○で囲んでください。
　（共済会システムもしくは様式にて届出を行ってください。）
３ 黒インクのボールペンで枠内にはっきりと記入してください。

従事者共済会  標準給与月額変更届

施設・団体名称

施設番号

加  入  者  番  号 算 定 基 礎 額
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

「標準給与月額変更届」 法人名
「従事者共済会標準給与月額変更決定通知書」
の算定基礎額に誤りがありましたので、
下記のとおり訂正願います。

法人代表者

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【【注注意意事事項項】】

１ 油性の黒ボールペン等で、枠内にはっきりと記入してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出してください。
３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会  標標準準給給与与月月額額訂訂正正願願

  

【【        年年1100月月】】

　　　　　　　　　　　　　 (印)

千 百 十 一

円

施設番号

算　定　基　礎　額（本俸月額）

百万 十万 万 千 百 十 一

円

円
万

百万 十万 万 十 一

円

百万 十万 十

千 百

円

千 百 一

加　入　者　番　号

百万 十万 万

十万 万百万

千 百 十 一

フリガナ

加　入　者　氏　名

＜東京都社会福祉協議会　従事者共済会202509＞
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年 月 日

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長　宛

「標準給与月額変更届」 法人名
「従事者共済会標準給与月額変更決定通知書」
の算定基礎額に誤りがありましたので、
下記のとおり訂正願います。

法人代表者

＜問合せ先＞

担当者

施設･団体名称

電　話

【【注注意意事事項項】】

１ 油性の黒ボールペン等で、枠内にはっきりと記入してください。
２ 法人代表者印を押印し、本書（原本）を提出してください。
３ 提出の際には、施設・団体用にコピーをとり、保管してください。

従従事事者者共共済済会会  標標準準給給与与月月額額訂訂正正願願

  

【【        年年1100月月】】

　　　　　　　　　　　　　 (印)

千 百 十 一

円

施設番号

算　定　基　礎　額（本俸月額）

百万 十万 万 千 百 十 一
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万
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加　入　者　番　号
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十万 万百万

千 百 十 一

フリガナ

加　入　者　氏　名

＜東京都社会福祉協議会　従事者共済会202509＞

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページから、貸付事業の申込書類になります。 

貸付希望の加入者がいる場合は、必ず従事者共済会貸付細則に加え、 

「貸付事業の利用を希望される方へ」「貸付事業利用時チェックリスト」を 

ご確認いただいた上で、事前に電話問い合わせください。 

 

１ 貸付金借受申込書 

２ 金銭消費貸借契約証書 

３ 貸付金返還に関わる依頼書 

４ 貸付残額の控除について（貸付時） 

５ 貸付残額の控除について（退職時） 

６ 緊急貸付申込書 
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（（
TT
EE
LL
��
��
－－
��
－－
２２
��
２２
２２
２２
２２
２２
））
  

��
��
��
��
��
��
��
－－
  
－－
  
 

施
設
・
団
体
長
 

 

 
給
与
担
当
者
 

確
 
認
 
印
 

 

 

上
記
の
と
お
り
申
込
み
ま
す
。
 

 

社
会
福
祉
法
人
 

東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
 
宛
 

 

印  鑑  登  録  証  明  書  添  付  欄  

※
5
5
万
円
以
上
申
込
み
の
場
合
の
み
添
付
 

 
<
東

京
都

社
会

福
祉

協
議

会
 

従
事

者
共

済
会

 
2
0
2
6
0
2
> 

�
 

��
  
  
  
��
  
��
  

（
 

申申
込込
理理
由由
、、
貸貸
付付
��
��
額額
、、
額額
、、
のの
返返
月月
のの
返返
還還
額額
、、
返返
還還

にに
��
いい
いい
てて
事事
にに
従従
にに
従従
事事
者者
共共
済済
会会
へへ
問問
いい
合合
わわ
せせ

記記
載載
日日
をを
��
��
記記
入入
記記
入入
すす

そそ
のの
他他
のの
場場
合合
はは
  

��
��
理理
由由
理理
由由
をを
記記
入入
すす

連連
帯帯
保保
証証
人人
がが
��
��
��

場場
合合
のの
みみ
記記
入入
すす
るる
  

申申
込込
金金
額額
にに
よよ
りり
、、
11
22
��
77
77
22
回回

（（
11
��
66
66
年年
））
をを
��
��
  

申申
込込
にに
��
しし
しし
てて
はは
、、
施施
設設
・・
団団
体体
長長
のの
同同
意意
をを
るる
  

※※
施施
設設
・・
団団
体体
長長
がが
申申
しし
込込
��
場場
場場
合合
はは
、、
法法
人人
��
者者
のの
同同
者者
のの
同同
意意
とと

印印
鑑鑑
登登
録録
証証
明明
書書
のの
左左
��
をを
をを
付付
��
付付
るる
  

本本
人人
印印
でで
はは
��
くく
くく
施施
設設
長長
印印
等等
をを
人人
印印
印印
すす
るる

※※
��
でで
すす
るる
すす
るる
場場
合合
��
��
でで
��
��
しし
、、
��
でで
印印
（（
借借
受受
しし
、、
のの
印印
とと
同同
印印
（（
借借
受受
人人
欄欄
のの

��
金金
金金
��
費費
貸貸
借借
費費
貸貸
借借
書書
��
のの
印印
証証
書書
印印
印印
のの
印印
とと
同同

記
 
入
 
例
 

��
��
保保
育育
保保
育育

114



 
 

 
 

 
 

金金
��

��
��

��
費費

貸貸
借借

証証
��

  

   �
 

�
 

�
 
 

 
費

受
人
 

 
 

 
 
 

 
 

は
、
�

�
�

�
�
�

�
者

�
�
会

�
�

�
�
�

�
�

�
を
�

�
�
�

�
、
�
会

�
�
�
�
金

と
し
�
 
 

 
 
 
 
 

 
�
を
費
受

�
ま
し
た
。

 

 �
 

�
 

�
 
 

 
�

�
�
費

受
金

は
、
�

�
�

�
�
�

�
に

�
�

す
�

�
金

と
し

�
、

�
�
�

�
用

�
に
は

�
用
し

ま
せ
ん
。

 

 �
 
�
 

�
 
 
 
費

受
金
�
�
�

は
、
費
受
�

金
に
�
す
�

年
�
 
 
 

 
�
�
�
�

で
�
�
し
た

�
と
し
ま
す

。
 

 �
 

�
 

�
 
 

 
費

受
人
は

、
�

会
に
�

し
、

費
受
金

を
 

 
 
 

年
 
 
月

 
�
日

�
�

 
 
 

 
年

 
 
月
 �

日

ま
で
に
 

 
 
回
で
返
還

し
、
�
�
�
�

に
�
�
�
�

�
金
金
�
�

返
還
�
に
�

�
�
返
還
�

�
�
に

�
り
�
月

�
日
�
り
�

会
�
�
�
す

�
�
法
に
�

り
�
�
い
ま

す
。
 

 �
 

�
 

�
 
 

 
�

�
�
号

�
い

�
�
�

に
�

�
す
�

�
�

�
�

�
た

と
き

は
、

�
会

に
�
�

�
�

�
�
を

�
し
�

い
で
費
受

人
は
�
�
に

�
�
�
�
�

を
�
い
、
�

�
に
�
会
�

�
�
す
�
�

日
ま
で
に
費

受
金
�
�

（
す
で
に

費
受
金
�
�

�
を
返
還
し

�
い
�
と
き

は
、
�
�
返
還

し
た
�
を
�

�
し
た
�
�

費
受
金
）

を
返
還
し

�
�
�
�
�

�
を
�
�
い

ま
す
。

 

 
�
�
�
 
�

�
�

�
�

�
�
�

�
�

�
に

�
�

し
た

と
き

。
 

 
�
�
�
 

�
��

�
に

�
�

す
�

費
受

金
�

返
還

�
�

�
�

�
�

�
を

�
回

で
�

�
�

し
た

と
き

。
 

 
�
�
�
 
�

�
�

、
�

�
�

、
�

�
�

行
、

�
保

�
�

行
�

�
�

�
�

し
�

は
�

�
�

�
を

受
�

、
ま

た
は
�
�

�
�
�
�
�

し
�
は
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
た
と

き
。
 

 
�
�
�
 
�

�
�

�
�

貸
借

ま
た

は
�

�
�

�
に

�
�

し
た

と
き

、
ま

た
は

信
用

を
�

し
�

�
�

す
�

�
�
�
�

�
た
と
き
。

 

�
 
費
受

人
は
�
�
�

�
号
に
�
�

す
�
�
�
�

�
�
た
と
き

は
、
�
�
に

�
�
し
ま
す

。
 

�
 

�
�

�
�

�
�

に
�

り
費

受
金

を
�

�
に

返
還

し
た

�
と

に
�

り
�

�
た

�
�

に
�

い
�

は
�

�
�
会
に

�
は
�
�
せ

ま
せ
ん
。

 

 �
 

�
 

�
 
 

 
費

受
人
�

�
�

所
�
す

�
団

体
を
�

�
し

、
ま

た
は

�
�

す
�

�
�

�
�
に

�
り

�
�
加

入
�
�

�
会
し
た

�
�
に
は
、

�
�
�
�
�

に
�
�
�
�

�
�
に
�
�

�
�
�
�
�

金
�
�
返
�

金
�
�
を

�
�
に
返

�
す
�
�
�
と
し
、
�
�
�
�
�

��
�
�
�
�
に
�
�
き
費
受
金
を
返
還
し
、
�
�
�
�

�
�
を
�
�
い
ま
す
。
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連

帯
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、
�
�
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借

�
�
�
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�
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、

費
受

人
�

�
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�
�
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�

�
�
に

�
い
�
連

帯
し
�
�
行

�
�
�
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�
ま
す
。
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�
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連

帯
保
証

人
は

、
�
�

貸
借

に
�
�

�
�

�
�

�
を

�
�

す
�

�
と

に
�
り

、
�

会
に
�

�
す
�

�
�
は
、

�
会
�
�
�

す
�
�
�
を

�
き
、
�
�

�
�
�
は
�

に
�
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に
�

す
�
�
�
�

�
�
に
�

行
し
ま
す

。
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�
�

�
�
�

�
�

�
�
�
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�

�
�

�
し

た
と

き
は

�
�
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�
連

帯
保

証
人
を

�
�

し
、
�
�

�
�
�
を
会

長
に
�
�
し

ま
す
。

 

 �
�

�
�

 
 
 

費
受

人
�
�

連
帯

保
証
人

は
、

�
会
�

�
�

し
た
と

き
は

、
�
�

で
�

�
証
人

に
�

�
し

�
�

�

貸
借
�
�
�
�
に
�
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�
�
�
�
に

�
�

�
行

�
�

�
�

�
�

�
証

�
�

�
�

に
�

�
�

�
�

き

を
と
り
ま

す
。
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�

�
�

 
 
 

�
会

�
�
�

�
保

�
�
は
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行

、
�
�

�
�

�
貸
借

に
�

し
�
�

し
た

�
用
は

す
�

�
費

受
人

�

は
連
帯
保

証
人
�
�
�

し
ま
す
。

 

 �
�

�
�

 
 
 

費
受

人
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�

連
帯

保
証
人

は
、
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�
�

�
�
�

�
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を
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�
�

�
た

と

き
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�
に
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す
。
 

 �
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費
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連

帯
保
証
人
は
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信
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を
�

ん
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、
�
�

に
�
�
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借

を
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ま

す
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貸
借
に
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に
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�
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に
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。
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�
�

貸
借
に

�
い
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�
�

�
�
�

た
と
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�
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�
�
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�
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す

�
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�
�
�
�

�
�
所
と
し

ま
す
。
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と
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借
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、
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�
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行
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�
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。
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東
京
都
社
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福
祉
協
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会
長
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福
祉

協
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従

事
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共
済
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費

受
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は
、
�

�
�

�
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�

�
者
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�
会
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�
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�
を
�

�
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�
、
�
会

�
�
�
�
金

と
し
�
 
 

 
 
 
 
 

 
�
を
費
受

�
ま
し
た
。
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�

�
�
費

受
金

は
、
�

�
�

�
�
�

�
に

�
�

す
�

�
金

と
し

�
、

�
�
�

�
用

�
に
は

�
用
し

ま
せ
ん
。

 

 �
 
�
 

�
 
 
 
費

受
金
�
�
�

は
、
費
受
�

金
に
�
す
�

年
�
 
 
 

 
�
�
�
�

で
�
�
し
た

�
と
し
ま
す

。
 

 �
 

�
 

�
 
 

 
費

受
人
は

、
�

会
に
�

し
、

費
受
金

を
 

 
 
 

年
 
 
月

 
�
日

�
�

 
 
 

 
年

 
 
月
 �

日

ま
で
に
 

 
 
回
で
返
還

し
、
�
�
�
�

に
�
�
�
�

�
金
金
�
�

返
還
�
に
�

�
�
返
還
�

�
�
に

�
り
�
月

�
日
�
り
�

会
�
�
�
す

�
�
法
に
�

り
�
�
い
ま

す
。
 

 �
 

�
 

�
 
 

 
�

�
�
号

�
い

�
�
�

に
�

�
す
�

�
�

�
�

�
た

と
き

は
、

�
会

に
�
�

�
�

�
�
を

�
し
�

い
で
費
受

人
は
�
�
に

�
�
�
�
�

を
�
い
、
�

�
に
�
会
�

�
�
す
�
�

日
ま
で
に
費

受
金
�
�

（
す
で
に

費
受
金
�
�

�
を
返
還
し

�
い
�
と
き

は
、
�
�
返
還

し
た
�
を
�

�
し
た
�
�

費
受
金
）

を
返
還
し

�
�
�
�
�

�
を
�
�
い

ま
す
。
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�
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�
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�
�

�
を

�
回

で
�

�
�

し
た

と
き

。
 

 
�
�
�
 
�

�
�

、
�

�
�

、
�

�
�

行
、

�
保

�
�

行
�

�
�

�
�

し
�

は
�

�
�

�
を

受
�

、
ま

た
は
�
�

�
�
�
�
�

し
�
は
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
た
と

き
。
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�
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�
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借
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た

は
�
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�
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�

し
た

と
き

、
ま

た
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用

を
�

し
�

�
�

す
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�
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た
と
き
。
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費
受
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は
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に
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�
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は
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し
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す

。
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受
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に
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に
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せ

ま
せ
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。
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費
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所
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す
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、
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�
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に
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�
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�
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返
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を

�
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、
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を
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。
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�
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。
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。

 

 �
�

�
�

 
 
 

費
受

人
�
�

連
帯

保
証
人

は
、

�
会
�

�
�

し
た
と

き
は

、
�
�

で
�

�
証
人

に
�

�
し

�
�

�

貸
借
�
�
�
�
に
�
い
�
�
�
�
�
に

�
�

�
行

�
�

�
�

�
�

�
証

�
�

�
�

に
�

�
�

�
�

き

を
と
り
ま

す
。
 

 �
�

�
�

 
 
 

�
会

�
�
�

�
保

�
�
は

�
行

、
�
�

�
�

�
貸
借

に
�

し
�
�

し
た

�
用
は

す
�

�
費

受
人

�

は
連
帯
保

証
人
�
�
�

し
ま
す
。

 

 �
�

�
�

 
 
 

費
受

人
�
�

連
帯

保
証
人

は
、

�
会
�

�
�

�
�
�

�
入

�
�
に

�
い

�
�
�

を
�

�
�

�
た

と

き
は
、
�

�
に
�
�
ま

す
。
 

 �
�

�
�

 
 
 
費

受
人
�
�
連

帯
保
証
人
は

、
信
�
を
�

ん
�
、
�
�

に
�
�
貸
借

を
�
行
し
ま

す
。
 

 �
�

�
�

 
 
 
�

�
貸
借
に
�

�
�
�
い
�

�
に
�
い
�

は
、
�
�
�

�
�
�
�
�

と
�
�
に
�

り
ま
す
。

 

 �
�

�
�

 
 
 

�
�

貸
借
に

�
い

�
、
�

�
�

�
�
�

た
と

き
は
、

�
会

�
�
た

�
�

�
所
�

所
�

�
を

�
�

す

�
�
�
所

を
�
�
�
�

�
�
所
と
し

ま
す
。

 

  
 
�
�

�
と
�
り
貸

借
し
、
�
�

�
�
�
行
す

�
た
�
に
�

�
証
�
を
�

�
し
、
�
会

に
�
し
入
�

ま
す
。

 

 
 
 
 

年
 
 
 
月

 
 
 
日

 

借
受

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
施

設
・

団
体

名
 

 
  

 
借

受
人

現
住

所
 

 
  

 
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

印
）

 

連
帯

保
証

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
施

設
・

団
体

名
 

 
 

 
連

帯
保

証
人

現
住

所
 

 
 

 
氏

名
 

 
（

印
）

 

連
帯

保
証

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
施

設
・

団
体

名
 

 
 

 
連

帯
保

証
人

現
住

所
 

 
 

 
氏

名
 

 
（

印
）

 
  
 
社
会

福
祉
法
人

 

 
 

 

�
 

 
�

 
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
 

�
�

�
�

�
�

 
 
 
�
�
�

�
 

�
�

�
�

�
�

 
 
 
�
�
�

�
 

�
�
�

�
�

�
�

 
�
��

�
�

�
 

�
�
�

�
�

�
�

 
�
��

�
�

�
 

 
 

東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
 

宛
 

 

 

<
東

京
都

社
会

福
祉

協
議
会

 
従

事
者

共
済

会
 
2
0
2
6
0
2
> 

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

金金
銭銭

消消
費費

貸貸
借借

契契
約約

証証
書書

  

   第
 

１
 

条
 

 
 

借
受

人
 

 
 

 
 

 
 

 
は

、
別

途
定

め
る

従
事

者
共

済
会

貸
付

細
則

の
各

条
項

を
承

認
の
う

え
、

貴
会

か
ら

貸
付

金
と

し
て

 
 

 
 

 
 

 
 

円
を

借
受

け
ま

し
た

。
 

 第
 

２
 

条
 

 
 

前
条

の
借

受
金

は
、

貸
付

細
則

第
２

条
に

規
定

す
る

資
金

と
し

て
、

そ
の

他
の

用
途

に
は

使
用
し

ま
せ

ん
。

 

 第
 

３
 

条
 

 
 

借
受

金
の

利
息

は
、

借
受

元
金

に
対

す
る

年
利

 
 

 
 

％
の

利
率

で
計

算
し

た
額

と
し

ま
す

。
 

 第
 

４
 

条
 

 
 

借
受

人
は

、
貴

会
に

対
し

、
借

受
金

を
 

 
 
 

年
 

 
月

 
１

日
か

ら
 

 
 

 
年

 
 
月

 末
日

ま
で

に
 

 
 
回

で
返

還
し

、
貸

付
細

則
に

定
め

る
貸

付
金

金
額

別
返

還
表

に
基

づ
く

返
還

計
画

表
に

よ
り

毎
月

末
日

限
り

貴
会

の
指

定
す

る
方

法
に

よ
り

支
払

い
ま

す
。

 

 第
 

５
 

条
 

 
 

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

事
由

が
生

じ
た

と
き

は
、

貴
会

に
よ

る
通

知
催

告
を

要
し
な

い
で

借
受

人
は

当
然

に
期

限
の

利
益

を
失

い
、

直
ち

に
貴

会
の

指
定

す
る

期
日

ま
で

に
借

受
金

全
額

（
す

で
に

借
受

金
の

一
部

を
返

還
し

て
い

る
と

き
は

、
そ

の
返

還
し

た
額

を
控

除
し

た
額

の
借

受
金

）

を
返

還
し

及
び

そ
の

利
子

を
支

払
い

ま
す

。
 

 
(
1
)
 

貸
付

細
則

第
1
2
条

の
規

定
に

該
当

し
た

と
き

。
 

 
(
2
)
 

第
13

条
に

規
定

す
る

借
受

金
の

返
還

及
び

利
息

の
支

払
を

一
回

で
も

遅
滞

し
た

と
き

。
 

 
(
3
)
 

仮
差

押
、

仮
処

分
、

強
制

執
行

、
担

保
権

実
行

の
申

立
て

も
し

く
は

滞
納

処
分

を
受

け
、

ま

た
は

破
産

手
続

開
始

も
し

く
は

民
事

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
あ

っ
た

と
き

。
 

 
(
4
)
 

そ
の

他
こ

の
契

約
ま

た
は

貸
付

細
則

に
違

反
し

た
と

き
、

ま
た

は
信

用
を

著
し

く
失

墜
す

る

事
実

が
あ

っ
た

と
き

。
 

２
 

借
受

人
は

前
項

第
３

号
に

該
当

す
る

事
態

が
生

じ
た

と
き

は
、

直
ち

に
通

知
し

ま
す

。
 

３
 

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
借

受
金

を
一

時
に

返
還

し
た

こ
と

に
よ

り
被

っ
た

損
害

に
つ

い
て

は
一

切
貴

会
に

責
は

負
わ

せ
ま

せ
ん

。
 

 第
 

６
 

条
 

 
 

借
受

人
が

そ
の

所
属

す
る

団
体

を
退

職
し

、
ま

た
は

死
亡

す
る

等
の

事
由

に
よ

り
共

済
加

入
か
ら

退
会

し
た

場
合

に
は

、
第

４
条

並
び

に
第

５
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
貸

付
金

の
未

返
済

金
全

額
を

直
ち

に
返

済
す

る
も
の
と
し
、
貸
付
細
則
第

15
条
の
規
定
に
基
づ
き
借
受
金
を
返
還
し
、
及
び
そ
の

利
息
を
支
払
い

ま
す

。
 

 第
 

７
 

条
 

 
 

連
帯

保
証

人
は

、
こ

の
契

約
の

各
条

項
を

承
認

し
、

借
受

人
が

貴
会

に
対

し
て

負
担

す
る

債
務
に

つ
い

て
連

帯
し

て
履

行
の

責
任

に
任

じ
ま

す
。

 

 第
 

８
 

条
 

 
 

連
帯

保
証

人
は

、
こ

の
契

約
に

よ
る

債
務

の
一

部
を

弁
済

す
る

こ
と

に
よ

り
、

貴
会

に
代

位
す
る

場
合

は
、

貴
会

が
承

諾
す

る
場

合
を

除
き

、
そ

の
代

位
権

は
常

に
貴

会
に

対
す

る
債

務
完

済
後

に
履

行
し

ま
す

。
 

 

第
 
９
 
条
 

 
 

借
受

人
は

貸
付

細
則

第
９

条
第

５
項

の
事

由
が

発
生

し
た

と
き

は
遅

滞
な

く
連

帯
保

証
人

を
補

充

し
、

そ
の

変
更

届
を

会
長

に
提

出
し

ま
す

。
 

 第
１

０
条

 
 

 
借

受
人

及
び

連
帯

保
証

人
は

、
貴

会
が

請
求

し
た

と
き

は
、

何
時

で
も

公
証

人
に

委
嘱

し
て

こ
の

契
約
上
の
債
務
に
つ
い
て
承
認
並
び
に
強

制
執

行
の

認
諾

あ
る

公
正

証
書

の
作

成
に

必
要

な
手

続
き

を
と

り
ま

す
。

 

 第
１

１
条

 
 

 
貴

会
が

債
務

の
保

全
又

は
実

行
、

そ
の

他
こ

の
契

約
に

関
し

て
要

し
た

費
用

は
す

べ
て

借
受

人
又

は
連

帯
保

証
人

が
負

担
し

ま
す

。
 

 第
１

２
条

 
 

 
借

受
人

及
び

連
帯

保
証

人
は

、
貴

会
か

ら
資

産
及

び
収

入
状

況
に

つ
い

て
報

告
を

求
め

ら
れ

た
と

き
は

、
こ

れ
に

応
じ

ま
す

。
 

 第
１

３
条

 
 

 
借

受
人

及
び

連
帯

保
証

人
は

、
信

義
を

重
ん

じ
、

誠
実

に
こ

の
契

約
を

履
行

し
ま

す
。

 

 第
１

４
条

 
 

 
こ

の
契

約
に

定
め

の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

、
貸

付
細

則
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
ま

す
。

 

 第
１

５
条

 
 

 
こ

の
契

約
に

つ
い

て
、

訴
訟

等
の

生
じ

た
と

き
は

、
貴

会
の

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

を
管

轄
す

る
裁

判
所

を
第

一
審

の
裁

判
所

と
し

ま
す

。
 

  
 

上
記

の
と

お
り

契
約

し
、

相
違

な
く

履
行

す
る

た
め

に
こ

の
証

書
を

作
成

し
、

貴
会

に
差

し
入

れ
ま

す
。

 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

借
受

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
０ ０

  
５５

  
６６

  
７７

  
８８

  
－

  
１１

  
２２

  
３３

  
４４

  
５５

  
６６

  

 
施

設
・

団
体

名
 

 
○○

○○
保保

育育
園園

  
 

借
受

人
現

住
所

 
 
東東

京京
都都

調調
布布

市市
国国

領領
町町

○○
－－

○○
－－

○○
  

 
氏

名
 

 
高高

橋橋
  

花花
子子

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
印

）
 

連
帯

保
証

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
施

設
・

団
体

名
 

 
 

 
連

帯
保

証
人

現
住

所
 

 
 

 
氏

名
 

 
（

印
）

 

連
帯

保
証

人
 

 
施

設
番

号
・

加
入

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

－
 

 
 

 
 

 
 

 
施

設
・

団
体

名
 

 
 

 
連

帯
保

証
人

現
住

所
 

 
 

 
氏

名
 

 
（

印
）

 
  

 
社

会
福

祉
法

人
 

 
 

 

印
 

 
紙

 
※

申
込

金
額

に
応

じ
た

印
紙

を
貼

付
 

1
0

万
円

以
下

 
 
 
2
0
0

円
 

5
0

万
円

以
下

 
 
 
4
0
0

円
 

1
0
0

万
円

以
下

 
1
,0

0
0

円
 

1
0
5

万
円

以
上

 
2
,0

0
0

円
 

 
 

東
京
都
社
会
福
祉
協
議
会
会
長
 

宛
 

 

 

<
東

京
都

社
会

福
祉

協
議
会

 
従

事
者

共
済

会
 
2
0
2
6
0
2
> 

高高
橋橋

  
花花

子子
  

１１
,,
７７
００
００
,,
００
００

００
  ２２

..
００

  

２２
００

２２
６６
  

４４
８８

  

２２
００

３３
００
  

４４
  

５５
  

２２
００

２２
６６
  

４４
  

１１
５５

  

記
 

入
 

例
 

割割
印印

はは
、、

借借
受受
人人

欄欄
のの
印印

とと
同同
じじ

印印
をを
使使

用用
  

申申
込込

金金
額額

がが
５５
５５

万万
以以
上上

のの
場場
合合

はは
、、
印印

鑑鑑
登登
録録

印印
をを
押押

印印
  

返返
済済

期期
間間

はは
、、
貸貸

付付
申申
込込

書書
類類
提提

出出
締締
切切

日日
のの
翌翌

月月
１１
日日

かか
らら
  

申申
込込

金金
額額

にに
応応
じじ

たた
印印
紙紙

をを
貼貼
付付

すす
るる
  

連連
帯帯

保保
証証

人人
欄欄
はは

、、
連連
帯帯

保保
証証
人人

がが
必必
要要

なな
場場
合合

のの
みみ
記記

入入
すす
るる

  

そそ
のの

場場
合合

はは
、、
連連

帯帯
保保
証証

人人
がが
自自

署署
・・
捺捺

印印
  

借借
受受

人人
欄欄

はは
、、
借借

受受
人人
がが

自自
署署
・・

捺捺
印印
すす

るる
  

記記
入入

漏漏
れれ

がが
ああ
るる

とと
貸貸
付付

でで
きき
なな

いい
のの
でで

注注
意意
  

必必
ずず

申申
込込

日日
付付
をを

記記
入入
すす

るる
  

申申
込込

金金
額額

がが
55
55
万万

円円
以以
上上

のの
場場
合合

はは
、、
印印

鑑鑑
登登
録録

印印
をを
押押

印印
すす
るる

  

※※
訂訂

正正
すす

るる
場場
合合

……
二二
重重

線線
でで
打打

消消
しし
、、
訂訂
正正
印印
（（
借借

受受
人人
欄欄
のの

印印
とと
同同

じじ
印印
））
をを
押押

印印
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従従事事者者共共済済会会貸貸付付金金返返還還にに関関わわるる依依頼頼書書（（施施設設・・団団体体保保管管用用））  
 
 
 
 
                                  施設（団体）長 殿  
 
 
 
 
 
 
    私は、別紙のとおり東京都社会福祉協議会従事者共済会の貸付金を借り受けま 
   すので、毎月の給与より返還計画に沿って返還金を差し引き、東京都社会福祉協 
   議会へ返還してください。 
 
 
 
 
 
 
      年   月   日 
 
 
 
 
 

借受人             （印） 
 
 
 
 
 

117



従従事事者者共共済済会会貸貸付付金金返返還還にに関関わわるる依依頼頼書書（（施施設設・・団団体体保保管管用用））  
 
 
 
 
                      ○○○○保保育育園園  施設（団体）長 殿  
 
 
 
 
 
 
    私は、別紙のとおり東京都社会福祉協議会従事者共済会の貸付金を借り受けま 
   すので、毎月の給与より返還計画に沿って返還金を差し引き、東京都社会福祉協 
   議会へ返還してください。 
 
 
 
 
 
 
 ２２００２２６６ 年 ４４ 月 １１５５ 日 
 
 
 
 
 

借受人 高高橋橋  花花子子      （印） 
 
 
 
 
 

記 入 例 
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従事者共済会貸付金 貸付残額の控除について（貸付時） 

   年   月   日 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長 宛 

 
施設・団体名                 

 
施設・団体長               印 

 
 
このたび従事者共済会の貸付を申し込みますが、前回貸付残額を今回申込額より控除したく、申請し

ます。 
 

記 
 

１ 施設番号－施設名                           

２ 加入者番号                              

３ 氏   名                              

４ 前回貸付日                年     月  １  日 

５ 前回貸付額                            円 

６ 今回申込額                            円 

７ 前回貸付残額                           円 

８ 差し引き送金額（6－7）                      円 
 

 
 
 
 
 
 
 
＊貸付返済中に次の貸付申込をする場合で、前回貸付残額を今回の貸付金によって相殺しての送

金を希望する場合に必要な書類です。 
＊貸付残額は、従事者共済会に確認してください。 

 

＜東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509＞ 

借受人（自署） 
  
住所                     

 
 

氏名                 印   
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従事者共済会貸付金 貸付残額の控除について（貸付時） 

２０２６ 年 ４ 月 １５ 日 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長 宛 

 
施設・団体名   ○○保育園         

 
施設・団体長   山田 太郎       印 

 
 
このたび従事者共済会の貸付を申し込みますが、前回貸付残額を今回申込額より控除したく、申請し

ます。 
 

記 
 

１ 施設番号－施設名            ０５６７８－○○保育園    

２ 加入者番号                    １２３４５６    

３ 氏   名                     高橋 花子    

４ 前回貸付日          ２０１５  年  ４  月  １  日 

５ 前回貸付額                    ９００,０００  円 

６ 今回申込額                    １,７００,０００  円 

７ 前回貸付残額                   ２８９,０１４  円 

８ 差し引き送金額（6－7）             １,４１０,９８６   円 
 

 
 
 
 
 
 
 
＊貸付返済中に次の貸付申込をする場合で、前回貸付残額を今回の貸付金によって相殺しての送

金を希望する場合に必要な書類です。 
＊貸付残額は、従事者共済会に確認してください。 

 

＜東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509＞ 

借受人（自署） 
  
住所    〒182-○○○○ 
      東京都調布市国領町○－○－○ 

 
氏名          高橋 花子  印   

記 入 例 

こちらの様式をご利用の際には、必ず事前に

事務局にご連絡ください。 
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従事者共済会貸付金 貸付残額の控除について（退職時） 

   年   月   日 
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長 宛 

 
法人名                    

 
法人代表者                印 

 
 
退会を予定する加入者からの委任を受け、加入者の貸付金の残額は、退職共済金より控除し未返還金

に充当することを申請します。 
 

記 
 

１ 施設番号－施設名                           

２ 加入者番号                              

３ 氏   名                              

４ 貸 付 日                年     月  １  日 

５ 貸 付 額                            円 

６ 退 会 日                年     月  末  日 

７ 退職共済金額                           円 

８ 貸 付 残 額                            円 

９ 差し引き送金額（7－8）                      円 
 

 
 
 
 
 
 
 
＊本書は、貸付金の返済中に東京都社会福祉協議会従事者共済会を退会する場合で、貸付残額を

退職共済金で相殺することを希望する場合に必要な書類です。 
＊加入者が希望する場合は、貸付残額を自己資金で一括返済することも可能です。その場合は、

本書の提出は不要です。手続きを別途ご案内いたしますので、共済会にお問い合わせください。 
 

＜東京都社会福祉協議会 従事者共済会 202509＞ 

借受人（自署） 
  
住所                     

 
 

氏名                 印   

共済会システムから退会届入力後、出力され

た「貸付残額の控除について（退職時）」を

ご利用ください。退会届の入力ができないな

どにより、こちらの様式をご利用の際には、

必ず事前に事務局にご連絡ください。 
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従従事事者者共共済済会会貸貸付付金金のの緊緊急急送送金金ににつついいてて（（緊緊急急貸貸付付申申込込書書））  
  年   月   日   

社会福祉法人 東京都社会福祉協議会会長 宛 
 

施設・団体名               
 

施設・団体長             印 
 
このたび、下記の理由により、緊急に貸付をしてくださいますようお願いいたします。 
 

記 
 

１ 施設番号－施設名                        

２ 加入者番号                           

３ 氏  名                            

４ 貸付理由   

 

 

 

５ 貸付申込額                         円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊傷病入院、葬祭、災害等のうち緊急を要し、至急に貸付送金を希望する場合に必要な書類です。 
＊緊急貸付の要件に該当するかどうか、従事者共済会にあらかじめ確認してください。 

 

借受人（自署） 
  
住所                     

 
 

氏名                    印   
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